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　住友林業グループは、株主・投資家をはじめとしたステークホルダーの皆様に、年次業績と中長期的な企
業価値向上に向けた取り組みをお伝えし、さらなる対話のきっかけとすることを目指して、「統合報告書」を
毎年発行しています。本2024年版レポート（2023年12月期の活動を報告）では、2030年に向けた長期
ビジョンおよび中期経営計画の目標を達成するために、価値創造プロセスでどのように価値を生み出してい
るかについて、事業セグメントごとの進捗を具体的に報告しています。また、成長の大きな原動力である建
築・不動産事業（旧：海外住宅・建築・不動産事業）に関しては、より具体的に事業戦略および各種施策を説
明しています。こうした取り組みの根幹となっているのは、当社グループが330年以上にわたり培ってきた
森と木の価値を最大限に活かすさまざまな技術と、国内外の多様な人財の力です。本報告書ではそうした
人財の力にも焦点を当て、特集ページで説明しています。本報告書をもとに、ステークホルダーの皆様と
の対話を一層深めていければ幸いです。
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対象期間　2023年12月期（2023年1月1日～2023年12月31日）
※ 一部対象期間外の情報も掲載しています。

対象範囲　住友林業株式会社およびグループ会社

参照したフレームワーク、ガイダンスなど 
●  国際会計基準財団（IFRS）　「国際統合報告フレームワーク」
● 経済産業省「価値協創ガイダンス2.0」

報告対象範囲

　当社グループは、2020年12月期から、決算期（事業年度の末日）を3月31日から12月31日に変更しま
した。これに伴い、2020年12月期は、2020年4月1日～2020年12月31日の9か月となります。

決算期の変更について

　2023年12月期より、「住宅・建築事業」を「住宅事業」に変更し、「住宅事業」に含まれていた「建築事業」
を「建築・不動産事業」に移管しました。
　2024年12月期より、「海外住宅・建築・不動産事業」を「建築・不動産事業」に変更しました。

セグメントの変更について

　住友林業は、経営の透明性を高めるために積極的な情報開示を行っています。2017年3月期より、当社
グループの企業価値向上に関する取り組みについて財務情報とESGに関連する非財務の両面から情報発
信を強化すべく、「統合報告書」を発行しています。また、ESGの取り組みについては、「サステナビリティ
レポート」の和文版・英文版をウェブサイトにて開示しています。その他、「定時株主総会招集ご通知」の和
文版・英文版をウェブサイトで開示するなど、積極的な情報発信に努めています。

企業・IR・ESG・採用情報
h t t p s ://sfc.jp/information/

情報開示体系

　当社が開示する非財務情報の妥当性、客観性を確認するため、「サステナビリティレポー
ト2024 ESGデータ集」内の環境・社会側面のパフォーマンス指標について、KPMGあずさ
サステナビリティ株式会社の第三者保証を受けています。詳細は以下のリンク先をご参照
ください。
h t t p s ://sfc.jp/information/sustainability/esg-data/pdf/esg-data.pdf#page=14
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住友林業グループ倫理規範

行動指針

目的ならびに適用範囲

住友林業グループは、経営理念ならびに行動指針に基づき、 
サプライチェーンも含め、本倫理規範に則った企業運営を行います。

公正かつ透明性のある 
企業活動

 1.法令・規則の遵守
 2.腐敗防止
 3.公正な取引
 4.公正な会計処理
 5. ステークホルダーとの 

コミュニケーション
 6.機密保持
 7.情報セキュリティ
 8.取引先との関係
 9.知的財産の保護
10.個人情報の保護
11.責任ある広告宣伝
12.健全な政治との関係
13.反社会的勢力の遮断
14.通報窓口の設置

良識ある行動 

15. 利益相反の回避
16. 会社資産の流用禁止
17. インサイダー取引の禁止
18. 節度ある贈答、接待
19. 政治・宗教活動の禁止

人間尊重と 
健全な職場の実現

20. 人権の尊重
21.  差別の禁止と多様性の 

確保
22.  強制労働、児童労働の 

禁止
23. 結社の自由と団体交渉権
24. 適切な労働時間と賃金
25.  ワークライフバランスの

確保
26. 労働安全衛生
27. 人財の育成
28. ハラスメントの禁止
29. プライバシーの保護

社会や環境に配慮した 
事業活動

30. 顧客満足と安全
31. 環境共生
32. 地域社会への貢献

お客様の感動を生む、高品質の商品・サービスを提供します。

新たな視点で、次代の幸福に繋がる仕事を創造します。

多様性を尊重し、自由闊達な企業風土をつくります。

日々研鑽を積み、自ら高い目標に挑戦します。

正々堂々と行動し、社会に信頼される仕事をします。

住友林業グループは、公正、信用を重視し 

社会を利するという「住友の事業精神」に基づき、 

人と地球環境にやさしい「木」を活かし、 

人々の生活に関するあらゆるサービスを通じて、 

持続可能で豊かな社会の実現に貢献します。

経営理念

住友林業グループ倫理規範
h t t p s ://sfc.jp/information/company/keiei_rinen/rinri_kihan/
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● 長期的な価値創造に向けて

住友林業グループの経営理念・行動指針
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〜地球を、快適な住まいとして受け継いでいくために〜

「住友林業グループは、公正、信用を重視し社会を利するという『住友の事業精神』に基づき、人と地球環境に
やさしい『木』を活かし、人々の生活に関するあらゆるサービスを通じて、持続可能で豊かな社会の実現に貢
献します。」という経営理念を定め、サステナブルな経営を行っています。
2022年2月には、2030年のあるべき姿を見据えた長期ビジョン「Mission TREEING 2030」を策定し、「地
球環境」「人と社会」「市場経済」の3つの視点から、9つの重要課題を特定しました。「木」を軸にしたバリュー
チェーンである「ウッドサイクル」を回す事業活動を通じて、成長拡大と脱炭素社会の実現を目指しています。

P.2

関係する
資本

住友林業グループの 
ステークホルダー

基本方針

長期ビジョン

中期経営計画「Mission TREElNG 2030 Phase1」 
（2022年12月期〜2024年12月期）

9つの重要課題  P.52

経営のマテリアリティ

経営理念

将来の成長と脱炭素化への貢献に向けた基盤をつくる3年
アウトカム

自然資本 製造資本 人的資本 知的資本 社会関係 
資本

価値創造プロセス

創出される価値

 P.41

 P.34

地球環境への価値 人と社会への価値 市場経済への価値

インプット

私たちは、地球環境、人々の暮らしや社会、市場や経済活動に価値を提供することで、将来世代を含むあら
ゆる人々やすべての生き物に、地球が快適な住まいとして受け継がれていくことを目指します。これまでも
強みとしてきた「森」と「木」の価値を活かし、深め、新たな未来の力へと変えていきます。

※ パネル設計から、製造、配送、施工までを一貫して提供するFully Integrated Turn key Provider（FITP）事業。

財務資本

● 株主・投資家 ● 社員・その家族 ● お客様 ● 国際社会・地域社会
● 地球環境 ● 政府・監督官庁 ● 業界・同業他社 ● 取引先
● 学生 ● NPO／NGO

● 木材建材流通事業
● 製造事業

● 森林事業
● 再生可能エネルギー事業

● 戸建注文住宅事業
● 賃貸住宅事業
● まちづくり（分譲住宅）事業
● リフォーム事業
● 緑化事業

ステークホルダーエンゲージメント　　　P.68

木材建材事業 P.90

資源環境事業 P.98

米国
● 戸建住宅事業
● 不動産開発事業
● 中大規模木造建築事業
● FITP事業※

豪州
● 戸建住宅事業
●  中大規模木造

建築事業
● 緑化事業

建築・不動産事業 P.94

住宅事業 P.92

1 森と木の価値を最大限に活かした脱炭素化と
サーキュラーバイオエコノミーの確立 2 グローバル展開の進化

3 変革と新たな価値創造への挑戦 4 成長に向けた事業基盤の改革

「Mission TREEING 2030」
達成に向けた事業方針

木材資源の活用による脱炭素化への挑戦 収益基盤の強靭化の推進
グローバル展開の加速 持続的成長に向けた経営基盤の強化
事業とESGの更なる一体化

1 2

3 4

5

P.22
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● 長期的な価値創造に向けて

価値創造ストーリー
〜住友林業グループのサステナビリティ経営〜



再生可能な資源である木を活用し

多様な事業を通じて

持続可能で豊かな社会の実現に貢献します

　近年、世界各地で大規模地震が発生しており、住宅および生活インフラの迅速な復興体制の構築が切実に求

められています。地震大国である日本では、特にレジリエントな社会の構築が急務となっています。また、地球

温暖化が一層進むことで、豪雨や猛暑のリスクは今後さらに高まることも予想されています。住友林業グルー

プは、国内外において健全な森林を維持・管理することで気候変動を抑制する森を育成するとともに、良質な

住宅供給を通じて人々の安心安全な暮らしをサポートするなど、持続可能な素材である「木」を軸としたさまざ

まな事業を展開しています。

　具体的には、2030年に向けた長期ビジョン「Mission TREEING 2030」を策定し、「循環型森林ビジネス

の加速」「ウッドチェンジの推進」「脱炭素設計のスタンダード化」の3つを柱に、森林経営から木材・建材の流

通・製造、木造建築、木質バイオマス発電に至る木や森の付加価値の向上に資する事業を進めています。特

に「循環型森林ビジネスの加速」では、2050年の脱炭素社会実現に貢献する取り組みの一つとして、森林ファ

ンドを組成し、グローバルな規模で気候変動対策に取り組んでいます。2023年には第一号ファンドの組成・

運用を開始し、質の高いカーボンクレジットの創出に加えて、生物多様性の維持や水資源の保全など、森林価

値の顕在化を図っています。

　当社グループには「住友の事業精神」を表す言葉の一つである「自利利他公私一如」、すなわち、「住友の

事業は、自身を利するとともに、国家を利し、かつ社会を利するものでなければならない」という考えが脈々

と息づいています。当社グループの歴史は、1691年の別子銅山開坑に伴い、燃料や坑木となる木材の調達

に携わったことに遡りますが、過度な伐採や銅の製錬による煙害などで荒廃した周辺の森林を再生させるため

に、1894年には「大造林計画」を策定し、大規模な植林を実施、植生を回復させました。

　公正、信用を重視し社会を利するという「住友の事業精神」は、創業以来330年余を経た現在も、経営理念

や行動指針に受け継がれています。

　当社グループは、住友の事業精神に基づく「公益との調和」を重んじ、先人たちから引き継いだ精神を今後

も守り伝えていきます。先行き不透明な事業環境ではありますが、再生可能な資源である木を活かして、ス

テークホルダーの皆様と共にさまざまな社会課題の解決に貢献するビジネスを創出し、持続可能で豊かな社

会の実現に貢献してまいります。
代表取締役 会長
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● 長期的な価値創造に向けて

会長メッセージ



1691年
（元禄4年）

創業

自己資本比率

41.6%
（2023年12月期）

ROA

9.5%
（2023年12月期）

森林保有・管理面積

国内� 約�4.8万ha
海外� 約�23.8万ha

（2023年12月末時点）

年間住宅供給戸数

※1 戸建注文住宅・賃貸住宅・戸建分譲住宅。
※2 米国、豪州、その他（欧州、アジア）の不動産開発における集合住宅・戸建賃貸等の合計、JV形式を含む。

国内� 9,295戸� 米国� 10,221戸
豪州� 3,402戸� その他� 1,501戸

（2023年12月期）

※1

※2

グループ会社数

国内� 39社
海外� 337社

（2023年12月末時点）

ネットD/Eレシオ

0.4倍
（2023年12月期）

ROE

14.8%
（2023年12月期）

1.1倍
（2023年12月期）

PBR

125.0円
（2023年12月期）

1株当たり配当金

従業員数（連結）

24,815名
（2023年12月末時点）

住宅事業

　主力の戸建注文住宅事業に加え、そこで培った設計力・技術力を活かし、木なら
ではの心地よさを提案する賃貸住宅事業、分譲住宅事業、リフォーム事業、緑化事
業などを展開しています。

P.92

資源環境事業

　国内やオセアニア、東南アジアで森林経営や森林アセットマネジメント事業を行う
ほか、国内では主に木質資源を有効活用する再生可能エネルギー事業を展開して
います。

P.98

生活サービス事業

　有料老人ホームや在宅介護などの介護事業を中心に人々の暮らしをサポートする
幅広いサービスを展開しています。また、産官学の協働プロジェクトとしてオープ
ンした商業リゾート施設の開発に参画するなど、地域経済の活性化にも取り組んで
います。

P.100

建築・不動産事業

　米国、豪州、東南アジアなどを中心に戸建住宅や集合住宅の建築・販売を行うほ
か、商業複合施設の開発なども手掛けています。また、脱炭素社会の実現へ向け、
米国と豪州、英国で中大規模木造建築プロジェクトに参画しています。2003年の
米国進出から22年、住友林業グループを支える事業に成長しました。

P.94

木材建材事業

　国内外での長年にわたる事業展開により構築したグローバルネットワークのもと
で、適正に管理された森林から良質な木材を安定的に調達しているほか、グループ
会社で製造している木材の流通も行うなど、取扱高国内No.1の木材・建材商社と
して、幅広く事業を展開しています。

P.90

2023年12月期セグメント別構成比※3

※3  セグメント別構成比の算出にあたり、グループ間取引などの調整額（売上高△359億円、経常利益＋2億円）は除いています。
※4 持分法会社の収益が入るため、経常利益を記載しています。

■  木材建材
　13%　2,361億円
■  住宅※4

　30%　5,340億円
■  建築・不動産  

　54%　9,481億円
■  資源環境
　1%　248億円
■  その他
　2%　260億円

■  木材建材
　7%　112億円
■  住宅※4

　21%　328億円
■  建築・不動産
　71%　1,125億円
■  資源環境
　0%　6億円
■  その他
　1%　22億円

売上高

1兆7,332億円
経常利益※4

1,594億円
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● 長期的な価値創造に向けて

At a Glance



すべての原点として受け継がれる「住友の事業精神」
　住友家の初代、政友（1585年～1652年）が残した「文殊院旨意書」。家人に商売におけ
る心得を説いたその冒頭には、「商事は言うに及ばず候えども、万事精に入れらるべく候」、
すなわち何事も粗略にせず、心をこめて丁寧・慎重に取り扱うようにと記されています。ま
た、住友には、信頼に応えることの大切さを説いた「信用を重んじ確実を旨とし」、目先の利
益にとらわれることへの戒めである「浮利にはしり軽進すべからず」、住友の事業と国家・社
会といった公益との調和を強く求める「自利利他公私一如」などの言葉も残されています。
私たちは、長く続く歴史の中で先人たちが守り続けてきたこれらの言葉、そしてその根本に
ある考え方を「住友の事業精神」として今も大切に受け継いでいます。伊予別子銅山絵図巻（住友史料館所蔵）

1691
住友林業の創業
住友家が別子銅山を開坑。
製錬のための燃料や坑木に使う
木材の調達を担う「銅山備林」
経営を開始

明治期に銅山経営の影響で荒廃した別子
銅山（住友史料館所蔵）

現在の別子の山並み

1865
広瀬宰平が別子支配人に就任

1882
「住友家法」制定

1894
伊庭貞剛が別子支配人に就任。

「大造林計画」を開始

1899
鈴木馬左也が別子支配人に就
任。「保続林業」の考えを確立

1909
住友総本店設立により住友家の
山林事業は同店に継承

1919
住友総本店に林業課を設置

1948
財閥解体で住友の林業部門は
6社に分割（住友林業の設立）。
その後2回の合併を経て東邦農
林、四国林業の2社となる

1970
海外での製造事業を開始
インドネシアに、Kutai Timber 
Indonesia社を設立。合板を
中心とした建材製造事業を本格
的に開始し、海外製造事業の出
発点となる

1975
木造注文住宅事業を開始

バンクーバー港水面貯木場にて検品中の
当社職員

木造注文住宅

NPIL工場

1955
全国的な国内材集荷販売体制
を確立。東邦農林、四国林業が
合併し、四国林業を存続会社と
し「住友林業株式会社」となる

1956
木材の輸入業務を開始
1955年のフィリピン材の取り
扱いを皮切りに、マレーシア、イ
ンドネシアと事業展開を図り、
1958年には、米材やニュージー
ランド材の取り扱いも開始

1964
国内に本格的な合板製造会社
を設立

1977
緑化事業へ進出

1986
ニュージーランドに設立した
Nelson Pine Industries 社

（NPIL）によるMDF製造工場を
本格稼働

伊庭 貞剛（住友史料館所蔵）

「大造林計画」と「保続林業」の始まり
　19世紀後半の別子銅山では、長年にわたる過度な伐採と煙害
によって、周辺の森林が荒廃の危機を迎えていました。当時の別
子支配人・伊庭貞剛は「国土報恩」の考えのもと、1894年、失わ
れた森を再生させる「大造林計画」を樹立。多い時には年間200
万本を超える大規模な植林を実施した結果、山々は豊かな緑を取
り戻しました。その後、住友林業は森林の維持・育成や伐採・製材
にも力点を置き、持続可能な森林経営である「保続林業」を確立
させていきました。

住友林業の事業の原点「銅山備林」
　住友林業の創業は、現在の愛媛県新居浜市にあった別子銅山
が開坑した1691年にまで遡ります。銅の製錬に欠かすことので
きない薪炭用の木材や坑道の坑木、またそこで暮らし、採掘や製
錬に従事していた人々の家の建築用木材などを調達する「銅山備
林」の経営を始めたことが事業の原点です。

1600s1600s   1800s   1900s   1950s   1960s   1970s   1980s  

木の可能性を引き出す
サステナブルなビジネスモデル

建材商社・メーカーとしての進化
　1950年代、高度成長期を迎えていた我が国では、新設住宅着
工戸数の飛躍的な拡大などを背景に、木材に対する需要が急増し
ていました。ところが、当時の国内林業は、第2次世界大戦後ま
もなく植樹された木々は生育の途上にあったため、市場での木材
供給量が不足していました。
　こうした中、住友林業は国内他社に先駆けて外国産材の輸入を
開始。国内外で建材の製造および木材・建材の流通・販売体制を
確立し、取扱高国内No.1の木材・建材商社となりました。

国内外における住宅事業の拡大
　1970年代に入ると、社会・経済情勢の変化に伴い、住宅政策が
“量”の確保から住宅環境を含めた“質”の向上へと転換されました。
　こうした社会の要請に応えるべく、当社は1975年、木造注文住
宅事業に進出しました。国内外の木材調達ネットワークを駆使し
て高品質な木造住宅を提供し、「住友林業の家」は木造注文住宅
のトップブランドに成長していきました。
　さらに2003年には、木造住宅がメインである米国でも住宅事
業を開始。その後、同じく木造住宅が主流の豪州においても住宅
事業に進出しました。各エリアの住文化が色濃く反映される住宅
市場において、経営姿勢を共有できる現地パートナーと組み、業
容を拡大していきました。
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2023年
売上高
1兆7,332億円

※2  当社グループは2020年3月期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）を適用。
※3  2020年12月期の会計期間の変更により4月～12月の9か月間の決算。
※4  2024年2月14日時点の期初計画。

筑波研究所 新研究棟

1990
東京証券取引所第一部に上場

1991
筑波研究所を設立し、建材・住
宅・資源系の研究開発体制を一
元化

シアトルの分譲住宅 グランフォレスト神戸御影

上智大学四谷キャンパス15号館 
（2022年完成）

36 Wellington プロジェクト／豪州 
（2023年完成）

2003
米国で住宅事業を開始

2011
国内での中大規模木造建築事
業に進出

2016
売上高が創業以来初めて1兆円
を上回る

2021
米国での大規模戸建賃貸住
宅開発事業に本格参入

2022
2030年を見据え、当社グ
ループのあるべき姿を定め
た長 期ビジョン「Mission 
TREEING 2030」を公表。そ
の第1フェーズとして、3か年
の中期経営計画「Mission 
TREEING 2030 Phase 1」
を開始

2022
海外での中大規模木造建築
事業に進出

2022
米国でのFITP（Fully Inte
grated Turn key Provider） 
事業に進出

2023
森 林 ファンド「Eastwood 
Climate Smart Forestry 
Fund I」を組成

2018
米国での不動産開発事業を本
格開始
環境木化都市の実現を目指す

「W350計画」を発表

2007
高齢者介護事業に本格参入

2005
国内初木質梁勝ちラーメン構造

（ビッグフレーム構法）を開発

2008
豪州で住宅事業を開始

豪州Henley社モデルハウス

My Forest BF

高齢者介護事業の展開
　2007年には高齢者介護事業に本格参入しました。我が国が超
高齢社会を迎える中、介護付有料老人ホームやサービス付き高齢
者向け住宅、デイサービスの運営を通じて、入居者の自立を支援
しながら、一人ひとりにあわせた質の高いサービスを提供してい
ます。

中大規模木造建築の推進
　日本では、資源として利用可能な人工林が十分に手入れされず、
森林の多面的機能の低下が懸念されています。木を使うことで森
林を維持し、林業を再生していくことが急務となっており、2010
年には公共建築物などの木材利用を促進する法律が施行されまし
た。当社グループはこうした課題に応え、2011年より非住宅分
野の木造化・木質化を推進しています。
　また、木造建築は木材が吸収した炭素を長期間固定し、脱炭素
化に大きく貢献します。鉄骨造やRC造に比べ、建てるときの CO2

を大きく削減できるため、国内外で中大規模木造建築の需要が高
まっています。当社グループは、ネットゼロカーボンビル※1の実
現を目指し、日本だけでなく米国・豪州・欧州においても中大規模
木造建築事業を推進しています。
※1 使用時に排出されるCO2を実質ゼロにする建築物。

再生可能エネルギー事業の推進
　2011年、当社グループは森林資源の価値に改めて着目し、再
生可能エネルギー事業に進出しました。建築廃材や、林地で利用
されずに残された木材を燃料として活用する木質バイオマス発電
所を複数運営しています。

 1990s   2000s   2010s   2020s  

売上高の推移

©Ned Meldrum
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住友林業グループのバリューチェーン
「ウッドサイクル」を回し森と木の価値を最大化
脱炭素社会への貢献を通じた持続的な成長を目指します

2023年の振り返り

　住友林業グループとしてのあるべき姿を長期的な事業

構想に落とし込んだ長期ビジョン「Mission TREEING 

2030」と、その足場固めの3年間として位置づけた中期経

営計画「Mission TREEING 2030 Phase 1」（2022年

～2024年）を発表後、早くも2年が経過しました。中期経

営計画2年目となる2023年の業績は、期初計画を上回る

売上高1兆7,332億円（期初計画差＋1,352億円）、経常利

益1,594億円（同＋394億円）、当期純利益1,025億円（同

＋255億円）となりました。

　当社の主力市場となった米国住宅市場は、2023年はコ

ロナ禍以降の住宅販売価格の高騰に加えて、住宅ローン

金利の上昇を背景にアフォーダビリティが大きく低下しま

した。一方で、戸建住宅販売の9割を占めてきた中古住宅

の流通在庫は、リーマンショック前で400万戸、コロナ禍前

は200万戸ありましたが、住宅ローン金利高騰の影響で

100万戸程度という低水準の状態に陥り、新築住宅が住宅

需要を賄うかたちになりました。

　当社では、顧客が支払う住宅ローン金利の最初の数年

分をビルダーが一部負担する、レートバイダウンと呼ばれ

るインセンティブを効果的に駆使することで、期初想定を

大幅に上回る結果につながりました。Z世代やミレニアル

世代を中心とした住宅購買層の需要に対し400～600万

戸とも言われる慢性的な住宅不足が今後も続く見通しの

中、サンベルトエリアと呼ばれる成長市場を中心に持続的

な成長が期待できます。

■ 中期経営計画の達成に向けて
　現行の中期経営計画の最終年となる2024年は、米国戸

建住宅事業が伸長する見通しであり、経常利益は1,730億

円と計画策定時の目標を達成する見込みです。日本以外

の主要先進国では、インフレ抑制のため金利高の状況が続

き、資材コストや労務費の上昇なども加わり、中期経営計

画策定時点に比較して事業環境は厳しさを増していますが、

業績目標達成に向けて順調に推移していることは、これま

で私たちが取り組んできた戦略・施策の成果だと考えてい

ます。

　財務指標のKPIとして、ROE15％以上、自己資本比率

40％以上、ネットD/Eレシオ0.7以下を掲げています。ROE

については、円安進行により為替換算調整勘定が増加し純

資産が膨らんでいることもあり、達成に向けたハードルは

やや高い状況にありますが、自己資本比率とネットD/Eレ

シオは現時点でおおむね達成できると見ています。

　次期中期経営計画においても、長期ビジョン「Mission 

TREEING 2030」の達成に向けて、強固な財務基盤を維

2030年に向けた長期ビジョンの足場固めとなる中期経営計画。2年目となった2023年は期初の計画を上回る
業績を達成しました。国内外で大きな転換点を迎えている今だからこそ、揺るぎのない住友の事業精神のもと、
グループ一丸となってさらなる成長を追求していきます。

代表取締役 社長
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〜地球を、快適な住まいとして受け継いでいくために〜

2021/12 実績 2022/12 実績 2023/12 実績 2024/12 計画※1

売上高 13,859億円 16,697億円 17,332億円 20,650億円

経常利益 1,378億円 1,950億円 1,594億円 1,730億円

親会社株主に帰属
する当期純利益 872億円 1,087億円 1,025億円 1,055億円

※1  数理差異を除く。2024年2月14日時点の期初計画。

現中期経営計画

中期経営計画 
推移

2030年 経常利益目標 2,500億円

Mission�TREEING�2030�Phase�1
2022年12月期〜2024年12月期

低下を背景とした集合賃貸住宅の需要は底堅く推移するも

のと思われます。当社は2023年11月に、テキサス州とカ

リフォルニア州を拠点に集合賃貸住宅を開発・建築するJPI

社を買収しました。これによりCrescent社とあわせた米

国での集合住宅着工戸数は年間8,000戸を超える規模と

なり、次期中期経営計画中には、毎年10,000戸を超える

集合賃貸住宅の供給体制が整い、戸建住宅事業に次ぐ柱

となる見込みです。

　新規エリア進出や事業用地の積極的取得を進める上で

は、全体のガバナンス体制整備と個社のマネジメント力の

向上が必要です。加えて、資材共同購買やシステム統合

などによる合理化・生産性向上を進め、大手上場ビルダー

をしのぐ強靭な収益体制を築き、市況変動に耐性のある事

業モデルの構築を加速させていきます。その一例として

FITP※2事業の拡大があります。トラスや床・壁パネルなど

の構造部材の製造から施工までをカバーするFITP事業に

よる工期短縮とコストダウンを推進し、戸建住宅と集合住

宅の強固な収益基盤の構築を進めます。労働者不足対策

やサプライチェーンの安定化につながるFITP事業は、年

間23,000戸の販売体制の構築に寄与します。2023年12

月末時点で東海岸メリーランド州やテキサス州などで5つ

の工場がすでに稼働しており、2024年5月にはノースカロ

ライナ州で新たな工場が稼働しました。今後も事業エリア

を広げていきます。

 特集①　グローバル展開の進化　　　P.26

※2 Fully Integrated Turn key Provider

■ 国内住宅事業の構造改革、危機感をもって対応
　日本の2023年の新設住宅着工戸数は約81万9,000戸

と4年連続で90万戸を下回り、持家の着工戸数も前年割

れが続きました。また、木材価格はコロナ禍前の水準に戻

りましたが、エネルギーコストの上昇により木材以外の建

築資材価格は高騰し、慢性的な人手不足と相まって厳しい

事業環境が続きました。そのような中、当社の戸建注文住

宅は、2021年以降、段階的に実施してきた見積価格の見

直し効果もあり、2023年の住宅セグメント単体の売上総

利益率は前期比＋4.2ポイントの23.4%と大幅に改善しま

した。住宅セグメント全体の経常利益は、分譲住宅事業や

不動産仲介、賃貸管理、緑化事業の貢献もあり過去最高の

328億円となり、厳しい状況下においても一定の成果を出

すことができました。

　当社の住宅事業の強みの一つは、高い耐震性や環境性

能を備えた高品質なビッグフレーム（BF）構法をベースに、

お客様のご要望にお応えできる木質感あふれる本格的な

注文設計による住宅をお届けできることです。住友林業の

家づくりは、木材をはじめとした資材の調達から営業、設

計、施工、アフターメンテナンスと、多くの社員と協力施工

店体制に支えられています。日本の新設住宅着工戸数は、

現状の80万戸台から2040年に向けて60万戸台に減少す

ると見られています。当社の強みにさらに磨きをかけるこ

とで、注文住宅、賃貸住宅、分譲住宅あわせて年間約

10,000棟の安定供給体制を確固たるものとし、国内住宅

市場のシェアを高めていく方針です。当社の戸建注文住

宅の2023年の市場シェアは3.69%まで上昇し、現行の中

期経営計画がスタートする前の2020年（2.92%）から大き

く上昇しました。

　日本の建設業界では、職人の高齢化や現場を支える施

工業者の後継者問題などを背景に人手不足が深刻化して

います。人手不足による労務費の高騰や資材コストのさら

なる上昇も想定され、事業を取り巻く環境は大きく変化し

ています。当社においても、人財育成や施工体制の整備

や合理化は、今まで以上にスピード感をもって対応してい

く必要があり、DXやAI技術も駆使しながら収益性の改善

に努めます。

　具体的には、2023年にイノベーション推進部を新設し、

注文住宅事業における受注から設計・施工までの業務フ

ローの棚卸を行い、徹底的な収益構造の分析、競合他社と

の比較を行っています。そこから見えてきた課題の解決に

向けて業務プロセスを見直し、従来の枠にとらわれない抜

本的なビジネスモデルの改革に着手していきます。そして

持しながら、引き続き米国、豪州、東南アジアなど成長市

場での事業拡大と国内事業の競争力強化を図るため「森林」

「木材」「建築」の分野を中心に積極的な成長投資を継続す

ると同時に適切な株主還元策を進め企業価値の最大化に

努めます。

 中期経営計画　　　P.40

世界の住宅市場でポテンシャルが最も高い米国を中心にさらなる拡大を目指していく

　長期ビジョンで掲げる2030年の年間販売戸数、米国

23,000戸、豪州5,500戸の達成を目指し、オーガニックグ

ロースを基本に、優良な案件があればM&Aも引き続き検

討していきます。2023年1月には戸建着工許可件数全米

2位のフロリダ州で、主に戸建賃貸住宅の建築販売や宅地

開発などを行うSouthern Impression Homes社をグ

ループに迎え、未進出であったフロリダに拠点を確立する

ことができました。その後、既存住宅グループ会社である、

Brightland Homes社、DRB社がフロリダ州にそれぞれ

支店を開設し、戸建分譲住宅事業でも進出を果たしていま

す。さらに、2024年3月には同州でNo.1の宅地開発デベ

ロッパーであるMetro Development Groupと良好な

関係を構築しており、潤沢な宅地パイプラインを保有して

いるBiscayne Homes社の事業を譲受しました。2030

年にフロリダ州で年間販売戸数5,000戸を目指しています

が、同州の住宅市場のポテンシャルと当社グループの継続

的かつ積極的な事業展開を見据えると、2030年を待たず

に販売目標を達成する可能性も十分にあると見ています。

　米国の不動産開発市場については、コロナ禍以降、商

業・オフィス物件の需要が低迷しており、本格的な回復に

はキャピタルマーケットの改善や需給の調整に時間が必要

と見ていますが、戸建住宅の不足とアフォーダビリティの
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は約600億円で運用期間は15年の計画です。組成後の森

林アセットの取得も順調に進んでおり、これまでに計

112,580エーカー（約45,600ヘクタール）の森林資産を

取得済です。2030年までに保有・管理森林面積を50万

ヘクタールまで拡大することを目指しており、日本および

東南アジア、南米、オセアニアなどでの2号ファンドの組成

にも取り組んでいます。ファンドの仕組みを活用すること

で個々では実現できない面積・資金規模で森林を適切に管

理し、グローバルな気候変動対策を実践します。また、森

林ファンドを通じて森林のCO2吸収能力を高め、質の高い

カーボンクレジットの創出・還元で脱炭素社会の実現に貢

献し、生物多様性の維持や水資源の保全といった自然資本

としての森林の価値を高めていきます。

　「木材」分野では、木材の炭素固定機能や多様な価値を

社会に訴求し、木材利用の拡大を図っています。特に戦後

植林した森林が伐採時期を迎えた国産材の活用は急務で

あり、木材コンビナート設立により国産材丸太の活用拡大

と製品の安定供給を図る取り組みを進めています。2023

年11月に福島県いわき市において、恒栄資材、和田木材

と当社の3社で国産のスギを中心に製材や木材加工品を製

造する（株）木
こ

環
わ

の杜
もり

を設立しました。2026年3月に新設

工場の稼働を目指しています。川上の森林所有者や素材

生産会社から原木が供給され、川中の製材工場、プレカッ

ト工場および川下の住宅メーカーまで製材品、木材加工品

を流通させるサプライチェーンを地域のステークホルダー

と協業で強化し、木材市場の活性化に貢献していきます。

　「建築」分野では、国内外で中大規模木造建築のプロジェ

クトが進行しています。世界のCO₂排出量のうち、建設セ

クターからの排出が4割近くを占めていますが、木造建築

は、RCや鉄骨造に比べ建築資材の原材料調達から加工、

輸送、建築、廃棄時のCO₂排出である「エンボディドカー

ボン」削減に大きく貢献することができ、当社の事業機会

としても非常に伸びしろがある分野です。昨年の具体的建

築事例としては、海外では2023年10月に豪州メルボルン

で15階建て一部RC造の木造オフィスビルが竣工しました。

2024年は米国、英国でもそれぞれ木造オフィスビルが竣

商品・仕様の見直しをはじめ、お客様満足度向上につなが

るプラスアルファの付加価値提案、社員や現場の職方の働

き方改革につながる施工の合理化や生産性向上など、既

成概念にとらわれない「事業の構造改革」すなわち「事業

のバリューエンジニアリング」を実行していきます。新た

な成長分野という点では、非住宅の木造建築への取り組み

も欠かせません。国内の住宅市場の木造化率はすでに80%

程度ありますが、学校やオフィスなど非住宅市場の木造化

率は依然として10%弱に留まっており、政府による木造化

の後押しもあることから、今後のポテンシャルが高い市場

と捉えています。

　当社の戸建住宅には独自のBF構法という大きな武器が

あります。合理化された構造計算により強い耐震性能を担

保できることに加えて、構造躯体を中心に資材調達から加

工までのサプライチェーン全体がすでに構築されており、

全国での施工体制も整備されていることから最も競争力の

ある構法といえます。非住宅分野における木造化の推進に

は、BF構法による展開が鍵を握っており、その体制整備を

進めています。2024年5月には同構法を採用した木造の

事業用建築ブランド「The Forest Barque（ザ・フォレスト 

バーク）」を発売し、着実に前進しています。BF構法は、木

造建築に実績のあるデベロッパーやゼネコン業界が持ち合

わせていない当社独自の強みです。BF構法が持つ効率的

な設計・生産システムとサプライチェーンを活用し、ZEHマ

ンション型賃貸住宅や非住宅物件への展開を加速するため

タスクフォースチームを組成して4階建て3,000m2の規模

の建築を可能とする技術開発を着実に推進していきます。

　長期ビジョンの実現に向けて、主力の注文住宅事業にお

ける年間着工棟数8,000棟の維持と、収益力回復はもとよ

り、大きな成長余地がある賃貸住宅、非住宅建築、分譲住

宅、リフォーム、不動産仲介・管理、環境緑化などの事業拡

大を図る明確な成長戦略を実行していきます。そして2030

年における住宅事業全体の経常利益は、現状の300億円

程度から倍増となる600億円の達成を目指せると考えてい

ます。株主や投資家との対話の中で、当社グループ内で

相対的に収益性が高い海外での事業に経営資源を集中し

てはどうかとの意見をいただくことがありますが、国内の

木造建築市場は建設業界の脱炭素化の流れもあり、非住

宅物件を中心に市場が拡大していくと見ており、資源環境

事業や木材建材事業とあわせて、今後のグループ全体の

成長に欠かせない事業の一つだと捉えています。

 住宅事業　　　P.92

「ウッドサイクル」の進化、脱炭素事業の加速

　長期ビジョンでは、当社の事業活動を通じて「地球環境」

「人と社会」「市場経済」の3つの価値を同時に高めることを

目指しており、事業方針の一つに「森と木の価値を最大限

に活かした脱炭素化とサーキュラーバイオエコノミーの確

立」を掲げています。

　木には吸収したCO₂を炭素として内部に貯蔵する「炭素

固定」という重要な機能が備わっており、伐採した木を木

造建築や家具などの木材製品として長期にわたり使い続け

ることで吸収したCO₂を長期間、大気に排出せずに済みま

す。当社グループは、森林経営から木材流通・木造建築・

バイオマス発電まで「木」を軸にした事業活動を展開して

おり、事業そのものが脱炭素社会への貢献につながる非

常に稀有な企業です。当社のユニークなバリューチェーン

「ウッドサイクル」の「森林」「木材」「建築」の各分野におけ

る事業を一層進めていくことで、自社のみならず、社会全

体のCO₂吸収・固定に寄与していきます。

　2023年の進捗は、まず「森林」分野では、同年6月に北

米や中米の森林資産をターゲットとした森林ファンド

「Eastwood Climate Smart Forestry Fund I」を組成

しました。当社を含む日系企業10社が出資し、資産規模

19住友林業株式会社　統合報告書 2024 住友林業株式会社　統合報告書 202418 19

● 長期的な価値創造に向けて

社長メッセージ



工予定です。国内では、熊谷組をはじめとするゼネコンと

の木材ハイブリット建築の協業加速に加えて、不動産開発

案件を通じた宿泊施設などの木造建築を推進しています。

　国内外において「森林」「木材」「建築」分野で「ウッドサ

イクル」を回す取り組みについては、さまざまなステーク

ホルダーから高い関心と今後への期待を寄せていただい

ています。同時に、脱炭素社会への貢献をより具体的に示

してほしいというご要望もいただいています。これまで、

木を伐採して再植林し、さらに木材を活用することで社会

全体の炭素固定量が増え脱炭素に貢献できることを、日本

のスギをモデルに示してきました。2025年から始まる次

期中期経営計画では、具体的に当社が所有・管理する国内

外の森林や木材製品の製造、木造建築の普及におけるモ

デルを示していきたいと考えています。その上で、森林

ファンドや木材コンビナート、中大規模木造建築など、具体

的な事業における脱炭素化への貢献を定量化し、当社事業

の推進が「地球環境への価値」「人と社会への価値」「市場

経済への価値」を創出していることを提示したいと考えて

います。

 木材建材事業　　　P.90

住友林業の人的資本経営

　当社の事業は「住友の事業精神」にある「信用を重んじ、

確実を旨とする」という取り組みを自ら実践する社員に支

えられています。これは日本国内の社員に限らず、海外の

事業会社のパートナーや社員も同じ価値観を共有していま

す。いかなる時も真摯な姿勢で仕事に打ち込むことがで

きる社員が多くいることは、当社グループがこれからも長

きにわたり成長していく上で欠かせない強みの一つです。

　長期ビジョンで掲げる「森林」「木材」「建築」の各分野に

おける取り組みは、既存の事業セグメント間を横断するも

のも多く、これまでの枠組みや考え方にとらわれないアイ

デアや行動にもとづくイノベーションが必要です。誠実さ

に加えて、自己研鑽に励み、目標達成にこだわる姿勢やチャ

レンジ精神を備え、既存事業の変革を進め、新規ビジネス

を「形にするちから」を持てる人財を継続的に育成していく

ことが、未来を見据えた上での課題でもあります。

　このような背景のもと、当社グループは「事業の変革と

創造を担う人財の確保・育成」「社員のパフォーマンスを最

大化する仕組みと自由闊達な企業風土」「健康経営の推進」

を3つの柱とする人財戦略を定めました。同時に、2024

年から優秀な人財を早期に抜擢できるようにするなど、組

織の総合力を最大限に発揮することを目指した新人事・評

価制度も導入しました。

　かつての組織は、一人のリーダーの掛け声の下で全員

が一丸となって進むことが、効率的にも良しとされていま

したが、現在のように多様な価値観が混在し、正解が分か

らない時代においては、私は、全体としては同じ方向性 

を持ちながらも、日々の動きの中で一人ひとりが判断し 

行動できる組織を作っていくことも非常に大切だと考えて

います。

　当社は2024年4月にDEI（ダイバーシティ・エクイティ・

インクルージョン）の意義を明確化した「住友林業グループ

DEI宣言」を制定しました。当社はすでに行動指針におい

て多様性の尊重や新たな視点による仕事の創造などを掲

げていますが、DEI宣言を制定することで、社員一人ひとり

が自分事として「あらゆる人が尊重され、公平な環境のも

と、組織社会において受け入れられている」職場環境を整

えていくことができる集団を目指していきたいと思います。

　人財戦略の制定、新人事評価制度の導入、そしてDEI宣

言といった当社ならではの人的資本経営を推し進めること

で、住友林業グループ全体の経営基盤を一層強固なもの

にし、持続的成長を図っていきます。

 人財戦略　　　P.62

ステークホルダーとの対話を通じた企業価値向上

　当社は2023年第2四半期決算資料において「資本コス

トや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を取りまと

め、開示しました。開示後は、株主や投資家からの反響も

多く、資本コストや資本政策に関する対話が増えたことに

加えて、2024年2月には東京証券取引所が、投資家が評

価するPBR向上の取り組みの好事例の一つとして当社を

取り上げたこともあり、新規の投資家からIRミーティング

の申し込みが入るケースも出てきています。

　私は、企業価値向上には株主や投資家をはじめとしたさ

まざまなステークホルダーとの対話が必要不可欠だと考

えており、社長就任以降、IR活動も積極的に進めてきまし

た。就任当時は海外投資家とのIRミーティングでは通訳

者を介して対話していましたが、海外駐在を含むそれまで

の長い仕事上の経験を通して自らの言葉で直接対話する

ことの大切さを身をもって実感してきたこともあり、全て

英語での対話に切り替えました。投資家との信頼関係も

構築でき、幸いにもIRミーティング後に当社株式を取得し

ていただくケースも出てくるようになりました。

　PBRも2023年の初めは0.7倍程度でしたが、足元では

1.0倍を超える水準が続き、2024年5月には1.5倍まで上

昇しました。将来の持続的な成長シナリオと実績を示すこ

とで、当社のPBRは現状水準を超えて、さらなる高みを目

指していけるポテンシャルが十分にあると見ています。力

強い成長が期待できる米国や豪州、ASEAN市場をはじめ

とした海外事業で利益を安定的に創出し続けること、また

国内事業の競争力を高め、収益性を改善しながら、脱炭

素社会への貢献を具現化していくことは、企業としての責

任として認識しております。そして、それらを裏付ける財

務資本戦略を明瞭に示し、株主・投資家からもご意見をい

ただいている株主還元方針についてはより分かりやすい

内容にしていくこと、これらが我々に求められていること

だと考えています。今後ともステークホルダーの皆様と

企業価値向上に向けて歩みをともにしていければと思い

ます。
ステークホルダーエンゲージメント　　　P.68

揺るぎのない「住友の事業精神」。ブレずに成長を追求

　長きに及んだ新型コロナウイルス感染症の脅威が去った

一方で、世界情勢に目を向けると、ロシアによるウクライ

ナへの軍事侵攻は泥沼化し、ハマス・イスラエル紛争の長

期化、台湾海峡の緊張など、世界の地政学的リスクが高

まっています。主要先進国で長期化していたインフレ鎮静

化のための金融引き締めは、利下げをうかがう動きに変わ

り、日本においては日銀のマイナス金利政策が解除される

など、大きな転換点を迎えています。

　当社は1691年の創業以来、「自利利他公私一如」の考

えのもとで、自社のみならず社会全体への価値提供を目指

してきました。このような変化の激しい時代だからこそ、公

正、信用を重んじ、確実を旨とし浮利に趨
はし

らず、という「住

友の事業精神」を軸に、さらなる成長を追求していくこと

が重要だと改めて認識しています。住友林業グループは

社員一丸となり、「Mission TREEING 2030」達成に向け

積極的にDX、SX（サステナビリティトランスフォーメーショ

ン）を推し進め、国内外の多くのビジネスパートナー、ス

テークホルダーとともに、持続可能で豊かな社会づくりに

貢献してまいります。
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9つの重要課題と中期経営計画サステナビリティ編　　　P.52

地球環境への価値 人と社会への価値 市場経済への価値

〜地球を、快適な住まいとして受け継いでいくために〜

私たちは、地球環境、人々の暮らしや社会、市場や経済活動に価値を提供することで、将来世代を含むあらゆる
人々やすべての生き物に、地球が快適な住まいとして受け継がれていくことを目指します。これまでも強みと
してきた「森」と「木」の価値を活かし、深め、新たな未来の力へと変えていきます。

　2050年の脱炭素社会実現を見据え、住友林業グループ

が目指すべき姿を具体的な事業構想に落とし込んだもの

が、長期ビジョン「Mission TREEING 2030」です。達成

へのコミットメントを高めるため、長期ビジョンの目標年度

は国連サミットで定められたSDGs（持続可能な開発目標）

と同じ2030年としています。また、グループの生み出す

価値を「地球環境への価値」「人と社会への価値」「市場経

済への価値」に整理し、それぞれに紐づける形で9つの重

要課題を特定しました。

　将来の成長と脱炭素化への貢献に向けた基盤を作るた

めの第一段階として、現在、2024年度を最終年度とする

3年間の中期経営計画「Mission TREEING 2030 Phase 

1」（   P.41）に取り組んでいます。「地球環境への価値」「人

と社会への価値」「市場経済への価値」の3つの価値のい

ずれも損なうことなく、それぞれの価値を同時に高めるこ

とにより、長期ビジョンの達成を目指していきます。

森林経営による「森」と 
「木」の価値向上     

「森」と「木」を活かした
カーボンニュートラル 
の実現

    

「森」と「木」を活かした
サーキュラーバイオ 
エコノミーの実現

    

1

2

3

「森」と「木」の 
新たな市場の創出     

DX・イノベーション 
による市場の変革     

強靭な事業体制の 
構築     

7

8

9

広く社会に快適で 
ぬくもりある空間 
の提供

    

事業を営む地域の
人々の暮らしの向上     

働く人が活き活き 
できる環境づくり     

4

5

6

地球環境への価値 人と社会への価値 市場経済への価値

9つの重要課題と関連するSDGs

「Mission TREEING 2030」達成に向けた事業方針 業績目標

2030年 経常利益目標

2,500億円

1 2

3 4

森と木の価値を最大限に活かした脱炭素化と
サーキュラーバイオエコノミーの確立 グローバル展開の進化

変革と新たな価値創造への挑戦 成長に向けた事業基盤の改革

「ウッドサイクル」を回し脱炭素社会実現へ

構想 循環型森林ビジネスの加速
森林ファンドを組成し、アジアを中心
に世界中で森林や泥炭地を保護・拡大
することで森林面積を拡大。他企業と
社会のカーボンオフセットに貢献。

ウッドチェンジの推進
木材コンビナートの設立による国内の
林業・木材製造の効率化と、木材由来
素材への代替による炭素固定量の増
大に貢献。

脱炭素設計のスタンダード化
ZEH、ZEB、LCCM住宅、ネットゼロ
カーボンビルの普及と脱炭素設計

（One Click LCA※1×EPD※2）の確立
で、他社・他者の脱炭素化に貢献。

価値
提供先 CO2吸収価値を求める新たな顧客 サプライチェーン上の取引先 建築主（一般消費者、企業）

脱炭素貢献 CO2吸収 CO2削減（スコープ3－カテゴリー1） CO2削減（スコープ3－カテゴリー11）

2024年 
投資額※3

2024年まで
森林ファンド関連投資額

120億円

2024年まで
木材コンビナート投資額

200億円

2024年まで
海外木造非住宅投資額

300億円

2030年 
達成目標

森林保有・管理面積

50万ha

木材コンビナート国産材使用量

100万m3/年

年間住宅供給戸数

5万戸（国内外）

※1 建物を建てるときのCO2排出量を見える化するソフト。当社は、日本単独代理店契約を締結。
※2 定量的環境データを第三者機関が評価・認証した環境ラベル。
※3 2022年2月14日時点の期初計画、2022年12月期～2024年12月期の合計の投資額。

森林 木材 建築

住友林業のウッド・ソリューション

　当社グループの特長は、再生可能な自然資本である「木」

を軸とした川上から川下までのバリューチェーンである「ウッ

ドサイクル」を回す事業活動にあります。「森林」分野での

「循環型森林ビジネスの加速」、「木材」分野における「ウッ

ドチェンジの推進」、そして「建築」分野での「脱炭素設計

のスタンダード化」の3つを事業の柱として、森林経営か

ら木材・建材の調達・製造、木造建築、木質バイオマス発

電まで、脱炭素社会の実現につながるこれらすべての事

業を展開し、独自のウッド・ソリューションを国内外で提供

していきます。

価値創造プロセス　　　P.34

再エネ
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住友林業グループは、事業活動に伴う温室効果ガス排出量削減および森林によるCO2吸収量増加、木材利用
拡大による炭素固定促進、そして木造建築による長期間の炭素固定を通じて、社会全体の脱炭素化に取り組ん
でいます。

住友林業グループの
炭素固定量のポテンシャル

保有・管理する森林および現在建っている木造建
築物等のHWPによる炭素固定量

（2023年12月時点）

森林・木材・建築の各分野における指標とデータ※1

※1 データの集計期間は2023年1月～12月。

森林

建築

ウッドチェンジの推進

循環型森林ビジネスの加速

脱炭素設計のスタンダード化

※6  海外住宅および製造工場でのHWPの固
定量は、国内住宅を参考に東京農工大学
の協力のもとに計算。

※3  森林の炭素固定量の計算式：立木材積量
×容積密度×バイオマス拡大係数×（1＋
地上部に対する地下部の比率）×炭素含
有率（樹種毎にそれぞれ固有の数値を 
使用）。

森林の炭素固定量

6,574.4万t※3

海外 木材製品蓄積

1,511.7万t※6

国内

1,383.7万t

海外

5,190.7万t

森林による炭素固定

木材製品による炭素固定

※9   国内住宅のHWPの現存炭素固定量は、
東京農工大学と共同で、住宅の着工戸
数、オーナー数、床面積当たりの木材使
用量から住宅の炭素蓄積量およびその
変化量を計算。

国内 住宅蓄積

772.6万t※9

海外 住宅蓄積

245.7万t※6

住宅による炭素固定

国内で保有する森林（社有林）面積

約4.8万ha

海外で保有・管理する森林面積

約23.8万ha

年間国内社有林伐採面積の割合

1%未満

国内外再造林実施率

100%

年間植林本数
国内 海外

37万本 922万本

年間苗木生産本数
国内 コンテナ苗木

約190万本体制

海外 苗木生産

約989万本

生物多様性に配慮した持続可能な 
森林経営を行っている国内森林の割合

100%

森林認証の取得率※2

国内 海外

100% 95.8%
※2 施業エリア（植林済エリア）における森林認証の取得率。

輸入木材製品仕入先における 
サステナビリティ調達調査実施率※4

100%

製造工場での廃棄物のリサイクル率
国内 海外

99.6% 95.7%

木材および木材製品の取扱量

8,050千m3

木質バイオマス発電における電力供給量 
（世帯数換算値）※5

40.4万世帯

国内新築戸建注文住宅における 
ZEH比率（受注ベース）※7

79.7%

 国内新築戸建注文住宅における 
長期優良住宅認定取得率※8

95.9%

住宅解体現場における廃棄物リサイクル率

96.6%

累計住宅引渡数
国内 海外

約35万棟 約11万戸

※4  当社の木材調達委員会による当該年度の木材調達デューディリジェンス対象サプライヤー数におけるサステナビリティ調達調
査実施サプライヤー数の占める割合。

※5  国内6か所の木質バイオマス発電所の電力供給量の合計。なお、持分比率で換算する場合は、23.3万世帯。

※7  ZEH、Nearly ZEH、ZEH Orientedを含む値。
※8  専用住宅かつ該当床面積以上に制限。

●  国産材のカスケード利用を前提とした木材コンビナートの設立　　P.37
●  木材・建材の調達から製品製造・流通までのグローバルネットワーク
●  伐採木材製品（HWP：Harvested Wood Products）の取扱量・製造量を増

やし炭素固定量の増進を図る

第1弾として2023年11月、福島県いわき市に住友林業と他2社共同で、国産ス
ギを中心に製材や木材加工品を製造する（株）木

こ
環
わ

の杜
もり

を設立。2026年3月に
新設工場の稼働を目指す。

主な取り組み

木材コンビナートの
進捗状況

●  米国、豪州、英国で中大規模木造建築プロジェクトに参画
●  ZEH、ZEB、LCCM住宅、ネットゼロカーボンビルの普及によるオペレーショ

ナルカーボンの削減　　P.38
●  CO2排出量可視化ソフト「One Click LCA」の日本単独代理店となり、事業

者のCO2排出量削減をサポート
●  木材・建材メーカー向けに環境認証ラベルEPD取得推進事業を開始

2023年10月、豪州メルボルンで15階建て一部RC造の木造オフィスビルが竣
工。2024年中に米国、英国でもそれぞれ木造オフィスビルが竣工予定。

主な取り組み

中大規模木造建築
の進捗状況

● 森林ファンドの組成　　P.36
●  インドネシアでのマングローブ林保全事業
●  熱帯泥炭地を適切に管理するためのコンサルティングサービス
●  豪州で植林および炭素クレジット創出事業へ進出

2023年6月に米国で第1号森林ファンド「Eastwood Climate Smart Forestry  
Fund I」を組成、運用を開始し、これまでに計112,580エーカー（約45,600ha）
の森林資産を取得。日本および東南アジアでの2号ファンドの組成も検討中。

主な取り組み

森林ファンドの
進捗状況

再エネ

木材
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当社グループは、建築・不動産事業のうち海外の事業が業績を牽引し、拡大と成長を続けています。海外事業
の中心である米国では、FITP事業への本格参入、巨大市場であるフロリダ州への進出、不動産開発事業の拡
大などを進めており、これらの取り組みを通じて、さらなる成長を目指しています。

　米国では2008年のリーマンショック以降、新築住宅着工戸数が低迷した時期が続き、供給が不足しています。また、現在の中古
住宅在庫数は100万戸程度の低水準であること、住宅ローン金利は短期間では大幅に低下しないことから、ロックイン効果※2は早
期には解消されないと考えられます。加えて、人口が多い年代の層が住宅購入年齢に達したことで構造的な住宅供給不足が継続し
ており、その不足数は400万戸から600万戸ともいわれています。市況の波はありながらも、今後も底堅い需要環境が続くとみら
れます。
※2 低金利から高金利への借り換えとなる状況下において、中古住宅の売却を控えようとすること。

  FITP事業の推進

労働者不足解消や施工合理化、コストダウンを実現
　米国の住宅業界では、職人不足や人件費上昇による 

コストアップ、工期長期化などが構造的な問題となってい

ます。当社グループはこれらの課題への対策として、壁パ

ネル・床・屋根トラス設計から、製造、配送、施工までを一

貫して 提 供 す る FITP（Fully Integrated Turn key 

Provider）事業を推進しています。2022年9月、ワシント

ンD.C.近郊にあるパネル、トラスなどのコンポーネント製

造会社を買収。さらに同年12月にはノースカロライナ州

において、新規コンポーネント製造工場を着工するなど、

戸建住宅事業および不動産開発事業の展開エリアにおい

て、FITP事業を順次拡大しています。

　FITP事業の推進により、米国住宅業界が抱える将来的

な労働者不足問題の解決に努め、長期ビジョン目標の年間

販売戸数23,000戸達成に向けた安定的な資材供給と工

期短縮、品質の向上を確立します。施工プロセス全体の合

理化を進めるとともに、施工時の安全性も向上させていき

ます。

2030年
目標

年間住宅供給戸数

日本 10,000戸 
米国 23,000戸 
豪州 5,500戸 
その他※1 11,500戸

2021年12月期 
（長期ビジョン策定時点） 2.7万戸 5万戸 ※1  米国、豪州、欧州、アジアの不動産

開発における集合住宅･戸建賃貸
等の合計、JV形式を含む。
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新築住宅着工戸数 中古住宅在庫数･販売件数

米国FITP事業拠点・エリア

FITP事業の工程の流れ

■ 当社戸建住宅事業および不動産開発事業展開エリア
● 2023年12月末時点稼働済み工場

ノースカロライナ州　新工場

フィードバック（効率性アップ・コストダウン）

製材工場・ 
ベンダー

木材調達 パネル・ 
トラス設計

パネル・ 
トラス製造

邸別配送 施工 ビルダー引渡し

米国戸建住宅事業の市場環境

コンポーネント製造会社 施工会社 住宅会社

1特 集

成長戦略

FITP事業

中古住宅 
在庫数は低水準

（400万戸→100万戸）

慢性的な
住宅供給不足

（400万-600万戸）

■ 中古住宅在庫数（右軸）　　     中古住宅販売件数（左軸）出所：U.S. Census Bureau

出所：U.S. Census Bureau
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成長戦略

  米国集合住宅開発会社JPI社を子会社化

米国の不動産開発事業拡大と 
安定した収益ポートフォリオ構築
　2023年11月、米国で集合住宅の開発事業を行うJPI社

を連結子会社化しました。同社は集合住宅の開発に特化し

た事業を手掛けています。設計・施工機能を自社内に有し

ていることから、コスト・品質管理に加え、幅広い価格レン

ジへの対応が可能で、機能性・デザイン性を両立した集合

住宅開発に強みを有しています。JPI社がグループに加わ

り、当社グループの米国における集合住宅の着工戸数は

2022年実績で8,000戸を超えて全米6位相当※2となりま

した。
※2  当社グループ3社(Crescent社、JPI社、SFA MF社)合計の2022年着工実績

8,118戸。全米集合住宅事業者ランキングNMHC2023において6位に相当。

  成長に向けた取り組み

　JPI社のグループ化により、いずれも巨大市場であるテ

キサス州とカリフォルニア州南部などに、事業エリアが拡

大しています。引き続き足元の金利動向や市場の状況を

注視しながら、中長期的視点で優良な案件を厳選し、事業

化を進めていきます。

米国不動産開発事業 
における建設着工済 
プロジェクト件数の 
推移(各期末時点)

（件数）

23/12

22/12

21/12

20/12 21 8

27 114

33 165

62 5 19

0 20 40 60 80 100

米国不動産開発 
事業の展開エリア

リーシング 
動向

売買動向

賃貸住宅

●  稼働率・賃料ともに堅調に推移
●  サンベルトエリアを中心とした雇用成長の堅調なエリアで

は、リーシングは堅調に推移

●  金利上昇に伴い取引件数は低水準で推移したものの、2023年第2四半期より中小規模案件を中心に売却価格が回復傾向

商業施設

●  オフィスの需要は賃貸住宅と比較して引き続き軟調
●  サンベルトエリアにおける雇用は継続して上昇。物流施

設やライフサイエンス施設の需要は堅調

　金利高騰とオフィス需要の低下により不動産開発市場は厳しい状況が続いています。
　そのような中、当社が事業展開しているサンベルトエリア※1では堅調な雇用環境が継続しており、賃貸住宅のリーシングは稼働
率・賃料ともに堅調に推移しています。

※1  米国南部のカリフォルニア州からノースカロライナ州に至る、北緯37度線以南の温暖な地域。

米国不動産開発事業の市場環境

■ 集合住宅
■ 戸建賃貸住宅
■ 商業複合施設

■■ Crescent社
■■ JPI社
■■ SFA MF社

1特 集

  フロリダ州での事業基盤強化

全米2位の市場で事業基盤強化 年間5,000戸体制へ
　当社は2022年に、戸建分譲住宅事業を展開する

Brightland Homes 社を通じて戸建賃貸住宅の開発・ 

管理事業を手掛けるSouthern Impression Homes社

の持分を取得し、フロリダ州へ進出しました。

　また、同じく戸建分譲住宅事業を展開するDRB 社が

2023年にオーランド支店を設立したほか、2024年3月に

はDRB社を通じて同州タンパ地区を中心に戸建分譲住宅

事業を展開するBiscayne Homes社の事業を譲受するな

ど、全米第2位の戸建着工許可件数を誇る同州での事業拡

大に注力しています。今後もオーガニックグロースととも

に新規M＆Aも視野に入れ、同州での供給戸数を、現在の

年間約700戸から年間5,000戸まで拡大させます。

  成長に向けた取り組み

　長期ビジョンで掲げる米国での販売戸数23,000戸の実

現に向けて、事業インフラの整備に取り組みます。まず、

巨大市場である米国フロリダ州では、各都市圏においてグ

ループ各社が情報を共有しながら用地確保を進め、引渡戸

数のさらなる増加を推進します。高い需要が見込まれるエ

リアを中心に展開エリアを拡大しつつ、アフォーダビリティ

の高い住宅や戸建賃貸など、さまざまな顧客ニーズへの

対応を強化します。FITP事業を通じて施工合理化と工期

短縮、建物原価の抑制を実現し、資金効率と収益性に留意

した事業運営を行いながら、厳選した土地取得、資産のオ

フバランス化などにより、財務健全性の維持も図ります。

また、省エネ機能を高めた商品の開発など、環境性能の向

上にも取り組んでいきます。

Biscayne Homes社の事業譲受

　2024年3月に事業を譲受したBiscayne Homes社は、
戸建住宅およびタウンホームの施工・販売を手掛け、フロ
リダ州大手の宅地開発デベロッパーと良好な関係を構築
し、潤沢な宅地パイプラインを保有しています。同社の
事業と宅地パイプラインを、新設するDRB社のタンパ支
店として引き継ぎ、DRB社が持つ施工・販売機能、資材
調達機能などを活かして、同エリアでの事業基盤を強化
していきます。

Biscayne Homes社のコミュニティにおいて
は、大型プールのラグーンに力を入れている。

Biscayne Homes社が供給している住宅の
外観事例。

高いポテンシャルを持つ米国フロリダ州の住宅市場

GDP

全米4位
（1.4兆米ドル）

戸建着工許可件数

全米2位
（13万4,000戸）

人口

全米3位
（2,200万人）

人口増加率

全米1位
（年間増加率1.9%）

※ 2022年実績。
※ 人口増加率は2021年7月1日～2022年7月1日の実績。
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グローバル展開の進化



当社グループでは2030年の長期ビジョン実現に向けて、行動指針の一つである「多様性を尊重し、自由闊達な企
業風土をつくります」の考え方に基づき、多様な人財が持つ多様な能力や価値観を新たな挑戦や成長につなげる
ため、3つの柱を基本方針とした人財戦略を定めました。同時に、組織風土改革を目指しDEIにも取り組みます。

　長期ビジョン「Mission TREEING 2030」で掲げる「森林」「木材」「建築」の分野での将来の成長と脱炭素化へ
の貢献に向けた基盤を作るためには、さらなるグローバル化の推進や新たな事業領域への挑戦、そして既存事業の
変革が不可欠です。当社グループは、これらを「形にするちから」を有する人財の継続的な確保・育成を図るととも
に、従業員エンゲージメント向上を実現するため、「事業の変革と創造を担う人財の確保・育成」「社員のパフォーマ
ンスを最大化する仕組みと自由闊達な企業風土」「健康経営の推進」を3つの柱とする人財戦略を定めました。
　あわせて、2024年4月にはDEI（ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン）の意義を明確化した「住友林業
グループDEI宣言」を制定しました。同宣言に基づきDEIを推進することにより、画一的な考えから脱却し、イノ
ベーションを生み出しやすい組織風土の醸成、個々の事情に応じた柔軟な働き方を実現する環境整備と風土の醸
成、心理的安全性が確保され、全員が持てる力を発揮できる職場環境の実現を目指します。3つの柱に基づく人財
戦略と各種施策の推進で相乗効果を生み出し、それをもとに、より強固な事業基盤の構築を重ねていくことで、長
期ビジョンが実現できると考えています。

2特 集

  DEI推進

　事業を持続的に成長させていくためには、関わる人々が

活き活きできる環境づくりが重要です。人種・宗教・民族・

国籍・ジェンダーなどの多様性を受け入れ、差別なく人権

を尊重することが、公正な職場環境の礎となります。

　2024年4月「住友林業グループDEI宣言」を制定し、当

社グループにおけるDEIの言葉と意義、目的を明確化する

とともに、DEI の推進を改めて宣言しました。各種施策を

強化し、社員一人ひとりの持つ多様な能力や価値観を、新

たな挑戦や成長に活かすDEIの推進を加速していきます。「Mission TREEING 2030」
達成に向けた事業方針

森と木の価値を最大限に活かした脱炭素化と
サーキュラーバイオエコノミーの確立1 グローバル展開の進化2

変革と新たな価値創造への挑戦3 成長に向けた事業基盤の改革4

人財戦略

事業の変革と創造を担う人財の確保・育成

健康経営の推進 社員のパフォーマンスを最大化する仕組みと
自由闊達な企業風土

ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョンの詳細については、当社ウェブサイトをご覧ください。
h t t p s ://sfc.jp/information/sustainability/social/employment/

〜地球を、快適な住まいとして受け継いでいくために〜

人財戦略の柱 課題 施策

2030年 経常利益目標 2,500億円

事業の変革と 
創造を担う 

人財の確保・育成

健康経営の推進

社員のパフォーマンスを
最大化する仕組みと
自由闊達な企業風土

●  事業の多角化に対応する専門人財
やグローバル人財の獲得

●  社員の多様な可能性と意欲を引き
出し、戦略を共創できるマネジメン
ト層の育成

●  業務改善・事業変革・事業創出能
力を持った社員の育成

●  社員の健康保持・増進による生産
性の向上と組織の活性化

●  すべての社員が活き活きと働き、
社員の主体性を引き出し、多様な
能力や価値観を活かすための心理
的安全性が担保された自由闊達な
組織風土づくり

●  社員のキャリア志向を尊重し幅広
く活躍できるような配置転換の仕
組みとリスキリングのサポート

●  専門人財の採用に対応した制度の導入
●  海外留学生の採用強化によるグローバル人財の確保
●  スキルマップと１on１ミーティングを通じた人財育成
●  社員一人ひとりの能力を引き出すマネジメントスキル研修を全管

理職を対象に実施
●  事業創出に向けた戦略策定に必要なビジネススキル習得のための

各種研修参加、異業種交流研修への派遣
●  次世代経営者選抜と育成を目的とした計画的なアサインメント

●  健康診断・ストレスチェックの結果を活用した高リスク者や部署へ
の改善指導

●  健康保持・増進のためのきっかけ、機会づくり
●  ヘルスリテラシー向上のための教育
●  保健師や臨床心理士による定期的な情報提供および各拠点衛生

担当者との連携強化

●  職種別・勤務エリア別の新卒・キャリア採用
●  デュアル・キャリア・ラダー（管理職と専門職両方のキャリアを用意

する方式）による本人の志向を踏まえたキャリアアップの仕組みの
整備

●  社員個々のスキル・行動評価に基づくタレントマネジメントの実施
●  国内グループの統合人事基幹システムの構築
●  グループ各社の人財ニーズと社員が保有するスキルに応じた 

リスキリング
●  DEI（ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン）の理解浸透 

ならびに意識改革
●  組織の特性にあわせた風土改革プロジェクトの実施
●  マネジメント層を対象にした心理的安全性研修の実施

人財戦略の課題と施策

eラーニング
実施

今後のDEI推進施策

DEIフォーラム
開催

ロールモデル
紹介

社内コミュニティ
構築 ポスター配布

DEI推進ガイド
マップ配布

代表取締役 執行役員副社長
川田 辰己
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長期ビジョンを実現する人財 〜成長に向けた事業基盤の改革〜

https://sfc.jp/information/sustainability/social/employment/career-support.html


メガトレンド ■�気候変動・生物多様性保全　　■�資源・エネルギー問題　　■�価値観・ライフスタイル　　■�人口動態・世帯動向　　　　　　　　　■�地方創生　　■�人権の尊重　　■�グローバル化の潮流　　■�政治・経済情勢　　■�デジタライゼーションの進展

9つの重要課題戦略住友林業にとってのリスク 住友林業にとっての機会

●  自然災害甚大化による森林の価値劣化およ
び「森」・「木」を活用する産業への異業種参
入による競争激化

●  「森」・「木」の価値最大化による競争源泉の
強化と事業機会の拡大

●  気候変動対応を求めるステークホルダーの
要請・圧力の増大

●  「森」・「木」の活用による、カーボンニュート
ラルに資する事業機会の創出・拡大

●  持続不可能な資源の利用・廃棄による環境
負荷の増大と自然資本の毀損

●  自然のサイクルで再生可能な「木」の特性
を活かした事業機会の拡大

●  人口動態の変化や消費者ニーズの縮小 ●  社会の変化に伴って多様化する住まいや暮
らしのニーズを捉えた事業機会の拡大

●  コミュニティに負の影響を与えることによる
事業展開への障害

●  コミュニティとの共存による、コミュニティ
と自社の共栄

●  労働災害の発生、従業員満足度・生産性の
低下

●  働く人々の活力の向上やダイバーシティ・エ
クイティ・インクルージョンの推進による、生
産性向上とイノベーションの創出

●  拡大市場への対応の遅れによる事業機会の
損失

●  海外住宅市場拡大や、「森」と「木」を活用し
た新たな事業機会の創出

●  技術革新による既存事業価値の破壊 ●  DX・イノベーションによる自社・市場全体の
生産性向上と顧客体験における革新的な価
値創出

●  自然災害や感染症、金融危機などの不測の
事態による事業活動への影響の深甚化

●  強靭な事業・体制構築による経済の持続的
な成長への寄与

地球環境への価値

森林経営による「森」と「木」の価値向上

「森」と「木」を活かした 
カーボンニュートラルの実現

「森」と「木」を活かした 
サーキュラーバイオエコノミーの実現

人と社会への価値

広く社会に快適でぬくもりある空間の提供

事業を営む地域の人々の暮らしの向上

働く人が活き活きできる環境づくり

市場経済への価値

「森」と「木」の新たな市場の創出

DX・イノベーションによる市場の変革

強靭な事業体制の構築

1

2

3

4

5

6

7

8

9

長期ビジョン　事業方針

中期経営計画　基本方針

1 森と木の価値を最大限に活かした脱炭素化と 
サーキュラーバイオエコノミーの確立

3 変革と新たな価値創造への挑戦

2 グローバル展開の進化

4 成長に向けた事業基盤の改革

 

木材資源の活用による脱炭素化への挑戦
・  森林のCO2吸収源としての価値を訴求した国内外での新たな事業

の展開
・  国産材の競争力強化に向けた施策の推進
・  中大規模木造建築事業の拡大

 
収益基盤の強靭化の推進

・  住宅事業および木材建材事業の収益力の回復、並びに将来の市場
変化を見据えた変革の推進

・資産効率の向上

 

グローバル展開の加速
・  米国および豪州における住宅・不動産事業の拡大、アジアにおける

収益基盤の確立

 

持続的成長に向けた経営基盤の強化
・  デジタル化の推進
・  人財の確保および育成の強化、社員のエンゲージメントの向上
・  リスクマネジメントの強化

 

事業とESGの更なる一体化
・  RE100／SBT（Science Based Targets）の達成に向けた施策の

着実な実行

1

2

3

4

5

9
つ
の
重
要
課
題
の
背
景
に
あ
る
リ
ス
ク
・
機
会
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● 価値創造実践

経営環境分析



森林

住友林業グループは、公正、信用を重視し
社会を利するという「住友の事業精神」に基づき、
人と地球環境にやさしい「木」を活かし、
人々の生活に関するあらゆるサービスを通じて、
持続可能で豊かな社会の実現に貢献します。

経営理念

（2023年12月期）

（2023年12月期）

（2023年12月期）

地球環境への価値

●  森林の炭素固定量：6,574.4万t※4

●  HWP※5の現存炭素固定量： 
2,530.0万t

●  輸入木材製品仕入先におけるサステナビリティ調達調査
実施率：100%（木材建材事業）

●  サプライチェーンにおける 
サステナビリティ調達調査実施率： 
97.0%（住宅事業）

●  流通事業における持続可能な木材および木材製品の取扱
比率：100%（木材建材事業） 

●  戸建住宅の主要構造材における持続可能木材使用率：
100%（住宅事業）

●  ZEH比率（受注ベース）：79.7%（住宅事業）

人と社会への価値

●  社員満足度： 76.3%（単体） 
59.3%（国内子会社）

●  女性従業員比率： 
23.8%（単体）　36.1%（国内子会社）

●  育児休業取得率※6（男性）： 
70.0%（単体）　28.0%（国内子会社）

●  育児休業取得率※6（女性）： 
81.4%（単体）　96.8%（国内子会社）

●  長期優良住宅認定取得率※7：95.9%

●  入居時アンケート（単体NPS値※8）：53.5pt

市場経済への価値

● 1株あたり年間配当金額：125円
●  TSR（年率）： 過去1年85.5% 

過去10年14.6%

※4  森林の炭素固定量の計算式： 
立木材積量×容積密度×バイオマス拡大係数×（1＋地上部に対する地下部
の比率）×炭素含有率（樹種毎にそれぞれ固有の数値を使用）。

※5  HWP（Harvested Wood Products）：伐採木材製品。
※6  育児休業取得率=当該年度に育児休業を開始した人数／当該年度に子ど

もが生まれた人数。
※7  専用住宅かつ該当床面積以上に制限。
※8  NPS（ネットプロモータースコア）。顧客ロイヤルティー（企業やブランド

に対する「信頼」や「価値」の度合い）を測る指標。

P.24

P.62

P.43国内

約4.8万ha
流通

5,152千m3
日本

9,295戸
豪州

3,402戸
海外

約23.8万ha
製造

1,658千m3
米国

10,221戸
その他※2

1,501戸

木材および木材製品の取扱量森林保有・管理面積 年間住宅供給戸数

セグメント別構成比※3

木材 建築
建築・不動産事業住宅事業木材建材事業

売上高　1兆7,332億円 経常利益　1,594億円

7%
1%2% 0%1%

21%

71%

13%

30%54%

■ 木材建材　■ 住宅　
■ 建築・不動産　■ 資源環境　
■ その他 ※3  セグメント別構成比の算出にあたり、

グループ間取引などの調整額（売上
高△359億円、経常利益＋2億円）は
除いています。

（2023年12月末時点） （2023年12月期） （2023年12月期）

資源環境事業

「ウッドサイクル」とは
　森林経営から木材建材の製造・流通、木造建築、木質
バイオマス発電まで、住友林業グループが提供する「木」
を軸にした川上から川下までのバリューチェーンのこと。

「森林」「木材」「建築」の3つの分野で脱炭素事業を推進
し、「ウッドサイクル」を回すことで、自社のみならず社会
全体のCO2吸収、炭素固定を促し、脱炭素社会実現へ
の貢献を目指している。

中期経営計画基本方針 1  木材資源の活用による脱炭素化へ
の挑戦

P.41

2  収益基盤の強靭化の推進
4  持続的成長に向けた経営基盤の強化

3  グローバル展開の加速
5  事業とESGの更なる一体化

事業活動

アウトプット

インプット

アウトカム

  　　自然資本
●  エネルギー投入量：10,302TJ
●  木材および木材製品の取扱量：8,050千m3

●  水使用量：2,916千m3

  　　製造資本
●  木質バイオマス発電所：6拠点（国内）
●  製造工場数（木材建材）： 4拠点（国内）、9拠点（海外）
●  FITP事業※1稼働済み工場数：5拠点（海外）

※1  パネル設計から、製造、配送、施工までを一貫して提供するFITP（Fully 
Integrated Turn key Provider）事業。

  　　人的資本
●  連結従業員数： 24,815名（うち海外11,315名）
●  社員一人当たりの研修費： 117千円（単体）、 

42千円（国内子会社）
●  1級建築士数：1,052名（単体）、406名（国内子会社）
●  2級建築士数：1,376名（単体）、1,484名（国内子会社）

  　　知的資本
●  研究開発費：2,878百万円

  　　社会関係資本
●  累計住宅引渡数： 約35万棟（国内）、約11万戸（海外）

  　　財務資本
●  株主資本：6,134億円
●  有利子負債：4,239億円
●  投融資：1,161億円

● 木材建材流通事業
● 製造事業

木材建材事業 P.90

● 森林事業
● 再生可能エネルギー事業

資源環境事業 P.98

米国
● 戸建住宅事業
● 不動産開発事業
● 中大規模木造建築事業
● FITP事業

豪州
● 戸建住宅事業
●  中大規模木造

建築事業
● 緑化事業

建築・不動産事業 P.94

● 戸建注文住宅事業
● 賃貸住宅事業
● まちづくり（分譲住宅）事業
● リフォーム事業
● 緑化事業

住宅事業 P.92

※2  米国、豪州、欧州、アジアの不動産開発における集合住宅・戸建住宅事業等の合計、JV形式を含む。
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● 価値創造実践

価値創造プロセス



住友林業グループは、森林経営から木材加工・流通、木造住宅の建築、バイオマス発電までの「木」を軸にした
バリューチェーン「ウッドサイクル」による事業活動を展開しています。木を植えて育林し、森林のCO2吸収量

森林 木材

　資源環境事業では、木を植え、育てて伐採し、再び木を植える
という「保続林業」の考え方に基づき、 国内約4.8万ha、海外約
23.8万haの植林地を保有・管理しています。森林は、生物多様
性や土砂災害防止などを目的とした保護林と、植林と伐採のサイ
クルを回す経済林に分けられます。当社グループは保護林と経
済林のゾーニングをしっかりと行った上で、経済林においては持
続可能な形で循環型森林経営を進めています。今後は、グロー
バル規模の森林ファンドを設立し、森林や泥炭地を保護・拡大す
るとともに、カーボンクレジット（排出枠）を配分する仕組みを構
築し、社会の脱炭素化に貢献していきます。また、（株）IHIとの
協業による「NeXT FORESTプロジェクト」で開発した革新的な
森林管理技術により、世界の環境課題に取り組んでいきます。

　木材建材事業は、木材や木材製品の調達から製造、供給にま
でわたります。独自の調達方針のもと、長年の流通事業の展開
で構築したグローバルネットワークを活かし、合法で持続可能な
木材・木材製品を安定的に調達し、流通させています。木材は
軽量かつ強度があり、劣化しにくく、断熱性に優れるなどの特性
を持つだけでなく、製品加工後も吸収した炭素を固定し続けるこ
とができます。また、鉄骨やコンクリートに比べると、製造時の
CO2排出量を格段に少なく抑えられます。木材・建材の取扱高
で国内No.1の当社は、こうした木材の持つさまざまな価値をよ
り社会に訴求していくとともに、木材コンビナートの設立を通し
てウッドチェンジを進め、伐採木材製品（HWP）の取扱量・製造
量拡大を通じて、社会全体の炭素固定量増進につなげます。

森林ファンド組成：脱炭素社会の実現に貢献
　当社グループのEastwood Forests, LLCは、2023年6月、日本企業10社の出資により、脱炭素に向けた大規模森林ファン
ド「Eastwood Climate Smart Forestry Fund I」を組成しました。本ファンドは、森林資産取引のマーケットが確立され、カー
ボンクレジット制度も先行している北米を中心に森林資産を取得し、適切な森林管理から生み出される木材の生産や、カーボン
クレジットの創出を行います。組成後の森林アセットの取得も順調に進んでおり、2024年2月時点で約45,600haの森林資産
を取得しました。住友林業グループと参画企業はファンドの仕組みを通じて、個々では実現できない面積・資産規模で森林を適
切に管理し、生物多様性の保全や森林が持つCO2吸収・固定機能を最大限に活用することで、脱炭素社会の実現に貢献します。

木材コンビナート設立：国産材の活用拡大を目指す
　木材コンビナートでは、すべての原木を余すことなく使い切るカスケード利用により、低級材や端材の価値の最大化を実現
します。当社グループでは戸建住宅・非住宅建築などの各分野で木材由来素材への代替を促して循環型ビジネスを構築し、森
林の価値向上と国産材の活用拡大を目指します。各エリアで事業パートナーと連携し、機能を相互補完することで「ウッドサイ
クル」を実現し、日本の木材自給率の向上と地域社会への貢献に寄与します。
　2022年2月、当社と鹿児島県志布志市は新工場建設に向けた立地基本協定を締結しました。輸出されている丸太を加工し、
住宅用だけではなく、非住宅向け建築物にも使用できる高強度の構造材を製造できる工場の建設を目指し、事業計画の策定
や設備の選定などを進めています。また、2023年11月に（株）木

こ
環
わ

の杜
もり

を設立し、福島県いわき四倉中核工業団地内に新工
場の新設を目指しています。（株）木環の杜は輸入材使用比率の高い住宅部材の国産材活用を積極的に進め、その比率を高
めていくことを狙いとしています。特に国産材比率が低いディメンション材の国産材化に取り組みます。

資源環境事業 木材建材事業　P.98 　P.90

を増やし、木材内部での炭素固定を促し、その木材を建築物や家具に使用して長期間にわたり炭素を固定する
ことで、自社のみならず社会全体のCO2吸収・固定に寄与していきます。

循環型森林ビジネスの加速 ウッドチェンジの推進

森林保有・管理面積

※ 森林ファンドにおけるメインエリアは、北米・東南アジア・オセアニアを想定。2030年までに保有・管理する森林面積を合計50万haにまで拡大。

2021年12月末時点
（長期ビジョン策定時点）

2030年目標

27.7万ha

50万ha

木材コンビナートの概要
植林

植林 木材コンビナート

家庭電力

国内市場

伐採・
搬出

伐採・
搬出

加工品 輸出用

燃料材

A／B材 製材用

工場電力
丸太置場 木質バイオマス発電所

製材工場

米国／中国向輸出材
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● 価値創造実践

価値創造プロセス解説



LCCM住宅：一般住宅より多くのCO2排出量削減を可能に
　当社のLCCM住宅は、木造であることで原料調達から
建設までのCO2排出量が少ない上、再生可能なバイオマ
ス燃料を乾燥工程に活用した国産材を構造躯体に採用し、
より多くのCO2排出量削減を可能にしています。また、
BF構法は間取り変更リフォームが容易な高い可変性が特
徴であり、建物の長寿命化によって、長期間にわたる炭素
固定に貢献します。

一般住宅
●  長く住まうほどCO2の排

出量が増加する

LCCM住宅
●  CO2排出分を省エネ・創エ

ネで年々マイナスにする
●  解体含めてもCO2収支を

0以下にする

建設

新築

改修

30年

改修

60年

解体

90年 居住年数

累
積

CO
2排

出
量 一般 

住宅

LCCM 
住宅

建築 建築

　住友林業グループでは、1975年に国内で戸建注文住宅事業
に参入して以来、長寿命で高品質な木造住宅を普及させ、良好
な住環境を提供しています。現在では、戸建注文住宅事業で培っ
た設計力・技術力を活かし、賃貸住宅・まちづくり（分譲住宅）、
緑化事業、リフォーム事業などの住生活に関する幅広い事業を
展開しています。当社グループでは、独自のBF構法とZEH(ネッ
ト・ゼロ・エネルギー・ハウス)、LCCM（ライフ・サイクル・カーボ
ン・マイナス）※1住宅およびZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビ
ル）などの普及を推進することで、暮らすときのCO2排出量削減
を実現し、社会の脱炭素化に貢献します。今後も環境配慮型住
宅の販売拡大、脱炭素設計のスタンダード化推進を通じて、持
続可能な社会の実現に貢献していきます。
※1  建設時、居住時、解体時の省CO2および再生可能エネルギー創出により、建設時も含め建

物のライフサイクル全体でのCO2収支をマイナスにする住宅のこと。

　住友林業グループは、2003年に米国での住宅事業を開始し
て以来、有望な成長マーケットへの新規参入を積極的に進めて
きました。現在は豪州・アジア地域などでも住宅・建築・不動産
事業を展開しています。各地の文化や風土に合った建築を大切
にし、豪州ではゼロ・エミッション・ハウス※4の開発、インドネシ
アでは太陽光パネル標準搭載の戸建分譲住宅の提供など、海外
における環境配慮型住宅の開発にも取り組んでいます。また、
木造建築は木材が吸収した炭素を長期間固定することから、注
目が高まっている中大規模木造建築を国内外で展開しています。
グローバルに良質な木造建築を広く普及させることで、脱炭素
社会の実現に貢献しています。
※4 従来の住宅に比べ70％以上の省エネ効果が期待できる環境配慮型住宅。

脱炭素設計のスタンダード化：建設業界全体のCO2排出量削減を支援
　2021年の世界のエネルギーベースCO2排出量は363億t※5で、そのうち37%を建設セクターが占めており、建設分野の
脱炭素化は世界の最重要課題です。当社グループはまずZEHやZEBの普及拡大により、建築分野の70％を占める、暮らす
ときに発生するCO2排出量の削減を推進します。また、新興国の経済発展などに伴って2060年には世界の建築面積が2倍に
なるとも予測されるため、LCCM住宅の開発・普及に注力することで、建設段階と居住・運用の両面で脱炭素化を推進します。
加えて、新興国の経済発展などで建てるときのCO2排出量の削減が、将来的にますます重視されています。当社は、建てる
ときのCO2排出量を算定するソフトウェア「One Click LCA」の日本単独代理店として、算定受託事業および環境認証ラベル

「EPD」の取得促進も開始し、建設業界全体の脱炭素化を支援しています。

住宅事業 建築・不動産事業　P.92 　P.94

脱炭素設計のスタンダード化 脱炭素設計のスタンダード化

「暮らすときのCO2」排出量をゼロへ
・ZEH、ZEBの推進
・再エネ発電の非化石証書

さらなる削減策
・森林クレジットの提供

木材による炭素固定（HWP）
・使用木材による炭素固定

「建てるときのCO2」排出量の削減
・木材活用による削減
・CO2排出量に配慮した設計・施工
・低炭素建材の納入

建てるときの
CO2排出量

省エネ

創エネ

再エネ調達
木造化

低炭素建材採用

残排出量

オフセット

炭素固定

暮らすときの
CO2排出量

オ
フ
セ
ッ
ト

「暮らすときのCO2」排出
と

「建てるときのCO2」排出
共に削減

ZEH×BF構法が生み出すメリット
ZEH ZEH×BF構法 メリット

経済性 光熱費の削減 LS30※2仕様でメンテナンス費削減 ●  10年、20年、30年とコストを抑えて 
賢く暮らし続けられる

健康 高い断熱性能 鉄よりも優れた木の断熱性
心と身体にやさしい木の空間

●  1年間快適な室温の中で健康的な暮らしが
できる

防災 太陽光発電システム シェルター級※3の耐震性
生活用水の確保

●  もしもの時も自宅で避難生活ができる 
安心感がある

※2 建物外装は新築から30年間メンテナンス不要な高耐候「LS（ロングサポート）30」仕様、屋根と外壁の劣化を防ぎ、メンテナンスにかかる手間とコストを軽減。
※3 防災拠点同等の耐震性能（耐震等級3同等）。 ※5  出典：Global Alliance for Buildings and Construction（2022）
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価値創造プロセス解説



基本方針

事業部門別 
目標

振り返り
および
進捗

将来の成長と脱炭素化への貢献に向けた基盤をつくる3年
収益の柱となった建築・不動産事業のさらなる拡大、国内事業の収益力の回復
脱炭素の核となる資源環境事業への投資と、長期ビジョン実現に向けた足場固めの3年間

〜地球を、快適な住まいとして受け継いでいくために〜

Mission�TREEING�2030�Phase�1
2022年12月期〜2024年12月期

木材資源の活用による脱炭素化への挑戦

●  森林のCO2吸収源としての価値を訴求した国内外での新た
な事業の展開

●  国産材の競争力強化に向けた施策の推進
●  中大規模木造建築事業の拡大

収益基盤の強靭化の推進

●  住宅事業および木材建材事業の収益力の回復、並びに将来
の市場変化を見据えた変革の推進

●  資産効率の向上

グローバル展開の加速

●  米国および豪州における住宅・不動産事業の拡大、アジアに
おける収益基盤の確立

持続的成長に向けた経営基盤の強化

●  デジタル化の推進
●  人財の確保および育成の強化、社員のエンゲージメントの 

向上
●  リスクマネジメントの強化

事業とESGの更なる一体化

●   RE100／SBT（Science Based Targets）の達成に向けた
施策の着実な実行

●  注文住宅事業においてシェアアップと施工の合理化
●  分譲住宅事業・非住宅事業・リフォーム事業等の拡大住宅事業

●  住宅・不動産開発事業を米国・豪州・アジアで引き続き拡大
●  欧州を含め各地で非住宅分野の中大規模木造建築の事業化を推進建築・不動産事業

● 国内外における森林経営面積の拡大資源環境事業

● 介護事業等の安定的な運営の継続生活サービス事業

● 海外製造事業の立て直し
●  今後の事業の柱となりうる新規事業への投資  
（木材コンビナート含む国産材製造事業・脱炭素事業・DX推進など）

木材建材事業

過去の中期経営計画振り返り 現中期経営計画

●  中期経営計画の進捗
米国住宅市場における住宅ローン金利の大幅上昇など計画策定時点から大きく市場環境が変化しているものの、2024年12月
期の業績は売上高、経常利益ともに中期経営計画の目標を達成する見込み。

・売上高　20,650億円（目標差＋2,950億円）
・経常利益　1,730億円（目標通り）
・親会社株主に帰属する当期純利益　1,055億円（目標差△105億円）

※2024年2月14日時点の期初計画。

中期経営計画2018
2017年3月期〜2019年3月期

中期経営計画2021
2020年3月期〜2021年12月期

基本方針

新たなステージへ向けた変革の推進 
事業基盤を一層強固なものとするため、企業風土の改革も実行

未来志向のもと、 
新たな事業の創造と育成を推進します

社会環境の変化を先取りした戦略の推進

●  海外事業の拡大
●  木材（国産材）利活用
●  介護事業の拡大
●  資源・エネルギー事業の拡大

グローバル市場での多様な収益源の構築

●  住宅・不動産事業は新たな地域への進出やM&Aも視野に米国
5,000棟、豪州3,000棟、合計8,000棟体制を確立。

●  海外植林事業は、世界の木材需要を睨みながら、生物多様性保
全や地域社会に配慮したサステナブルな植林事業を展開。

木の資産価値の変革

●  新たな木の価値の創造

更なる成長に向けた未来志向の事業戦略の推進

●  時代やニーズを先取りした戦略展開で収益の柱となる事業の育
成と創造を加速。

持続的な成長に向けた経営基盤の強化

財務体質強化
●  これまでの投資を成果に結びつける。
●  3年間累計のフリーキャッシュ・フローをプラスに。
組織力強化
●  ガバナンス強化によるリスク管理を徹底。
●  ダイバーシティ・マネジメントの推進、働き方改革や人財育成に

も注力。

木を活かす研究開発・技術革新の加速

「W30」（高さ30mの木造建築物）の実現 
●  2021年12月期末までに実現のめどをつける。
事業の省力化・効率化
●  BIM、ロボティクスなどのICT技術を活用。
技術革新スピードの加速
●  ITソリューション部門の人員を2019年3月末比で20%増員。

事業とESGへの取り組みの一体化推進

●  中長期の視点に立って、環境への一層の配慮やガバナンスの強
化などを事業と一体化で推進しつつ、開示内容の充実も 
図る。

振り返り

●  2018年3月期の経常利益は556億円※1となり、2019年3月
期の目標を前倒しで達成。

●  2019年3月期の経常利益は当初計画をわずかに下回るも、
550億円を安定的に計上できる事業構造構築にめど。
・  売上高　1兆3,089億円（目標差+1,389億円）
・  経常利益　548億円※1（目標差△2億円）

●  木質バイオマス発電などの再生可能エネルギー事業が成長。
●  地上350mの木造超高層建築物を建設するための研究技術

開発構想「W350計画」を掲げる。
●  海外住宅・不動産事業でのM&Aと、その後の事業成長が全

体業績を牽引。

●  2021年12月期の数値目標は、目標に掲げたすべての項目
について計画を上回って達成。
・  売上高　1兆3,859億円（目標差+1,259億円）
・  経常利益　1,345億円※1（目標差+495億円）
・  親会社株主に帰属する当期純利益　872億円（目標差+392

億円）
●  米国および豪州において、戸建住宅事業の進出エリアを着実

に拡大。
●  米国不動産開発事業の推進により、事業規模の拡大と多角化

が進展。
●  木質バイオマス発電事業所の増設や、大型のサービス付き高

齢者向け住宅新設等を行い、次代の柱となり得る事業開拓に
取り組む。

●  公募増資および第三者割当増資を実施し、財務体質改善を 
実行。

※1  数理差異除く。

住友林業グループは、2016年3月期に売上高が初めて1兆円を突破し、その後も建築・不動産事業でのM&A
および同事業の成長が全体業績を牽引する形で、国内外で事業規模を拡大させています。中期経営計画

「Mission TREEING 2030 Phase1」では、将来の成長と脱炭素化への貢献に向けた基盤づくりを進めてい
ます。

2022 20252023 20272024 20282026 2029 2030

長期ビジョン
2030年 経常利益目標

2,500億円

中期経営計画
Mission�TREEING�2030�Phase�1

●  2023年12月期実績は建築・不動産事業が全体業績を牽引し、期初計画を大きく上回った。
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中期経営計画の進捗と最終年度に向けた見通し

　森林分野では2023年6月、米国で出資総額600億円規

模、運用期間15年の森林ファンド「Eastwood Climate 

Smart Forestry Fund I」を組成し、運用を開始しました。こ

の第1号ファンドの運用開始により、具体的な森林アセットの

取得が進捗しました。木材分野では鹿児島県志布志市をは

じめ、国内複数か所で木材コンビナートの取り組みを推進す

るとともに、2024年1月にバイオリファイナリー推進室を新

設し、成長が期待される事業領域において、新規事業の創

出を目指しています。建築分野では、国内外で中大規模木

造建築など、木造･木質化案件の実績が着実に積み上がり、

エンボディドカーボン（建てるときのCO2）を効率的に見える

化するソフト「One Click LCA」の普及と、環境認証ラベル

「EPD」の取得促進も継続して推進しています。また、2023

年11月に米国で集合住宅の開発事業を行うJPI社を連結子

会社化したことで、当社グループの米国における集合住宅

の着工戸数が2022年実績で全米6位相当となり、米国不動

産開発事業の展開エリアも拡大するなど、2030年の年間供

給戸数50,000戸の達成に向けて大きく進展しました。

　最終年度である2024年12月期は引き続き、建築・不動

産事業の拡大、国内事業の収益力回復、資源環境事業へ

の投資に注力するほか、長期ビジョン「Mission TREEING 

2030」の達成に向けて、ガバナンスの向上、デジタル化

の推進、人財育成の強化などに取り組み、経営基盤を一層

強固なものにしていきます。

業績計画

セグメント別目標（億円）

Mission TREEING 2030 Phase 1■ 売上高（左軸） 
■ 経常利益（数理差異除く／右軸）　 ■ 当期純利益（右軸）

売上高 経常利益

22/12  
実績

23/12  
実績 前期比 24/12 

中計目標※1
24/12  
計画※2

22/12  
実績

23/12  
実績 前期比 24/12 

中計目標※1
24/12  
計画※2

木材建材 2,737 2,361 △13.7% 2,640 2,370 149 112 △24.8% 115 140
住宅 5,087 5,340 +5.0% 5,470 5,400 154 328 +112.3% 320 315
建築・不動産 8,735 9,481 +8.5% 9,540 12,740 1,618 1,125 △30.4% 1,290 1,325
資源環境 219 248 +13.6% 265 270 14 6 △59.4% 40 15
その他 246 260 +6.0% 290 280 19 22 +13.2% 50 24
調整 △327 △359 – △505 △410 △4 2 – △85 △89
合計 16,697 17,332 +3.8% 17,700 20,650 1,950 1,594 △18.2% 1,730 1,730

（参考）数理差異除く 1,870 1,544 △17.4% 1,730 1,730

10,405

420

97

13,089

548
292

13,859

1,345

872

16,697

1,870

1,087

17,332

1,544

1,025

20,650

1,730

1,055

17,700

1,730

1,160

20,000
（億円）

0

3,000

15,000 2,250

10,000 1,500

5,000 750

（億円）

0

24/12計画※224/12中計目標※122/12 23/1221/1219/316/3

中期経営計画における財務資本戦略

　現行の中期経営計画では、収益の柱となった米国住宅不

動産事業の多角化や、前回の中期経営計画で課題を残した

国内住宅事業の「稼ぐ力」を回復させるとともに、脱炭素関

連事業への投資や取り組みを推進しています。長期ビジョ

ン実現に向けた足場を固める期間として、収益基盤を構築

しつつ、成長分野への積極投資を進めていくことが必要で

あり、財務健全性の維持と資本効率を意識した利益成長を

両立していくことが重要だと考えています。具体的には、

自己資本比率40%以上、ネットD/Eレシオ0.7倍以下と

財務健全性を維持しながら将来に向けた成長投資を行うと

ともに、ROE15%以上という高い収益性を安定的に実現

することで、企業価値のさらなる向上を目指しています。

　長期ビジョン「Mission TREEING 2030」のPhase 1にあたる現行の中期経営計画では、強固な財務体質
を構築し、成長投資と収益還元をバランスよく行うことを財務戦略の基本方針としています。事業規模拡大と
脱炭素化などに向けた成長投資を行いながら、KPIとして自己資本比率40%以上、ネットD/Eレシオ0.7倍以
下を維持するとともに、ROE15%以上を安定的に実現することを目指しています。
　2024年3月に経営企画、財務、サステナビリティ推進を担当する取締役に就任しました。これまでに、海外
管理部長や経営企画部長などを務め、米国や豪州、アジアでの事業にも携わってきました。培った知見を活か
しながら、当社グループの成長に貢献してまいります。

※1 中期経営計画策定時点の計画。
※2 2024年2月14日時点の期初計画。

取締役 常務執行役員
大谷 信之

長期ビジョンの実現に向けた 
成長戦略が着実に進捗 
PBRが大きく向上
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株主資本コストを上回るROE
　2023年12月期は、米国戸建住宅事業の伸長や国内住

宅事業の収益性が改善したことで、売上高1兆7,332億円

（期初計画差＋1,352億円）、経常利益1,594億円（同＋394

億円）、当期純利益1,025億円（同＋255億円）となり、ROE

についても14.8％（期初計画11.8％）となりました。

　当社の株主資本コストは、おおむね7％程度と認識して

おり、ROEは株主資本コストを大きく超えて推移していま

す。ROE15%以上という目標については、円安が進行す

る中、純資産に含まれる為替換算調整勘定が増加している

ため、計画策定時と比較してハードルは高まっていますが、

目標の実現に向けて、まずは利益の7割から8割を占める

建築・不動産事業の利益、特にその中でもウェイトが大き

く収益性が相対的に高い米国戸建住宅事業における利益

を伸長させていくことが重要だと考えています。

　米国住宅市場は、ミレニアル世代、Z世代など住宅購買

層の人口増加と不足する中古住宅流通量を背景に、新築

住宅のタイトな需給関係が継続しています。短期的には金

利動向に左右されるものの、中長期的には引き続き成長し

ていく市場であると捉えています。

　2023年には新たに米国フロリダ州に進出したほか、パ

ネルの設計から製造、配送、施工までを一貫して提供する

FITP※1事業の推進など、売上・利益の伸長と収益性の向

上および人手不足に備えた取り組みを積極的に進めまし

た。また、米国住宅不動産事業以外においても、ここ数年

内で国内住宅事業における資材高騰に対応した販売価格

の見直しや生産合理化による収益性の改善、国内介護施

設のファンドへの施設売却による保有資産の圧縮、さらに

政策保有株の削減なども進めています。政策保有株につ

いては、定期的に取締役会において、当社の企業価値向上

につながるかを検証し、保有の合理性・必要性等を確認で

きないと判断した場合は、当該政策保有株式の縮減を行っ

ています。2023年は8銘柄を売却し、その内6銘柄は完

全売却しました。引き続き当社グループ全体で資本効率

を意識した利益成長を目指していきます。
※1 Fully Integrated Turn key Provider

主な財務指標の推移

2020/3 2020/12※2 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 
計画※3

自己資本比率 32.1% 33.7% 37.7% 40.8% 41.6% 41.7%

ネットD/Eレシオ（倍） 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4 –

自己資本利益率（ROE） 8.8% 8.8% 20.2% 19.4% 14.8% 13.3%

配当性向 26.1% 20.9% 17.5% 23.0% 24.7% 25.2%

※2  決算期変更のため、2020年12月期の会計期間は4月～12月の9か月間の決算。
※3  2024年2月14日時点の計画。

PER、PBRの向上
　当社のPERは、2020年から2022年にかけてEPSが伸

長した一方で、米国住宅市場の先行き不安などを背景に低

位に推移していましたが、利益の伸長とともに配当の増額、

開示の充実等を行い、足元では改善しています。PBRも

1.0倍割れの状況から改善し、2024年5月には1.5倍まで

上昇しました。

　PBRのさらなる向上を実現していくために、米国住宅不

動産事業のさらなる伸長を軸とした利益の増加と、資産効

率を意識した積極的な成長投資によるROEの向上を図り

ます。それと同時に、成長事業や財務資本戦略の開示の

充実など、株式市場との対話機会のさらなる拡充などによ

るPERの向上にも努めていきます。

投融資計画 （億円）

22/12〜23/12
実績合計

中計3か年
計画＊4 進捗率

主な脱炭素関連
投資

木材コンビナート投資 5 200 2%

海外木造非住宅投資 113 300 38%

森林ファンド関連投資 7 120 5%

上記以外
セグメント別
投融資

木材建材 製造事業投資等 76 350 22%

建築・不動産 海外不動産・宅地開発等 1,289 1,300 99%

住宅 住宅展示場・事務所等 153 250 61%

資源環境 再エネ・山林・植林投資等 53 300 18%

その他 システム投資（DX推進等）等 94 150 62%

合計 1,787 2,970 60%
※4  旧セグメント区分。

長期ビジョン実現に向けた積極的な成長投資

　ROEやROICの向上を図るため、新規投資の定量的判

断基準としてIRRを採用しており、原則として、事業計画か

ら算定されるIRRなどの効率性指標が国別、事業別に設定

しているハードルレート（WACCなど）を上回ることを要件

としています。

　中期経営計画における3年間の投融資は累計約3,000

億円を計画しており、そのうち、森林ファンド関連、木材コ

ンビナート、海外木造非住宅建築などの脱炭素関連投資は

620億円の計画です。これまでの2年間の累計投融資実

績は1,787億円であり、項目別では進捗に差はあるもの

の、全体としては順調に推移しています。2023年12月期

の具体的な投融資実績としては、米国で集合住宅の開発

施工等を行うJPI社やFITP事業関連のトラス製造会社、フ

ロリダ州で戸建賃貸住宅の販売等を行うSouthern 

Impression Homes社の買収、海外木造オフィス開発案

件への出資などです。引き続き長期ビジョンで掲げた事業

方針のもとで積極的な成長投資を進めていきます。

2030年米国年間23,000戸の販売に向けた 
販売用不動産の積み増し
　前述の投融資計画とは別に、販売用不動産についても、

底堅い住宅需要が見込まれる米国の分譲用土地を中心に

取得を進めており、在庫のリスクコントロールと回転率の

向上を特に注視しています。

　運用ルールとして販売用不動産投資枠を設け、一定の

制限をかけることで、過剰な在庫水準にならないようマネ

ジメントを行っています。投資枠の考え方としては、一定

の損失が発生した場合であっても財務健全性を大きく毀損

PERの推移 PBRの推移
（倍）

0

6.0

9.0

12.0

15.0

18.0
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（倍）
1.5

1.0

0.5

0
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出典：Bloomberg 出典：Bloomberg
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しない範囲としています。これらの考え方および運用ルー

ルに基づいて販売用不動産の残高をコントロールしていま

す。さらに、オプション契約やランドバンカーの利用なども

併用することで、リスクを抑えた土地の確保にも努めてい

ます。また、これまで米国における販売用不動産の取得資

金の調達については、各社に一定のコベナンツを設定する

ことで、子会社の財務健全性の維持ならびに販売用不動産

の残高に対する統制を行っています。

　2030年に目標に掲げている、米国で年間23,000戸の

住宅販売を実現するには、継続的に販売用不動産を取得し

ていくことが欠かせません。引き続き成長戦略とともに在

庫リスクをコントロールする仕組みにより、事業の健全な

成長を図っていきます。

中長期の成長を支える財務健全性の維持

　中期経営計画の達成、長期ビジョンの実現を図るには、

景気変動の影響にも耐えうる財務の安定性と健全性を維

持していく必要があります。特に市場環境の影響を受けや

すい米国住宅不動産事業が拡大している状況下では、そ

の重要性は一層高まっています。当社はこれまで財務健

全性の維持に向けた取り組みを進めてきており、2024年

5月には、米国住宅事業を中心に収益基盤の強化が進んで

いることが評価され、国内の信用格付機関※1によって付与

される発行体格付が、「A」格から「A＋」格に引き上げられ

ました。事業拡大により有利子負債の残高は増加していま

すが、自己資本比率は40%以上、ネットD/Eレシオも0.7

倍以下を維持しています。

　今後も、長期ビジョンで掲げた脱炭素関連事業への投融

資の実行に加えて、米国住宅市場を中心とした販売用不動

産の取得、不動産開発事業の拡大など、資金需要は増加し

ていく見通しです。引き続き財務規律を保ちながら積極的

な成長投資と財務健全性のバランスを両立していきます。
※1 格付投資情報センター（R＆I）

TSR

株主還元
（円） （円）
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       住友林業　　       TOPIX

■ 中間配当金（左軸）　　■ 期末配当金（左軸）　　     1株当たり当期純利益（右軸）
※  決算期変更のため、2020年12月期の会計期間は4月～12月の9か月間の決算。
※  計画数値は2024年2月14日時点の期初計画。

1年
3年 5年 10年

累積 年率 累積 年率 累積 年率
住友林業 +85.5% +110.4% +28.1% +221.4% +26.3% +290.0% +14.6%
TOPIX +28.3% +41.1% +12.1% +78.9% +12.3% +127.8% +8.6%

※  Total Shareholder’s Return（TSR）：株主総利回り。キャピタルゲインと配当をあわせた総合投資収益率。
※  上記グラフは2013年12月末に投資をして、2023年12月末時点までの配当と株価変動を加味した株主総利回り（TSR）を示しています。なお、住友林業のチャートは株価に配当を

加えた投資成果（配当を再投資しない前提）について、2013年12月末の投資額を100として指数化しています。比較している指数は東証株価指数（TOPIX）の配当込みのデータを
使用し、同様に指数化しています。

※  上記の表は、2023年12月末時点から1年前（2022年12月末）、3年前(2020年12月末)、5年前（2018年12月末）、10年前(2013年12月末)に投資をした場合の2023年12月末
時点のTSRを表しています。また、過去1年、過去3年、過去5年、過去10年の年率換算値は、当該期間の投資収益率を幾何平均によって年換算しています。

総資産／自己資本比率 有利子負債／ネットD/Eレシオ

■ 総資産（左軸）　　     自己資本比率（右軸） ■ 有利子負債（左軸）　　     ネットD/Eレシオ（右軸）
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株主還元方針含め次期中期経営計画に向けて議論

　当社は株主への利益還元を最重要課題の一つと認識し、

これを継続的かつ安定的に実施することを現在の基本方針

としています。2023年12月期は減益となりましたが、1株

当たりの年間配当金は前期と同じ125円といたしました。

また、2024年12月期については、現時点では1株当たり

の年間配当金額を5円増配し130円とする予定です。

　2025年から始まる次期中期経営計画については、現在

内容について活発に議論しており、2030年の長期ビジョ

ン達成に向けて、より具体的な道筋を示していきたいと考

えています。引き続き、米国住宅不動産事業や脱炭素関

連事業を中心に成長投資を継続すると同時に、資本効率向

上と適正な株主還元を実施していきます。

　当社の TSRを過去10年間で見ると、累積290.0%と

TOPIXを上回って推移しています。今後も株主・投資家の

皆様をはじめ多くのステークホルダーとの対話を進め、ご

指摘やご意見を当社グループの経営に適切に活かしてい

くことで、企業価値の向上につなげていきます。
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経営企画･財務担当役員メッセージ



財務ハイライト 非財務ハイライト

輸入木材製品仕入先における 
サステナビリティ調達調査実施率

森林保有・管理面積
親会社株主に帰属する当期純利益

CO2排出量

総資産／自己資本比率

国内製造工場でのリサイクル率※3

森林保有・管理面積における 
炭素固定量（二酸化炭素換算量）ROE（自己資本当期純利益率）／ 

ROA（総資産経常利益率）

社員満足度（単体）
1株当たり当期純利益／ 
1株当たり配当金

新築戸建注文住宅における 
ZEH比率（受注ベース）※5

新築戸建注文住宅における 
長期優良住宅認定取得率

育児休業取得率（単体）※7

TSR※1

※  2020年12月期より決算期を3月31日から12月31日に変更しています。決算期変更の経過期間となる2020年12月期は、2020年4月1日から2020年12月31日までの9か月決算
となります。

※1  2013年12月末日の終値データを100としてTSRを指数化しています。

※2  集計対象期間は2020年4月～12月。
※3 住友林業クレスト、住友林業緑化農産事業部、ジャパンバイオエナジー、オホーツクバイオエナジー、みちのくバイオエナジー。
※4  集計対象期間は2020年1月～12月。
※5  Nearly ZEHなどを含む。2019年3月期より狭小地のZEH Oriented、2020年3月期より多雪地域のZEH Orientedを含む。2020年12月期より北海道を含む。
※6  2020年12月期より、集計対象に海外の保護林を追加。
※7  育児休業取得率=当該年度に育児休業を開始した人数／当該年度に子どもが生まれた人数。

■ スコープ1　　■ スコープ2

■ 総資産（左軸）　　     自己資本比率（右軸）

■ 1株当たり当期純利益　■ 1株当たり配当金         住友林業　　        TOPIX

■ 国内　　■ 海外 ■ 国内　　■ 海外※6

     男性　　     女性
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売上高 営業利益／営業利益率 経常利益

■ 営業利益（左軸）　　     営業利益率（右軸）
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2023年12月期は、売上高は円安の影響もあり増収となったものの、米国戸建住宅事業の現地通貨ベースの販売単価下落による利益率低下や、米国不動産開発事業にお
ける売却物件減少などにより、売上高は前期比＋3.8%の1兆7,332億円、経常利益は△18.2％の1,594億円となりました。
一方で、期初計画との比較では、2023年は当社業績への影響が大きい米国住宅市場が、2022年下期の住宅ローン金利上昇による市況低迷から一転、需要が回復に向か
い、市場動向にあわせた施策を適宜実施したことで、期初の計画を上回る収益を上げることができました。国内においては、住宅事業の環境は厳しかったものの、前年に
実施した価格改定の効果もあり利益率が改善しました。その結果、全体としては、期初計画を大きく上回る売上高・経常利益を計上することができました。

「住友林業グループ調達方針」に基づき調達先および
木材調達に関するデューディリジェンスを行っていま
す。合法性の確認ならびに人権や労働、生物多様性
保全、地域社会への配慮などの確認を行い、持続可
能な調達を実践しています。

当期純利益は前期比△5.7％の1,025億円となりま
した。

森林の公益的機能を保ちながら木材資源を永続的に
利用するために、適正な管理のもと、持続可能な森林
経営を国内外で進めています。

2023年12月期の1株当たり年間配当金は、中間配当
60円と期末配当65円をあわせて年間で1株当たり
125円となりました。

2023年度のスコープ1・2排出量は、紋別バイオマス
発電の石炭使用量の削減により2022年度比△5.7%
となりました。

男性育児休業取得率については、取得率70%と、
2022年度49%からは大幅に改善しました。

社員意識調査の結果、「当社で働いていることに満足
している」という設問に対して「まったくその通り・どち
らかといえばその通り」と回答した社員の割合は2023
年度は76.3%でした。

各製造工場で産業廃棄物の分別を強化して、単純焼
却を行うことなく、資源としての有効利用（熱利用）や
有価売却するなど、継続して廃棄物排出量の削減に取
り組んでいます。

ROEは為替換算調整勘定の影響もあり低下傾向にあ
るものの、目標の15%以上を念頭に、将来を見据え
た効果的な投資で収益性向上を図っていきます。

保有・管理する森林で植林、下刈り、枝打ち、間伐な
ど、育林のための適正な管理を実施することで、森林
の公益的機能の維持・向上に努めています。

TSRはTOPIXを上回る状況となっています。引き続き、収益性向上と安定的な配当実施を継続しながら、株主資
本コストを上回るTSRの実現に努めます。

建物や開口部のさらなる断熱性能の強化、太陽光発
電システムの搭載を基本仕様とし、ZEHの普及を推進
しています。

米国における戸建分譲住宅事業の拡大に伴う販売用
不動産の増加等により、総資産は18,127億円となり
ました。自己資本比率は41.6％となりました。

「住友林業の家」の標準仕様として、「長期優良住宅」
の認定条件を全て最高等級（「住宅性能表示制度」の
評価を適用）でクリアすることを設定しています。
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経営におけるESGの取り組み

　住友林業グループは、2022年2月に公表した長期ビジョ

ン「Mission TREEING 2030」の第1段階として、将来の

成長と脱炭素化への貢献に向けた基盤をつくる3年間の中

期経営計画「Mission TREEING 2030 Phase1」（2022

年～2024年）を公表しました。5つの基本方針の一つに

「事業とESGの更なる一体化」を掲げ、サステナビリティ戦

略および重要課題への取り組みを組み入れた中期経営計

画サステナビリティ編2024」を定めています。長期ビジョ

ン策定にあわせ、9つの重要課題を新たに特定し重要課題

を「地球環境への価値」、「人と社会への価値」、「市場経済

への価値」に紐づけ、それぞれの価値を損なうことなく、よ

り一層高めることで、3つの価値を同時に満たす事業活動

を推進しています。

　重要課題を実現するための2024年までの定性指標は、

さらに事業本部ごとに具体的な数値目標として設定されて

います。各数値目標の進捗や達成状況については、ESG

推進委員会で確認し、取締役会に報告・答申することで、

PDCAサイクルを着実に回しています。SDGsをはじめす

る社会の課題に応え、経済面からだけでは判断できない企

業価値の向上にもつながると考えています。

ESG推進委員会
　気候変動、SDGsおよび人権問題への対応など、環境

（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）

における中長期的な取り組みやその情報開示への要請が高

まっていることから、それまでの部長で構成されるCSR委員

会を改め、2018年度よりESG推進委員会を設けています。

　ESG推進委員会は、執行役員を兼務する取締役および各

本部長から構成され、執行役員社長が委員長を務めていま

す。同委員会では、気候変動や自然関連をはじめとする当

社グループの中長期的なESG課題に対する戦略の立案と

推進、リスク・機会の分析を含む中期経営計画サステナビ

リティ編の進捗管理、行動指針・倫理規範などの運用状況

と有効性のモニタリングを行っています。なお、2024年1

月からは品質・労働安全面の課題への取り組み強化を目的

として、ESG推進委員会の定期開催を年4回から6回として

います。委員会での議事内容についてはすべて取締役会

へ報告し、事業と社会課題の解決の一体化を図っています。

経営会議における新規事業計画時のリスクチェック
　住友林業では、新規事業やプロジェクトの計画にあたり、

取締役会および社長の諮問機関である経営会議で審議す

るすべての案件について、サプライチェーン全体を視野に

ESG側面も含めたリスクチェックを行っています。その結

果、リスクが認識される場合は、当該リスクの内容と対策

を報告し、実行判断の参考としています。また、これらの

会議では審議対象とならない各事業本部や各関係会社の

権限で実行できる新規事業やプロジェクトについても、同

様のESGリスクチェックを励行しています。2023年度は

17件の新規事業やプロジェクトを審議しました。経営会議

において非財務面を含めた多面的な評価を行うことで、持

続可能な事業運営につなげています。今後も引き続き、グ

ループ全体における積極的なサステナビリティ経営を推進

していきます。

9つの重要課題

重要課題の特定
　住友林業グループでは、2008年度に続き2014年度に

CSR 重要課題の特定を行いました。その後、世界では

SDGs（持続可能な開発目標）の採択、パリ協定の締結・発

効と大きな変化があり、国内でも、GPIF（年金積立金管理

運用独立行政法人）によるPRI（国連責任投資原則）への署

名を受け、ESG投資への流れが一挙に加速しました。これ

らの潮流を踏まえ、住友林業グループでは、2022年2月

に公表した長期ビジョン「Mission TREEING 2030」にあ

わせ、新たに9つの重要課題を特定しています。地政学的

変化、DXなどの技術革新、社員やお客様といったステー

クホルダーの嗜好変化などを分析するとともに、M&Aや

資本業務提携などを通じ、大きく成長した住友林業グルー

プの持つ強みを活かし、住友林業グループならではの貢献

領域を、サステナビリティだけではなく事業全体の重要課

題として、改めて整理しました。

重要課題の特定方法
　特定にあたっては、お客様や取引先、株主・投資家、社

外の有識者、社員などあらゆるステークホルダーを対象に

アンケート調査を実施し、約6,000名から回答を得ました。

アンケートは、外発的変化（メガトレンド）をもとに、住友林

業グループに影響を及ぼすであろう項目を抽出し、「環境

課題（気候変動）」「環境課題（資源と生物多様性）」「社会課

題」「ガバナンス」「経済課題」の5つのカテゴリー別に35

項目の課題を設定し、重要と思うものを選択してもらいま

した。また、若手社員やマネジメント層へ個別ヒアリング

も実施しました。

　これらのアンケートやヒアリング結果に基づき、住友林

業グループにおける重要課題を絞り込みました。さらに、

経営層による議論を重ね、経営からの視点を織り込み、リ

スクと機会を考慮して重要性判断を行いました。最終的に

は、「地球環境」「人と社会」「市場経済」の3つの視点から、

9つの重要課題を特定しました。

住友林業グループのサステナビリティ経営

9つの重要課題と関連するSDGs

9つの重要課題

長期ビジョン「Mission TREEING 2030」

方針・ガイドライン

環境方針 調達方針 労働安全 
衛生方針 品質方針 人権方針 個人情報 

保護方針

社内規程（各種規程・基準・ガイドライン）
ESG推進委員会

経営会議

取締役会

経営理念の 
実現

経営理念
倫理規範行動指針

Plan
全体計画
体制整備

Do
計画の実行

Check
実施成果の検証

Action
プロセスの改善

中期経営計画サステナビリティ編

P

DC

A

森林経営による「森」と 
「木」の価値向上     

「森」と「木」を活かした
カーボンニュートラル 
の実現

    

「森」と「木」を活かした
サーキュラーバイオ 
エコノミーの実現

    

1

2

3

「森」と「木」の 
新たな市場の創出     

DX・イノベーション 
による市場の変革     

強靭な事業体制の 
構築     

7

8

9

広く社会に快適で 
ぬくもりある空間 
の提供

    

事業を営む地域の
人々の暮らしの向上     

働く人が活き活き 
できる環境づくり     

4

5

6

地球環境への価値 人と社会への価値 市場経済への価値
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● サステナビリティ経営実践

サステナビリティ・マネジメントアプローチ



住友林業グループでは、世界的に加速するESG投資の潮流を踏まえ、2022年2月に公表した長期ビジョン
「Mission TREEING 2030」にあわせ、新たに9つの重要課題を特定しています。また、それぞれの重要課題
においては具体的な目標を設定し、達成に向けて取り組みを進めています。

9つの重要課題 項目 評価指標（数値目標） 2023年度実績 2024年度計画 関連するSDGs

地球環境への価値

森林経営による「森」と「木」の価値向上
「森」を育てることで、「木」をはじめとする森林資源の価値を高め、引き出す

持続可能な森林資源の活用
苗木供給本数 国内森林 209万本 253万本

 燃料用チップ・ペレット等取扱量※1 1,737,749t 2,482,964t

生物多様性保全 生物多様性保全に関する評価手法の確立 情報収集 評価手法の確立

「森」と「木」を活かしたカーボンニュートラルの実現
自らの二酸化炭素の排出を削減するとともに、炭素を吸収・固定した「木」を届けること、
また低炭素・脱炭素商品・サービスを提供することによって、社会の脱炭素化に貢献する

脱炭素化推進
再エネ導入率［RE100達成に向けた取り組み］※2 5.4% 35.1%

 新築戸建注文住宅におけるZEH受注比率 79.7% 80.0%

持続可能な森林資源の活用 きこりんプライウッド販売数量（月） 24,590m3 35,000m3

「森」と「木」を活かしたサーキュラーバイオエコノミーの実現
自然のエコシステムで再生可能な「木」という「森林」由来の素材の強みを活かしながら、
あらゆる資源が循環する社会を実現する

資源循環（産廃）
新築現場におけるリサイクル率※3 95.1% 98.0%

  
住宅解体現場におけるリサイクル率※4 99.9% 100%

資源循環（サプライチェーン管理） 仕入先へのEPD取得提案社数／比率 109社／69.3% 65社／71.0%

持続可能な森林資源の活用 未利用資源（バイオマス用途）取扱量 22,595m3 19,202m3

人と社会への価値

広く社会に快適でぬくもりある空間の提供
広く社会に対して、安心・安全で、快適さとぬくもりのある空間を提供する

お客様満足度向上
長期優良住宅認定取得率※5 95.9% 95.0%

  
入居時アンケート（単体NPS値※6） 53.5pt 53.0pt

事業を営む地域の人々の暮らしの向上
事業によって雇用を生み出すとともに、コミュニティの発展に貢献する

少子高齢化への対応 有料老人ホーム居室数 1,842室 1,842室

  地域社会とのコミュニケーション Open Bay Timber社における前年比増加従業
員数［増産に向けた地域人財の採用］ △5名 ＋28名

人権 グリーバンスメカニズム※7に関する取り組み 運用体制について
検討中 継続運用

働く人が活き活きできる環境づくり
サプライチェーンに関わるすべての人が、安全で健康に、そして活き活きと働ける場にする

ワーク・ライフ・バランス 
（働き方改革） 男性育児休業取得率

単体 70.0% 100%

  

国内子会社 28.0% 43.0%

ダイバーシティ 女性役員比率 単体 13.8% 19.4%

人財育成 社員一人当たり研修費用
単体 117千円 150千円

国内子会社 42千円 56千円

市場経済への価値

「森」と「木」の新たな市場の創出
「森」と「木」の活用の深化と拡大によって、新たな市場を創出し、経済を豊かにする

新市場開発 中大規模木造建築事業の展開（米国・豪州・欧州） 事業化 事業化
 

研究開発 共同研究先の契約数／全テーマ中の割合 31件／59.6% 38件／54%

DX・イノベーションによる市場の変革
DX・イノベーションをはじめとする市場の変革を通じて、経済の効率性と付加価値を高める

DX関連
販売先とのデータ連携／導入率 867社／62% 820社／59%

介護事業のセンサー機器導入済み施設数 19 19

強靭な事業体制の構築
不測の事態にも強い体制を築き、価値を提供し続けることで、経済の安定に寄与する

ガバナンス／コンプライアンス 海外関係会社情報セキュリティレベル強化※8 45% 100%

気候変動リスク管理 TCFDシナリオ分析の実施および開示

木材建材事業本部
および住宅事業本
部の2部門で再度実
施を通じ、グループ
全体の影響を検討

グループにおける
対応策を次期中計
の事業部門別戦略
へ反映することを
検討

1

2

3

4

5

6

7

8

9

※1  ジャパンバイオエナジー、オホーツクバイオエナジー、みちのくバイオエナジー、住友林業フォレストサービス、住友林業木材建材事業を対象。
※2  当社が購入した電力のうち、再生可能エネルギーによる調達割合。2035年に国全体でRE100を目指すニュージーランドに所在する事業所などは除く。
※3  住宅事業、住友林業緑化、住友林業ホームエンジニアリングにおける新築現場を対象。
※4  建設リサイクル法による特定建設資材（コンクリート、アスコン、木くず）を対象。

※5  専用住宅かつ該当床面積以上に制限。
※6  NPS（ネットプロモータースコア）。顧客ロイヤルティー（企業やブランドに対する「信頼」や「価値」の度合い）を測る指標。
※7 ステークホルダーの人権に関する苦情処理窓口。
※8 住友林業グループ独自のセキュリティベースレベル達成率。

その他指標については、下記サステナビリティサイトをご覧ください。
https://sfc.jp/information/sustainability/esg-data/pdf/esg-data.pdf
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9つの重要課題と中期経営計画サステナビリティ編



重要課題と関連するSDGs
以下表組における達成度評価について 
目標達成：●　目標未達前期比改善：▲　目標未達前期比悪化：××結果

評価指標（数値目標） 管理部署 2023年度
計画

2023年度
実績

2023年度
評価

2024年度
計画

苗木供給本数
国内森林 資源環境事業本部 223万本 209万本 ▲ 253万本

再エネ導入率 
［RE100達成に向けた取り組み］※1 全社 7.4% 5.4% ▲ 35.1%

再生可能エネルギー事業における 
電力供給量※2 資源環境事業本部 764,701MWh 730,450MWh × 856,022MWh

国内製造工場におけるリサイクル率 木材建材事業本部 99.0% 99.6% ● 99.0%
水使用量 全社 2,757,494m3 2,915,826m3 ▲ 2,777,269m3

※1 当社が購入した電力のうち、再生可能エネルギーによる調達割合。2035年に国全体でRE100を目指すニュージーランドに所在する事業所などは除く。
※2  集計対象は紋別バイオマス発電、八戸バイオマス発電、川崎バイオマス発電、苫小牧バイオマス発電、苅田バイオマスエナジー、鹿島太陽光発電所であり、持分法適用会社につい

ては出資比率に応じた電力供給量にて算出。

3   「森」と「木」を活かした
サーキュラーバイオ 
エコノミーの実現

1   森林経営による「森」と
「木」の価値向上

2   「森」と「木」を活かした
カーボンニュートラルの
実現

住友林業グループの環境経営

　住友林業グループは、経営理念において「持続可能で豊
かな社会の実現に貢献」することをうたっています。「住友
林業グループ環境方針」は、全事業における商品・サービ
スの開発、設計・生産、資材調達・物流、廃棄物管理、サプ
ライヤーや取引先の選定、新規事業立ち上げや合弁・買収
時など、商品ライフサイクルや事業の全過程を対象として
おり、持続可能な社会の実現に貢献する事業を推進するこ
とを掲げています。
　2022年に、SDGsの目標年でもある2030年を見据え、
脱炭素社会の実現に向けて、グループのあるべき姿を長
期的な事業構造に落とし込んだ長期ビジョン「Mission 

TREEING 2030」を策定しました。また、あわせて将来の
成長と脱炭素化への貢献に向けた基盤をつくる3年間の中
期経営計画「Mission TREEING 2030 Phase1」（2022
～2024年）を公表しました。5つの基本方針の一つに「事
業とESGの更なる一体化」を掲げ、サステナビリティ戦略
および新たに特定した9つの重要課題を組み入れた「中期
経営計画サステナビリティ編2024」を定め、実行していま
す。この目標を基に環境経営を高めています。

環境マネジメント体制

　住友林業グループは、持続可能な社会の構築を目指す
「住友林業グループ環境方針」に沿った経営を実践してい
くために、住友林業の代表取締役社長を環境経営の責任
者とする環境マネジメント体制を構築しています。代表取
締役社長の下では、サステナビリティ推進部長が環境管理
統括責任者として、住友林業グループの各部門が進める環

境活動の年度単位の数値目標「サステナビリティ予算」を
とりまとめ、ESG推進委員会で定期的に進捗状況を確認す
ることで、環境活動の実効性を高めています。さらに、ESG
推進委員会で審議された内容については、取締役会にも
報告し、環境パフォーマンスの監視に取締役会が関与して
います。

環境リスクの把握と対応

　住友林業グループは、気候変動や生物多様性など環境
の変化が事業活動に影響を与えるリスクについて認識し、
関連する情報を収集、必要に応じてこれらの情報を分析し、
事業リスク評価を行っています。リスクの度合いに応じ、日
常業務で発生しうるリスクについては、各部署で具体的な

対応策や評価指標を取り決めて四半期ごとにリスク管理委
員会に進捗を報告し、中長期的に発生しうるリスクについ
てはESG推進委員会で対策の立案を行っています。これ
らのリスクのうち事業への影響度が大きいものについて
は、取締役会に報告し、対応策を協議しています。

TCFD・TNFDへの対応

　気候変動と生物多様性の損失など自然環境の変化は、地
球上の生態系や人間社会に深刻な影響を与える危機とし
て認識されています。気候変動が進むと、世界各地で気
象が変化することで、企業の事業活動やサプライチェーン
に深刻な影響を与える可能性が指摘されています。また、
気候変動や事業活動に起因する影響を受け、動植物や水
などの生態系が変化してしまうと、企業はそれらの自然に
依存する商品やサービスを供給できなくなる可能性があり
ます。
　森と木を軸に事業を展開している住友林業グループで
は、気候変動や自然環境の変化に伴うリスクと機会をいち
早く認識し、事業が受けるリスクを適切に評価・管理するた
め、TCFDやTNFDなどの国際イニシアティブに率先して
対応してきました。
　気候変動については、2018年7月にTCFDへの賛同を
表明、2019年にはTCFDコンソーシアムに参加し、TCFD
が提言する枠組みを参照した情報開示を進めてきました。
自然関連についても同様に、2021年6月にTNFDが組織
されるとその動向を注視し、2022年2月、TNFDフォーラ
ムへ参加しました。同年12月にはTNFDベータ版v0.3に
基づき、提言で求められている自然への依存・影響、リス
ク・機会に関するLEAPアプローチの分析を木材調達の業
務を対象に試行、「サステナビリティレポート2023」で開
示しています。
　LEAPアプローチはTNFDが開発した、事業における自
然との接点や自然との依存関係・影響、リスク・機会など自
然関連課題を評価するための統合的なアプローチで、4つ
のプロセス（Locate：発見、Evaluate：診断、Assess：評
価、Prepare：準備）で構成されています。

TCFD・TNFDの枠組みに基づいた対応
　TCFDおよびTNFDでは、①気候および自然関連のリス
ク・機会に関わる組織のガバナンス、 ②戦略、③気候およ
び自然関連のリスクと影響の管理、④気候および自然関連
のリスク・機会を評価・管理する際の指標と目標について
開示を求められており、住友林業グループでは積極的に開
示内容のブラッシュアップに取り組んでいます。
　2023年9月にＴＮＦＤ ｖ１.０が公開されたことを受け、自
然との接点が特に大きいと考えられる4つの事業本部（木
材建材事業、住宅事業、建築・不動産事業、資源環境事業）
を対象に、LEAPアプローチの分析を実施しました。本社
部門だけでなく事業部門のメンバーを巻き込んだワーキン
グチームを組成するなど2018年から3回実施したＴＣＦＤ
のシナリオ分析で得た知見と、一昨年実施したＴＮＦＤの試
行分析が活かされています。2024年5月には、「サステナ
ビリティレポート2024」において、初めてTCFDとTNFD
に関する分析結果を統合した形で開示しました。
　ガバナンス面では、ESG課題に対する中長期リスクにつ
いては執行役員社長を委員長として、執行役員を兼務する
取締役および各事業本部長から構成されるESG推進委員
会（年4回開催）で、バリューチェーン全体について包括的
に協議・進捗管理しており、同委員会の協議内容は取締役
会に報告・答申されています。2024年度からは年6回の
定期開催としています。
　2022年2月に公表した長期ビジョン「Mission TREEING 
2030」では、事業方針の一つとして「森と木の価値を最大
限に活かした脱炭素化とサーキュラーバイオエコノミーの
確立」を掲げています。ＴＣＦＤ、ＴＮＦＤの枠組みを活用し
て抽出された課題は、2024年度中に策定される次期中期

その他指標については、下記サステナビリティサイトをご覧ください。
h t t p s ://sfc.jp/information/sustainability/management/materiality1.html

住友林業グループ環境方針
h t t p s ://sfc.jp/information/sustainability/
environment/management/
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環境・気候変動への対応

https://sfc.jp/information/sustainability/management/materiality1.html
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経営計画「Mission TREEING 2030 Phase 2」（2025
年～2027年）において各事業本部・本社部門の目標とし
て反映します。

TNFD 優先拠点の特定（Locate：発見）

　この分析では、自然との接点が特に大きいと考えられる
4つの事業本部（木材建材事業、住宅事業、建築・不動産事
業、資源環境事業）について、操業拠点とサプライチェーン
の上流・下流から148の拠点を評価対象とし、ENCORE※1

やIBAT※2などのTNFDが推奨する自然関連リスク分析
ツールを用いて、財務的な重要さ、生態学的な繊細さの観
点から評価しました。その結果、優先的に対応していく必
要のある「優先拠点37拠点」を特定しました。
※1  Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposureの略。自然

資本分野の国際金融業界団体Natural Capital Finance Alliance他が開発した
自然関連リスク分析ツール。

※2  Integrated Biodiversity Assessment Toolの略。国連環境計画の世界自然保
護モニタリングセンター他が世界の生物多様性情報を統合して開発した生物多様
性統合評価ツール。

TNFD　優先拠点の診断（Evaluate：診断）

　Evaluateのプロセスでは、優先拠点37拠点において、
Locateの分析ツールで得た結果や地域特性等を踏まえ、
優先拠点ごとの依存と影響を定性的に評価しました。影響
は、分析ツールのほか事業を通じた自社の知見も加え、ポ
ジティブ・ネガティブの両面で評価しました。主な診断結
果は次の通りです。

Locate Evaluate Assess Prepare

Locate Evaluate Assess Prepare

TCFD・TNFD 
特定した主なリスク・機会（Assess：評価）

　TNFDのAssessプロセスでは、優先拠点の中から特定
事業に偏らないようまんべんなく選定した25拠点を対象と
してリスク・機会の分析を行い、既存の取り組みを考慮し、
残存するリスクと獲得可能性のある機会の優先度を定性的
に評価しました。
　昨年までに実施したTCFDシナリオ分析で特定された主

なリスクと機会、今回のTNFD・LEAP分析で特定された
主なリスクと機会は次ページの通りです。住友林業グルー
プの事業の核である森と木は、生長に伴い大気中の炭素
を吸収固定すると同時に、生物多様性を育み、生態系サー
ビスを供給する機能も持ちます。そうした特徴からTCFD
シナリオ分析、TNFD・LEAP分析では複数の項目で共通
または類似する分析結果が出ており、住友林業グループの
事業においては、脱炭素に向けた取り組みが自然関連の事
業機会も拡大させる関係にあることが示唆されました。（生
活サービス事業はTCFDシナリオ分析のみ実施）。

Locate Evaluate Assess Prepare

C：TCFDシナリオ分析のみで特定された項目　 C・N：TCFDシナリオ分析とTNFD・LEAP分析のどちらでも特定された項目　 N：TNFD・LEAP分析のみで特定された項目

事業本部と主な事業内容 主な移行リスク 主な物理的リスク 主な機会

木材建材事業
（木材・建材の流通・製造）

C 炭素税の導入、環境規制強化によるコスト増加 災害の激甚化による堅牢な建物への嗜好の
高まりを受けた木材価値低下、売上減少

環境規制強化に伴う環境配慮型住宅への改
修需要増加、木材建材の売上増加

C・N 違法・持続可能でない森林伐採に関連する法
規制の厳格化への対応によるコスト増加

大雨等の水害の激甚化に伴う、または操業停
止による売上減少および復旧コスト増加

バイオリファイナリー技術および新製品開発
による売上増加

N
廃棄物・水利用・土壌汚染、土地改変による
保護区等への影響に伴う、訴訟発展や法規制
の厳格化への対応コスト増加

周辺地域の水の利用可能量の減少に伴い、使
用可能な水が減少することによる売上減少

製造工程でのさらなる節水や水利用の削減・
効率化による水調達コスト削減

住宅事業
（日本国内の注文住宅、
分譲住宅、緑化）

C
鋼材やコンクリート等建築資材の脱炭素化技
術の進展により長期的かつ相対的に木材価値
が低下し、木造建築物の売上減少

災害の激甚化による堅牢な建物への嗜好の
高まりを受けた木造戸建の売上減少

顧客嗜好や政策変化等による環境配慮型集
合住宅などの売上増加

C・N — 災害リスク増大に伴う、保険会社への保険料
支払いコスト増加

住宅・施工敷地内での自然共生の機能強化
（緑化、保水・透水舗装、生物多様性に対する
取り組み等）に伴う、プレミアム価格での販売
による売上増加

N
廃棄物・水利用・土壌汚染による周辺のコミュ
ニティや生態系へ悪影響を与えることに伴う、
法規制の厳格化への対応によるコスト増加

—
生態系への影響を低減した緑地管理（農薬や
肥料の使用量削減、剪定強度の緩和等）によ
るコスト減少（例：グリーンキーピング）

建築・不動産事業
（海外の戸建事業、
建材製造、および
国内外の不動産開発）

C 炭素税の導入、環境規制強化によるコスト増加
災害の激甚化による、建築物損壊、工期延長
やサプライチェーン途絶による資材調達コス
ト増加

投資家や金融機関のESG需要を受け、中大
規模木造建築市場が拡大

C・N
脱炭素化推進などに向けた木材製品の需要
増加に伴う、木材調達価格の高騰によるコス
ト増加

自然災害リスクの増大に伴う、工事中物件の
保険料支払いコスト増加

住宅・施工敷地内での自然共生の機能強化
（緑化、保水・透水舗装、生物多様性に対する
取り組み等）に伴う、自然環境を重視する新
規顧客獲得による売上増加

N 環境負荷低減技術の導入遅れに伴う、汚染対
策コスト増加 — 建築時の効率的な建築手法（パネル化・トラ

ス化）の促進によるコスト減少

資源環境事業
（森林経営、
バイオマス発電）

C 炭素税導入、環境規制強化に伴う省エネ重機
導入コスト増加

平均気温の上昇による森林火災増加、木材調
達と再造林のコスト増加

脱炭素政策強化による再エネ需要増加、バイ
オマス由来のエネルギー事業の売上増加

C・N
木質バイオマス原料・PKSの認証取得推進に
関する政策導入に伴う、法規制の厳格化への
対応によるコスト増加

森林火災・土砂災害に伴う、操業停止による
売上減少

森林・泥炭地管理、森林ファンド運営の推進
に伴う、カーボンクレジットの創出による売上
増加

N
先住民族や地域住民の権利を侵害した木材
生産に対する地域コミュニティ・NGOからの
批判に伴う、計画外停止による売上減少

— 生物多様性クレジットのルールメイキング参
画を通じたクレジット市場推進による売上増加

生活サービス事業
（老人ホーム運営・
保険業ほか）

C ガソリン車から電気自動車へのシフトに伴う
ガソリンカード事業の売上減少

災害の激甚化による、保有施設の改修・BCP
対応コスト増加

災害の激甚化による保険加入者、契約期間短
縮、更新頻度増加、売上増加

事業セグメント 依存 ポジティブな影響 ネガティブな影響

木材建材事業 ・森林生態系による木材供給サービス
・土壌保持・洪水防止サービス

（生産活動が主であるため該当なし）
・ 原木調達に伴う周辺森林の改変や土壌劣化
・ 製造工場からの排水による周辺水域への水

質汚染

住宅事業
・土壌保持・土砂災害防止サービス

・ 住宅・施工敷地内での自然共生の機能強化（緑化、保水・
透水舗装、生物多様性に対する取り組み等）による生態
系サービス（雨水涵養、水質浄化、生息地提供）の維持・
向上

・ 分譲地開発に伴う廃棄物排出、水資源利用、
外来生物種の侵入

建築・不動産事業

資源環境事業

・森林生態系による表層水・土壌の供給サービス
・ 発電燃料の原材料供給サービス（木材、PKS、

石炭）
・ 蒸気タービン方式発電に用いる地表水の供給

サービス

・ 持続可能な森林・泥炭地管理による生態系サービス（炭
素貯蔵、水循環、防災、生息地提供）の維持・向上

・ 発電事業における木質チップ利用による木質資源需要の
下支えが地域の持続可能な森林管理を促進

・ 森林に依存するコミュニティの生活への影響
・ 樹木伐採による動植物の生息地分断
・ 発電施設に起因する廃棄物排出や水質・大気

汚染

※3  （A）財務的に重要かつ生態学的に繊細なエリアにある拠点、（B）財務的に重要な拠
点、（C）生態学的に繊細なエリアにある拠点、（D）その他

分析対象拠点※3

優先エリア

D

BC

生態学的に
繊細なエリアに

ある拠点

財務的に
重要な拠点

A

TNFD・LEAP分析で財務的な影響の定量化を試み
た機会とリスク
　2023年に実施したTCFDの分析において、事業ごとに
特定されたリスク・機会のうち、複数の事業に影響があり、
特に大きな財務的影響を受ける項目は次ページの表①の
通りです。炭素税導入に関連する事業コスト増加や環境規
制、気象災害の激甚化は、木材建材事業を含めて全事業
本部に影響を及ぼす一方、顧客の脱炭素志向の高まりは
資源環境事業を含めて全事業本部で機会となることが明ら
かとなりました。
　TNFDにおいて、定性的な評価結果から特定され、対応
がなされていない主な残存リスクは71件、自社で関係リ
ソースを有し獲得可能性の高い主な機会は36件でした。
そのうち、「影響の大きさ」「発生確率」の観点から優先度

が高いと評価されたリスクは30件、「事業の魅力度」「自社
の強み」の観点から優先度が高いと評価された機会は34
件でした。
　また、上記のうち、財務的影響を定量化できたリスク・機
会は表②③の通りです。残存するリスクの中では、インド
ネシアの内水氾濫リスクが高まり、製造拠点が操業停止す
るというシナリオのもと、「直接操業の製造4拠点の操業停
止による売上減少および復旧コスト増加」という財務的影
響が大きいことが示されました。獲得可能性のある機会
の中では、カーボンニュートラルとネイチャーポジティブ達
成に向けた手段として世界で木材利用促進が政策として推
進されるというシナリオのもと、「CLT等のマスティンバー
市場に関する新製品開発による売上増加」という財務的影
響が大きいことが示されました。
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● サステナビリティ経営実践

環境・気候変動への対応



TCFD・TNFD 住友林業グループの対応策 
（Prepare：準備）

　2022年の全事業本部を対象にしたTCFDシナリオ分析
においては、事業ごとの分析により特定されたリスク・機会
の中で複数の事業に影響があるものを抽出。そのうち、特

に重要なものを横断課題として設定し、全事業本部合同で
対応策を検討しました。
　一方、TNFD・LEAP分析では、TCFDの物理的リスクに
関するシナリオ分析を一部活用し、特定した優先度の高い
リスクと機会への主な施策案を検討しました。今後、本格
的にTNFDについてもシナリオ分析を実施する予定です。

Locate Evaluate Assess Prepare

TNFD・LEAP分析で特定した優先度の高いリスクと機会への主な施策案

事業 リスク・機会 施策案

木材建材事業
（製造） リスク

大雨等による水害の激甚化に伴う、内水氾濫のリスク
が高い4拠点SRP、ASTI 、RPI、VECOにおける、操業
停止による売上減少および復旧コスト増加

・ 操業地の選定時に洪水リスクを考慮し、防災対策を強化する
・ 大規模な災害発生時の事業継続計画（BCP）を策定し、迅速な復旧体制を整える

建築・不動産事業
（FITP） 機会 廃材を再利用した新製品の開発・資源利用の効率化技

術開発等による売上増加・コスト減少 静脈産業と連携した、資源を有効活用した製品開発を進め、市場での差別化を図る

資源環境事業
（国内社有林、
海外森林管理）

機会 リモートセンシング・ドローン調査・衛星利用等のスマー
ト林業技術の販売による売上増加

・ 最新のリモートセンシング・ドローン調査・衛星技術を活用し森林の健康状態や資
源量の正確な把握をサポートするサービスパッケージを開発し、森林管理の効率
化と精度向上を提案する

・ サービスパッケージについて地方自治体や大規模な社有林を持つ企業を対象とし
たマーケティング活動を展開する

資源環境事業
（バイオマス発電） リスク

未利用材チップ・輸入PKSの需要増加・競争激化に伴
う、紋別バイオマス発電所、八戸バイオマス発電所に
おける燃料費の高騰によるコスト増加

・ 代替燃料や新しい供給源の開発により、原料調達の多様化を図る
・ 長期契約や先物契約を活用し、燃料費の変動リスクを管理する

項目（リスク） 財務的影響を定量化できた項目 事業 影響の大きさ 発生確率
移行リスク

法的責任：
環境規制の導入

違法・持続可能でない森林伐採に関連する木材の使用に対する、法規制の
厳格化への対応によるコスト増加 短期 木材建材（製造、流通）

大 中
市場：
原材料調達の変化

木質バイオマス原料・PKSの需要増加・競争激化に伴う、燃料費の高騰に
よるコスト増加 短～中期 資源環境（バイオマス発電）

物理的リスク

急性：
災害発生

大雨等の水害の激甚化・頻発化に伴う、操業停止による売上減少および復
旧コスト増加 短～長期 木材建材（製造）

大 中
慢性：
災害発生

自然災害リスクの増大に伴う、工事中物件の保険料支払いコスト増加 短～中期 住宅（戸建注文）、建築・不
動産（戸建・分譲住宅）

周辺地域の土地改変に伴う、建設基盤の脆弱化・自然災害リスク増大によ
る施工遅延による売上減少 長期

建築・不動産（分譲・集合住
宅、不動産開発）

表②上記のうち財務的影響を定量化できたリスク

項目（機会） 財務的影響を定量化できた項目 事業 事業の魅力度 自社の強み
ビジネスパフォーマンス

市場：
クレジット市場の拡大

生物多様性クレジットのルールメイキング参画を通じたクレジット市場推進
による売上増加 中～長期 資源環境（国内社有林、海

外森林管理）

中 大市場：
木材製品市場の変化 バイオリファイナリー・CLT・廃材の再利用等の新製品開発による売上増加 中～長期 木材建材（製造）

製品・サービス：
木材製品市場の変化

リモートセンシング・ドローン調査・衛星利用等の森林管理技術の販売によ
る売上増加 短～中期 資源環境（国内社有林、海

外森林管理）

製品・サービス：
NbSの普及

産業ツーリズム、エコツーリズム商品の提供による売上増加 中～長期 資源環境（国内社有林） 大 中

森林の公益的機能の恩恵を受ける企業・自治体からの支払いプログラム開
発（PES）による売上増加 短～長期 資源環境（国内社有林、海

外森林管理）

中 大

資源効率：
資源利用効率化への
シフト

天然木から植林木への転換によるコスト減少 中～長期 木材建材（製造）

建築時の効率的な建築手法（パネル化・トラス化）の促進によるコスト減少 中～長期 建築・不動産（不動産開発）

焼却灰の有価物化推進による産業廃棄物処理のコスト減少 短期 資源環境（バイオマス発電）

レピュテーション：
グリーンインフラの
普及

住宅・施工敷地内での自然共生の機能強化（緑化、保水・透水舗装、生物
多様性に対する取り組み等）に伴う、自然環境を重視する新規顧客獲得に
よる売上増加

中～長期
建築・不動産（戸建・分譲住
宅、不動産開発）、住宅（戸
建注文）

表③上記のうち財務的影響を定量化できた機会

 TCFDシナリオ分析の結果から設定した横断課題とその対応策

建築・不動産 資源環境 生活サービス住宅木材建材

複数の事業に関連し全体への影響が大きい項目

循環型森林ビジネスの加速 ウッドチェンジの促進 脱炭素設計のスタンダード化

● 脱炭素シフト需要に応じた森林供給の拡大
● バイオマス・バイオ燃料供給ビジネスの拡大
● 木材のサーキュラー利用の促進

● 地域市況に応じた商材供給戦略
● 社内完結を含めたサプライチェーン強化

●  プロパティマネジメント（PM）、ファシリティマ
ネジメント（FM）の強化

● コミュニティ・タウンハウス開発

● 燃料・エネルギー価格の高騰 ● 再生可能エネルギー促進政策に伴う再エネ需要の増加

● 中大規模建築技術の確立による需要拡大

● 森林資源のカーボン・フットプリントへの関心の高まり

● 脱炭素嗜好シフトに付随したまちづくりニーズの増加

● 改修・再利用などサーキュラー利用の重要性の高まり

● 脱炭素コンクリート・鋼材など競合建材技術の進展

● 伐採規制の強化

「ウッドサイクル」上で論点を整理

TCFD・TNFDへの対応
https://sfc.jp/information/sustainability/environment/tcfd-tnfd/

項目（リスク） 特に影響が大きい項目※ 関連事業
移行リスク

政策・法規制：
カーボンプライシングの導入

リスク
・炭素税賦課や排出権取引制度の導入による事業コスト増加（木材建材、資源環境）

木材建材、住宅、建築・不動産、
資源環境、生活サービス

政策・法規制：
森林保護に関する政策

リスク
・伐採税・伐採手数料などの支払いによる木材調達コスト増加（木材建材、資源環境）
・再造林の義務化等による再造林コストが転嫁される国産材コスト増加（木材建材）

木材建材、資源環境

政策・法規制：
環境規制の導入

リスク
・各国政府が中古車の利用に対する規制を実施することにより、重機やトラックの導入コスト増加（資源環境）
機会

・建物に関する規制の強化に伴う環境配慮型住宅への改修需要の高まりへの対応による売上増加（住宅）
・建物に関する規制の強化に伴う環境認証／低炭素住宅の建築需要増加による売上増加（海外）

木材建材、住宅、建築・不動産、
資源環境、生活サービス

市場：
顧客の脱炭素製品への志向
シフト

機会
・木材コンビナートの製材・集成材工場を活用した国産木材需要／用途拡大による売上増加（木材建材）
・ 再生可能な原材料や製品に対する需要の増加に伴う、原木および立木の単価の高騰による売上増加 
（資源環境）

木材建材、住宅、建築・不動産、
資源環境、生活サービス

市場： 
原材料のコストアップ

リスク
・エネルギーコスト増加に伴う原材料コスト増加（木材建材）

木材建材、住宅、建築・不動産

技術：
次世代技術の進展

リスク
・ 木材の競合となる鋼材やコンクリートの脱炭素化の研究・開発が進むことによる木材の需要減少に伴う売上減

少（木材建材）

木材建材、住宅、建築・不動産、
資源環境

物理的リスク

急性：
気象災害の激甚化

リスク
・木材以外の建材を使用した堅牢な建物の需要が高まり木造建築の需要が減少することによる売上減少（住宅）
・サプライチェーン被災による仕入値高騰に伴うコスト増加（海外）

木材建材、住宅、建築・不動産、
資源環境、生活サービス

表①TCFDシナリオ分析において複数事業で財務的影響を受ける項目

※影響額が各事業本部の経常利益の10％となるもの。
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2030年目標達成（スコープ1・2／2017年比▲54.6%）とカーボンニュートラルへの道筋※2（概要）

項目名 施策（温室効果ガス削減アイテム） 温室効果ガス
排出量削減率

損益への影響※3

（百万円／年） 備考

2017年比 
▲54.6%へ向けた 
施策

電力の再生可能エネルギー化（RE100）： 
ニュージーランドを除く

▲26.9% ▲95

損益影響は、すべてを再エネ証書で調達した場合（時期や必
要数量等により、価格は変動）。
優先順位①太陽光発電設備の導入、②RE100適合電力の
購入、③再エネ証書の購入

紋別バイオマス発電石炭混焼率削減 
（10％〜0％） ▲10.2%～ 

▲25.8% +20～▲181

紋別バイオマス発電における石炭混焼率を10％まで 
削減した場合→ ▲10.2％
紋別バイオマス発電における石炭混焼率を0％まで 
削減した場合→ ▲25.8％

社有車（国内）への電気自動車導入 
（RE100対応電力による） ▲2.8% +258 損益影響は、電力消費量増加とガソリン・軽油削減の差のみ。

車両価格上昇、充電設備の設置費用は除く。
営業持込車両（国内）への電気自動車導入 

（RE100対応電力による） ▲0.3% +22 日本政府目標「2035年までに新車販売で電動車100%を 
実現する」のため、2030年の導入割合を30%と仮定。

小計 ▲40.0%～ 
▲55.6% +4～+205

紋別バイオマス発電における石炭混焼率10%まで 
削減した場合→▲40.0%（追加▲14.6%必要）
0%まで削減した場合→▲55.6%（目標達成：1.0%超過）

2030年目標達成に
向けたあるいは 
カーボンニュートラル 
に向けた追加施策 
など

紋別バイオマス発電石炭混焼率削減 
（10％〜0％）：追加削減

▲15.6%～ 
▲0%

紋別バイオマス発電における石炭混焼率10%から0%まで
削減した場合 →▲15.6%

電力以外のエネルギーの電化 
（RE100対応電力）など ▲9.2% 製造工場等の設備・重機・船舶・ボイラー・バックアップ電源、

営業持込車両への電気自動車導入100％など
バイオマス発電／木質燃料 

（一酸化二窒素・メタン） ▲31.6% BECCS※4を使った新規クレジット創出、 
森林等によるオフセット等を検討。

製造部／バイオマスボイラー等 
（一酸化二窒素・メタン） ▲1.2% 同上

ニュージーランド（国）の電力RE100化 ▲2.4% 目標：2035年達成
業績・事業拡大分 事業内容（排出内容）、規模（排出量）等、諸条件不明のため、

原則、事業本部単位で増加分は吸収する。
社内排出権取引 事業本部単位のSBTラインの達成状況による排出権取引を

必要に応じて、検討。

小計 ▲60.0%～ 
▲44.4%

合計 ▲100%

※2 中期経営計画で定めた2030年度の目標値達成に向け、住友林業グループで策定した移行計画。
※3 損益への影響は、人件費やその他間接的経費を除く。
※4 Bioenergy with Carbon Capture and Storage。バイオマス燃料の使用時に排出されたCO2を回収して地中に貯留する技術。

スコープ1・2 スコープ3（カテゴリー1※5＋11）

※5  2019年度より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）を適用したため、スコープ3のカテゴリー1の算定方法を見直しました。
※6  2020年度以降の総排出量の集計期間は各年1月～12月。
※7  中期経営計画における2030年を目標年とした温室効果ガス削減目標。
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■SBT目標の進捗

国内事業使用電力に太陽光発電「スミリンでんき」を活用
　住友林業は、2019年11月から住友林業および住友林業ホームテックの住宅のオーナーを対象に、再生可能エネルギーの固定
価格買取制度（FIT）による買取期間が満了する住宅用太陽光発電の余剰電力買取と電力供給の代理販売サービスを行う「スミリ
ンでんき」のサービスを開始し、「スミリンでんき」を住友林業グループの国内電力に充当できるように取り組んでいます。
　「スミリンでんき」によりオーナーから購入した太陽光発電余剰電力を当社の事務所や展示場等で活用することで、RE100に準
拠した再エネの取り組みを進めています。2023年12月時点における契約件数は4,891件で、2022年度から1,830件増加しま
した。また、2023年より全国の展示場と一部営業所にオーナーから購入した再エネ電力を供給しています（2023年12月時点の
対象217展示場、7営業所）。今後、オーナーへの普及をさらに加速させ、再生可能エネルギーの供給を拡大します。

海外拠点における取り組み
　住友林業グループで最も電力使用量が多い会社はニュージーランドのMDF（中密度繊維板）・単板・LVL（単板積層材）の製造・
販売を行うネルソン・パイン・ インダストリーズ（NPIL）です。ニュージーランド政府は2035年に再生可能エネルギーを100％に
すると公表しており、NPILにおいても、同年中に再生可能エネルギーの100％導入を見込んでいます。
　住宅事業を中心に展開する米国、豪州では、低コストで再生可能エネルギーの調達が可能になっていることに加え、十分な量
の再エネ電力証書等が発行されているため、順次電力の切り替えなどを行っていく予定です。東南アジア諸国においては再生可
能エネルギー導入の機運が高まってきており、インドネシアにある製造子会社の一部では、自社工場に太陽光発電システムを導
入しました。ベトナムを含むその他の製造子会社においても自社工場への太陽光発電システムの導入を検討しています。

RE100目標に対する進捗状況

　住友林業グループでは「『森』と『木』を活かしたカーボ
ンニュートラルの実現」を9つの重要課題の一つに位置付
け、2040年までに自社グループの事業活動で使用する電
力と発電事業における発電燃料を100%再生可能エネル
ギーにすることを目指しています。2020年3月には、使用
する電力の100%再エネ化を目指した国際的なイニシアチ
ブRE100※8に加盟し、温室効果ガス削減の取り組みを加
速しています。2023年度、住友林業グループの事業活動
で使用する電力における再生可能エネルギー導入量は、住
宅展示場に搭載した太陽光パネルやバイオマス発電所で

発電した電力の自家使用分（隣接する燃料用木質チップ製
造工場含む）などで、グループ全体の使用電力量の19.6%
となり、2022年度比2.1ポイント上昇しました。また、発
電事業の燃料使用量に占めるバイオマス由来燃料の割合
は94.0%です（発熱量換算）。
※8  国際的な環境NGOである「The Climate Group」と「CDP」が連携して運営す

る国際イニシアティブ。

各目標のマネジメントの詳細については、 
当社ウェブサイトをご覧ください。
h t t p s ://sfc.jp/information/sustainability/
management/materiality2.html

　気候変動による影響が世界で深刻化する中、企業には温
室効果ガスの排出削減が求められています。住友林業グ
ループは、グループ全体での温室効果ガス削減目標（ス
コープ1・2・3）を策定し、2018年7月にSBTとして認定さ
れました。その後、脱炭素への取り組みを加速させるため、
2050年ネットゼロを視野に、2030年を目標年とした温室
効果ガス削減目標値（スコープ1・2）を従来の21%削減か
ら1.5℃目標に整合する54.6%削減に引き上げ、2022年

から始まる中期経営計画における目標値としました。その
際、その取り組みを確実なものとするため、2030年目標
達成と2050年カーボンニュートラル社会の実現に向け、
2030年までの移行計画を策定しました。
　また、2024年1月には最新のSBTガイダンスに則り、短
期・長期削減目標の再設定、およびFLAG（森林・土地およ
び農業）目標も新たに申請しました。今年度中に認定され
る見込みです。

2℃目標（SBT※1認定済）
● スコープ1・2： 2030年温室効果ガス排出量を2017年（基準

年）比21%減とする
● スコープ3： カテゴリー1および11合計の2030年温室効果ガ

ス排出量を2017年（基準年）比16%減とする

1.5℃目標（中期経営計画）
● スコープ1・2： 2030年温室効果ガス排出量を2017年（基準

年）比54.6%減とする
● スコープ3： カテゴリー1および11合計の2030年温室効果ガ

ス排出量を2017年（基準年）比16%減とする

※1  Science Based Targetsの略。2015年に、国連グローバル・コンパクト、CDP、WRI（世界資源研究所）、WWF（世界自然保護基金）の4団体が、産業革命前からの気温上
昇を2℃未満に抑えるための科学的根拠に基づいた温室効果ガスの排出削減目標を推進するために設立。

SBT（Science Based Targets）の策定
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人財育成方針

　住友林業グループは、人財育成の基本方針に「自ら学

び、本質を考え、自ら行動する社員の育成」と「ノビノビ、

イキイキできる職場風土の実現」を掲げています。高い士

気と誇りを持つ社員の成長を支援し、自由闊達な社風を醸

成することで、経営理念の実現を目指しています。

長期ビジョン達成に向けた人財育成
　住友林業グループは、2030年のあるべき姿を定めた長

期ビジョン「Mission TREEING 2030」で、2030年の経

常利益2,500億円という目標を掲げています。この目標

達成に向けて、「事業の変革と創造を担う人財の確保・育成」

「社員のパフォーマンスを最大化する仕組みと自由闊達な

企業風土」「健康経営の推進」を3つの柱とする人財戦略を

定めています。3つの柱の施策を通じて、長期ビジョン達

成とサステナブル経営の実現を目指します。

海外人財の育成
　拡大する海外での事業運営に資する人財を育成するた

め、海外勤務を希望し、かつ業務成績に優れた社員に対し、

長年海外関係業務（海外駐在を含む）を担当した社員が1

対1で指導する、海外人財育成プログラムを実施していま

す。指導内容は英語やインドネシア語の学習、受講社員一

人ひとりのレベルと勤務内容にあわせたオリジナルのプロ

グラムの設計と進捗のフォローに加え、簿記や会計の勉強

も促しています。また、2022年度より国際情勢全般を扱

う講座を新設しています。

経営人財の育成
　経営人財の育成については、35歳以上の社員を対象に

選抜研修を実施しています。経営リーダー育成研修、変革

型ミドル研修を中心に、2022年度は15プログラムに56

名、2023年度は11プログラムに53名が参加しました。

ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン

　住友林業グループでは、行動指針の一つである「多様性

を尊重し、自由闊達な企業風土をつくります」に基づき、ダ

イバーシティ・エクイティ・インクルージョン（DEI）を事業

を発展させるための重要な要素の一つと位置づけていま

す。2024年4月には「住友林業グループDEI宣言」を発

出し、DEIの推進を改めて社内外に発信することで、理解

促進を図っています。

特集②　　　P.30

女性活躍推進
　女性管理職比率は2023年末時点で6.8%（単体）、9.4%

（国内子会社）であり、「管理職に占める女性社員の割合（単

体）を2024年12月期までに8.1%以上」の達成を目指し

ています。また、育児制度・教育研修制度などの充実を図

り、誰もが長く働きやすい環境を整備することで、さらなる

女性活躍へ向けた風土づくりに取り組んでいます。

LGBTQへの取り組み
　住友林業では、LGBTQ施策を他者理解と個々人の尊重

というDEIの一環としており、研修および制度や仕組みの

整備を進めています。2022年1月に住友林業では「パー

トナーシップ制度規程」を新設し、同性パートナーおよび事

実婚のパートナーに対して、配偶者と同様の社内制度や福

利厚生を適用できるようにしました。また、「社外相談窓口」

を設置し、個別の相談にも応じています。今後も誰もが働

きやすく、活躍できる環境づくりに取り組んでいきます。

障害者雇用の推進
　住友林業では、障害者それぞれの個性と、職場・業務内

容とのマッチングを最優先に考え、障害者雇用を推進して

います。障害者雇用率は2.46%（単体、2023年12月末

日時点）、2.25%（国内子会社、2023年12月末時点）でし

た。また、入社後の定着率向上のため、必要に応じて定期

面談や電話でのヒアリング、本人や部署からの相談対応な

どを実施しています。

健康経営とワークライフバランス

　住友林業グループは、社員の健康保持・増進を図ること

は、社員一人ひとりの幸福に資することはもとより、生産性

の向上や仕事の効率化にもつながると考えています。この

考えに基づき、2021年に「住友林業グループ健康経営宣言」

を制定しました。人事部働きかた支援室では、社員の心身

の健康をサポートしています。数値目標としては、中期経営

計画サステナビリティ編において、社員満足度や男性育児休

業取得率、有給休暇取得率の向上、長時間労働の削減など

を定め、国内子会社も含めて、取り組みを推進しています。

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
女性従業員 
比率※1 21.6% 22.0% 22.6% 23.1% 23.8％

女性新卒採用 
比率※2 26.9% 30.2% 26.9% 33.1% 34.1％

女性管理職 
比率※1 4.2% 4.8% 5.6% 6.3% 6.8％

女性従業員の 
平均勤続年数※3

11年 
6か月

11年 
4か月

11年 
8か月 12年 12年

管理職に占める 
女性労働者の 
割合（％）※4

労働者の男女の賃金の差異（％）※4、5

全労働者 正規雇用労働者 パート・有期労働者

3.2 47.8 63.2 59.6

※1  2019年度は3月31日在籍人員により算出。2020年度以降は決算期の変更により
12月31日在籍人員により算出。関係会社への出向者を含み、役員・受入出向・交
流派遣は含まず。

※2 4月新卒入社人数に前年5月～3月の新卒入社人数を加え算出。
※3  年度末で算出（2019年度は3月31日時点。2020年度以降は決算期の変更により

12月31日時点）。

※4  「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規
定に基づき算出。

※5  「労働者の男女の賃金の差異」については、2023年度の男性の平均年間賃金に対
する当事業年度の女性の平均年間賃金の割合。「パート・有期労働者」については、
正規雇用労働者の所定労働時間で換算した人数を基に平均年間賃金を算出。男女
間において同一労働の賃金に差はなく、男女の賃金の差異にかかる主たる要因は、
男女間における職種構成の違いによるもの。

女性活躍に関する諸指標（単体）

管理職に占める女性労働者の割合／ 
労働者の男女の賃金の差異（2023年度）

住友林業グループ健康経営宣言
h t t p s ://sfc.jp/information/company/keiei_
rinen/health-management/

6   働く人が活き活きできる環境づくり

重要課題と関連するSDGs
以下表組における達成度評価について 
目標達成：●　目標未達前期比改善：▲　目標未達前期比悪化：××結果

評価指標（数値目標） 管理部署 2023年度
計画

2023年度
実績

2023年度
評価

2024年度
計画

社員有給休暇取得率
単体

人事部
70.0% 69.0% ▲ 70.0%

国内子会社 62.6% 68.1% ● 63.8%

男性育児休業取得率
単体

人事部
90.0% 70.0% ▲ 100.0%

国内子会社 39.0% 28.0% ▲ 43.0%
女性役員比率 単体 人事部 16.7% 13.8% × 19.4%

社員一人当たり研修費用
単体

人事部
125千円 117千円 ▲ 150千円

国内子会社 57千円 42千円 ▲ 56千円

男性育児休業取得率
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

単体 31.3% 46.8% 50.4% 49.0% 70.0%
国内子会社 6.2% 13.2% 28.0% 32.8% 28.0%

2023

2022

2021

2020

2019

100806040200 （%）

22.4 53.9 18.3 1.5
3.9

社員意識調査による社員満足度の推移
Q：あなたは当社で働いていることについて満足しているか。

■ まったくその通り ■ どちらかといえばその通り
■ どちらともいえない ■ どちらかといえば違う ■ まったく違う

人財育成の詳細については、当社ウェブサイトをご覧ください。
h t t p s ://sfc.jp/information/sustainability/social/employment/career-support.html

ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョンの詳細
については、当社ウェブサイトをご覧ください。
h t t p s ://sfc.jp/information/sustainability/
social/employment/
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5   事業を営む地域の人々の暮らしの 
向上

重要課題と関連するSDGs
以下表組における達成度評価について 
目標達成：●　目標未達前期比改善：▲　目標未達前期比悪化：××結果

評価指標（数値目標） 管理部署 2023年度計画 2023年度実績 2023年度評価 2024年度計画

グリーバンスメカニズムに関する取り組み サステナビリティ推進部 範囲拡大 運用体制について 
検討中 ▲ 継続運用

グリーバンスメカニズム

　住友林業グループでは、グリーバンスメカニズムの重要

性を認識しており、通報窓口を運用しています。今後も社

内外の通報窓口を整備し、人権侵害の防止や人権侵害が

起きた際に必要な救済措置をとることに役立てていきます。

　人権デューディリジェンスの取り組みを強化すべく、事業本部
ごとにバリューチェーン上のステークホルダーにおけるリスクの
マッピングを行い、インパクトを分析し、事業本部ごとの人権リ
スクの重要度・優先度の洗い出しを行っています。新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響を新たなリスク要素とし、2020年度
にはマッピングの見直しを行いました。
　資源環境事業では「先住民やコミュニティが有する土地の権
利侵害および関連法令への対応」「山林での労働安全衛生管理

（危険作業など）」、木材建材事業では「先住民が有する土地の権
利侵害」「工場での労働安全衛生管理（火災や粉じん爆発など）」

「木材伐採地での児童労働（危険作業含む）」、住宅事業および建
築･不動産事業では「移民労働者の労働条件（強制労働など）」
を重要リスクとして特定しています。
　特定されたリスクについては、それぞれの事業ごとにリスクの
低減・是正のための対応を行っています。2021年度は、「先住
民族・コミュニティの権利尊重」に関して、一層のリスク低減を
図り、事業展開地域のステークホルダーとのさらなる良好な関

係を築くため、海外の資源環境事業におけるグリーバンスメカ
ニズム※の運用状況について取り組みの確認・是正点の洗い出
しを行いました。第三者機関によるオンラインを通じたヒアリン
グの結果、インドネシア、パプアニューギニア、ニュージーラン
ドの3つの海外植林の現場において、適切なグリーバンスメカニ
ズムの運用により、行政機関・コミュニティとの継続的なエンゲー
ジメントが行われていることが確認されました。一方で、対外的
な情報開示の拡充、ライツホルダーとの対話による仕組みへの
反映等について、取り組みの改善が必要であることが分かりま
した。
　住友林業グループでは、新規事業やプロジェクトの計画にあた
り、サプライチェーン全体を視野にリスクチェックを行っています。
労働者などステークホルダーへの人権配慮等の社会的側面項目
についても対象となっています。今後はさらに予防、回避、軽減、
是正するための対応策および実施計画をステークホルダーごとに
定めるとともに、PDCAを回し、取り組みの向上を図っていきます。
※  企業に関連する負の影響について、被害を受けた人および地域が苦情を提起し、

是正を求めることができる苦情処理・問題解決のための仕組み。

重要な人権リスクの特定と対応

人権尊重に向けた基本的な考え方

　住友林業グループは、2008年に国連グローバル・コン

パクトに署名、国際人権章典（世界人権宣言と国際人権規

約）、国際労働機関（ILO）中核的労働基準、および国連の

ビジネスと人権に関する指導原則を尊重し、2019年7月に

住友林業グループ人権方針を定めました。2023年4月に

は、ビジネスパートナーへ人権尊重のコミットメントを求め

るため第三者の意見も受けながら住友林業グループ人権

方針を改定し、より国際的な指針に準拠した内容としまし

た。また、国連グローバル・コンパクトやその日本ローカル

ネットワーク（HRDD分科会等を含む）、WBCSD（持続可

能な開発のための世界経済人会議）等へ参加しています。

これら国際規範を基にした「住友林業グループ倫理規範」

において、人間尊重と健全な職場の実現を掲げています。

女性、子ども、先住民、マイノリティー、社会的弱者を含む、

あらゆる人々の人権を尊重するとともに、人種、民族、国

籍、性別、宗教、信条、障害の有無、性的指向・ジェンダー

アイデンティティーなどによる差別を一切しない旨を定め、

強制労働、児童労働についても一切容認していません。

　また、ビジネスパートナーに対してもこの内容を含む方

針の浸透を図り、人権デューデリジェンスの実施および人

権リスクへの対応を通じ、人権リスクの把握と低減に努め

ています。必要な場合には、ビジネスパートナーによる人

権尊重の取り組みに対して可能な限りの支援を行います。

海外森林事業における人権の尊重

　インドネシアのグループ会社Wana Subur Lestari社

（WSL）およびMayangkara Tanaman Industri社（MTI）

では、2012年に世界銀行のグループ機関であるIFC

（International Finance Corporation：国際金融公社）

とアドバイザリー契約を締結して以降、下記のような人権

や環境に配慮した事業を展開しています。

IFCとアドバイザリー契約を締結。先住民の権利や文化遺産
の保護の考え方に沿って、事業地の土地利用計画が適切に実
施されているか、また地域住民の生活への配慮が十分である
かなどについて、IFCと共同で事業地内の調査を実施。

ステークホルダー（地域住民、周辺の企業、学識者、NGO、政
府関係者）を招いて公聴会を開催し、人権に配慮した植林事業
を展開。

IFCの協力を得て、地域住民から意見を収集するための「苦情
処理メカニズム（グリーバンスメカニズム）」をWSLとMTIの
両社にて構築。2022年からオペレーションを開始したKubu 
Mulia Forestry社も含めて運用。

2012年

2013年、
2015年

2018年
以降

パプアニューギニア
　Open Bay Timber社：社内外を含む地域の誰もが
投函できる目安箱を設置。従業員だけでなく、周辺住
民からの相談事なども受け付ける。従業員が自身の困りごとや意見
を会社に伝える手段があることで、会社に対する信頼の向上に寄与。

ニュージーランド
　Tasman Pine Forests社：近隣住民や協力業者な
どのステークホルダーと重要な応対があった場合には、
その記録を保管。過去の経緯を把握した上でコミュニケーションを
とることで、円滑な関係性構築の一助としている。

住友林業グループ人権方針
h t t p s ://sfc.jp/information/sustainability/ 
social/human-rights/

人権デューディリジェンスの実施および重要リスクへの対応

　住友林業グループは、人権デューディリジェンスの仕組みを通じて、人権への負の影響を特定し、その防止、または軽減

を図るよう努めています。

グループ会社における 
サステナビリティ実態調査

　グループ各社のサステナビリティの取り組みについて、2023
年度は、主な国内外グループ会社64社の状況に関して、人権
研修の実施や救済窓口の設置状況の調査を行いました。そ
の結果、人権研修の実施が55社、救済窓口の設置が53社、
リスク緩和の措置が60社で行われていることを確認しました。
また、当社倫理規範に違反する人権侵害が行われたという報
告はありませんでした。

サプライチェーンにおける 
サステナビリティ調達による人権の尊重

　「住友林業グループ調達方針」に基づき、公正で責任ある
調達活動を実施しています。とりわけ木材の輸入調達につい
ては、仕入先へのアンケート調査や現地ヒアリングを通じて、
人権、労働、生物多様性、地域社会に配慮して行っています。
また、リスク区分によりリスク緩和措置が必要と認められる対
象サプライヤーに対しては、ヒアリングや現地調査を実施す
るなどして対応しています。
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サプライチェーンマネジメント

　住友林業グループは、2005年に「木材調達基準」、2007

年に「木材調達理念・方針」を定め、責任ある木材調達活

動を実施してきました。さらに、2015年には、木材以外の

金属および窯業建材、樹脂製品など建材資材を含むあら

ゆる調達物品に対象範囲を広げ「住友林業グループ調達

方針」に改訂し、現在はこの方針に基づき経済・社会・環境

に配慮した調達活動を行っています。

3   「森」と「木」を活かしたサーキュラー 
バイオエコノミーの実現

重要課題と関連するSDGs
以下表組における達成度評価について 
目標達成：●　目標未達前期比改善：▲　目標未達前期比悪化：××結果

評価指標（数値目標） 管理部署 2023年度
計画

2023年度
実績

2023年度
評価

2024年度
計画

輸入木材製品仕入先におけるサステナビリティ調達調査実施率 木材建材事業本部 100% 100% ● 100%
持続可能な木材および木材製品の取扱比率 木材建材事業本部 100% 100% ● 100%
サプライチェーンにおけるサステナビリティ調達調査実施率 住宅事業本部 97.0% 97.0% ● 97.0%

サプライチェーン管理

●  供給品やその原材料の調達地域に労働者および地域住民の権
利侵害が存在しないか。また、労働者および地域住民の権利
に配慮した伐採が行われていることを確認しているか。

●  供給品やその原材料の調達地域に保護価値の高い森林が含ま
れていないか。また、保護価値の高い森林に配慮した伐採が
行われていることを確認しているか。

ステップ

1
情報へのアクセス
仕入先が合法的かつ持続可能に伐採された木材のみ、または合法的かつ持続可能に伐採された木
材のみを原料とする木材製品を供給できることを確認

ステップ

2
リスク評価
国や地域、樹種や木材の種類ごとに、「木材調達委員会」で定めた木材調達に関わる違法伐採リスク
の評価基準に照らして評価。リスク区分は、A（低リスク）、B（中リスク）、C（高リスク）

ステップ

3
リスク低減のための対応

「B」または「C」と評価された木材および木材製品については、伐採国の法令に適合して伐採された
ことを証明する書類の確認だけではなく、必要に応じて住友林業グループのスタッフによる現地調査
を行い、伐採地までのトレーサビリティを確認

※ 上記に加え、アンケートやヒアリング調査で合法性以外の事項も確認。

各調達部門

木材調達委員会

各調達部門

進捗確認

実施報告

「持続可能な木材および木材製品」の考え方
　合法性の担保を大前提に以下のいずれかに該当するものを「持続可能な木材および木材製品」と定義しています。

環境面：森林減少に寄与しないこと
社会面：労働安全・強制労働・先住民の権利など人権側面での侵害が認められないこと

持続可能

1 2

3 4

森林認証材および認証過程材：FSC、PEFC、SGEC
（CoC連鎖にかかわらず出材時の認証を重視した材で認証材への移行を促す） 植林木材

天然林材で、その森林の施業、流通が「持続可能である」と認められるもの
（転換林由来の材＝森林をオイルパーム農園などに転換する際に伐採される天然林材は、これ
に含まれない）

リサイクル材

※  SGECCoC（商標ライセンス番号SGEC/31－32－86）、PEFCCoC（商標ライセンス番号PEFC/31－32－86）。
※  FSC®（ライセンス番号FSC－C113957）。

労働慣行および人権、生物多様性保全、地域社会への配慮

　調達する商品について、調達先へのアンケート調査や現地ヒアリングなどで以下の事項を確認しています。

木材および木材製品における持続可能性の取り組みの強化

　住友林業グループでは、2019年から2021年の「中期経営

計画サステナビリティ編」において、合法性が担保できた場

合であっても、「持続可能な木材および木材製品」の定義に沿

わないものについては、代替材（天然林択伐材や植林木）へ

の移行を進め段階的に取り扱いを停止する計画を立てました。

　調達基準に適合していない取引先との対話等を重ね、持

続可能性の確認ができないサプライヤーは2021年9月に

契約を停止しました。例えば、インドネシア、マレーシア、

ロシアで伐採された一部の原材料の取り扱いを停止しまし

た。その結果、契約ベースで持続可能な木材および木材

製品の取扱比率100%を達成しています。2023年度実

績でも通期で100%を維持しており、今後も引き続き100%

を維持しながら、持続可能な木材調達を徹底していきます。

また、ペレットやPKSなどの木質バイオマス燃料について

も、木材および木材製品と同様のデューディリジェンスを

行い、取り組みを強化しています。

木材調達マネジメントの推進体制

　住友林業グループは、サステナビリティ推進担当役員を

委員長とし、木材を調達している各調達部門の管理責任者

で構成する「木材調達委員会」を設置しています。同委員

会は、木材の調達基準や違法伐採のリスク評価など、グ

ループ全体の木材調達に関する重要な事項を審議してい

ます。

　2023年度は、計画通り4回の木材調達委員会を開催し、

審査対象となる全141社の直輸入調達先および海外グルー

プ会社（流通）が取引する調達先について合法性の確認と「サ

ステナビリティ調達調査」を実施しました。対象については

新規取引先・継続取引先も含め、定期的に（年1回、もしくは

2年に1回）合法性・持続可能性の確認を行っています。

持続可能な木材および木材製品の調達の取り組み

　住友林業グループは「住友林業グループ調達方針」に基

づき木材の合法性確認や生物多様性保全、労働慣行、人

権および地域社会への配慮を含む持続可能な木材調達を

実践するために、木材の調達に関するデューディリジェン

スを行っています。各調達部門が取り組みの進捗を「木材

調達委員会」に報告する仕組みとしており、サプライチェー

ンにおける継続的改善を推進しています。

住友林業グループ調達方針（抜粋）
　住友林業グループは、再生可能な資源である「木」を活か
した事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献するた
め、以下の方針に基づき経済・社会・環境に配慮した調達活
動を行います。

1．合法で信頼性の高いサプライチェーンに基づく調達
2．公正な機会と競争に基づく調達
3．持続可能な木材および木材製品の調達
4．コミュニケーション
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● サステナビリティ経営実践

サプライチェーンマネジメント



住友林業グループは、再生可能な自然資源である
「木」を軸として川上から川下まで幅広い領域でグ
ローバルに事業活動を行っているため、様々なステー
クホルダーと関わりがあります。直接的・間接的に
影響しあう関係性を考慮しながら事業活動を行うこ
とはもとより、常にコミュニケーションを重視し、そ
の期待や要請に誠実に応えていくことが基本的な考
え方です。

ステークホルダーエンゲージメント
h t t p s ://sfc.jp/information/sustainability/management/stakeholder.html

ステークホルダー 主な責任 コミュニケーション方法 関連する実績

お客様

●  安全で高品質な製品・サービスの 
提供

●  適時・適切な情報開示と説明責任
●  コミュニケーション等を通じたご要望

やニーズの把握と満足度の向上

●  住友林業コールセンター
●  お客様満足度調査
●  ホームページやメディア、 

情報発信誌等
●  展示会や各種イベント等

●  コールセンター受付件数  
2023年度実績： 126,641件

●  お客様満足度割合 
（入居時アンケート） 
2023年度実績 ：96.9%

社員・家族

●  人権尊重や差別のない公正な職場 
環境の形成

●  従業員とその家族の心と体の健康が
保たれ、多様な背景、事情を抱える 
社員が、能力を活かして活躍できる 
職場の提供、整備

●  公平・公正な人事評価
●  能力を発揮・向上できる教育体制の 

整備
●  ワーク・ライフ・バランスを充実させる

ための諸施策・制度等の整備

●  定期的な面談・業績レビューの実施
●  社員意識調査の実施
●  ストレスチェックの実施
●  コンプライアンス・カウンターの設置
●  制度改定時の説明会実施・問い合わせ

方法の充実（AIチャットボット活用など）
●  EAP（従業員支援プログラム） 

サービス
●  社長と社員の対話の実施
●  家族の職場参観日
●  労使双方の委員で構成する 
「経営懇談会」の設置

●  社内報の発行、社内WEBの整備

●  所定外労働時間2023年度実績 
（2017年度比） 
（単体）：13.2%減

●  一人当たり研修費 
2023年度実績（単体）：117千円

株主・
投資家

●  適時・適切な情報開示
●  情報の透明性や説明責任の追求
●  適切な株主還元

●  株主総会、決算説明会、投資家向け 
事業説明会、現場説明会等の実施 
および個別One on Oneミーティング

●  ホームページや、統合報告書、株主 
通信、各種説明会資料、関連資料等の 
情報発信

●  ESG等に関連する評価・調査機関から
のアンケート対応

●  アナリスト・投資家を対象とする個
別ミーティングの実施 

（国内・海外含め） 
2023年度実績 ：329件

●  通期1株当たり配当 
2023年12月期 ：125円

取引先

●  公正で公平な取引関係の構築
●  安全衛生環境の向上
●  各種関連法令の遵守

●  購買・調達活動
●  安全大会・安全パトロール、工務店 

会議の開催
●  研究会や情報交換会の開催
●  サプライヤー評価（アンケートや訪問）

等の実施

●  輸入木材製品仕入先における 
サステナビリティ調達 
調査実施率 ：100%

●  「サプライヤー評価基準書」によ
る評価とフィードバック実施率 ：
100%

地球環境

●  自然環境や生物多様性の保全
●  事業活動における環境負荷の低減
●  環境負荷の少ない製品・サービスの 

開発・提供

●  事業における環境配慮
●  環境配慮住宅の供給・普及
●  植林など森林づくりボランティア
●  NPO／NGOとの対話
●  NPO／NGOと連携した環境・社会 

貢献活動

●  国内新築戸建注文住宅における
ZEH比率（受注ベース） 
2023年度実績：79.7%

●  持続可能な木材および木材製品
の取扱比率 
2023年度実績：100%

国際社会・ 
地域社会

●  地球規模または地域の社会課題解決
への貢献

●  社員のボランティア参加
●  社会貢献活動を通じたコミュニティ 

形成支援
●  地域のインフラ整備

●  社会貢献活動費 
2023年度実績：約76百万円

●  富士山「まなびの森」への訪問 
者数 
2023年度実績：約1,300名

責任ある資材調達活動を推進
　2007年から木材の輸入を取り扱う部門で実施していた調達先
への「サステナビリティ調達調査」を、2019年より住宅事業の建
材・住宅設備のお取引先へ、2022年度より木材建材事業（国内）
でも開始しました。調査の主な目的は、①住友林業グループが提
供する商品およびサービスは、サプライチェーン全体で環境面・
社会面での各法令が遵守されているかどうかを確認すること、②
住友林業グループの「調達方針」「人権方針」などを共有し、より
良好なパートナーシップの構築を目指すことです。サステナビリ
ティ調達調査のアンケート内容は、国際規範や住友林業グループ
の各方針などを基に、「ガバナンス」「人権」「労働安全衛生」「環境」

「倫理」「情報セキュリティ」「サプライチェーン」「社会貢献」の内容
についての質問で構成しています。

社長と現場社員のコミュニケーション
　住友林業グループでは、社長と現場社員のコミュニケーション
の機会を定期的に設けています。2023年は住宅事業本部西九
州支店（佐賀営業所・長崎営業所）、奈良支店、京都支店の4か所
で意見交換を実施しました。2024年からは「光吉社長がいく！現
場対談」と題して、全国6か所の支店・営業所等への訪問を予定
しています。社長自ら住友林業グループのバリューチェーンで
ある「ウッドサイクル」を解説し、質疑応答の様子を社内に向け
て配信することで、社長と社
員の対話を通じた「相互理解
の促進」「ウッドサイクルの理
解浸透」「社員のモチベーショ
ンアップ」につなげます。

お客様アンケートの実施
　住友林業ではお客様に一層の満足とサービスをお届けするた
め、注文住宅を販売したお客様に対して入居時、2年目、10年目
の3回にわたってアンケートを実施し、オーナーの皆様からのご
意見やご感想をいただいています。2023年度のアンケートの
満足度は、入居時96.9%、2年目94.5%でした。また、住友林
業ではさらなる満足度向上を目的とし、住宅業界では先駆けと
なるNPS（ネット・プロモーター・スコア）※を採用しています。今
後、NPS調査分析によりお客様の声をさらに活かし、お客様の
感動を生む、高品質の商品・サービスを提供し続けていきます。
※  顧客ロイヤルティー（企業やブランドに対する「信頼」や「愛着」の度合い）を測る

新しい指標

各種説明会を開催
　住友林業グループは、企業価値への適切な評価や市場からの
信頼獲得という観点から、幅広い情報を迅速かつ透明性をもって
開示しています。四半期ごとの決算説明会に加え、個人投資家
説明会や現場説明会の実施および個別One on Oneミーティン
グ等を開催しています。経営方針や事業計画への理解を得なが
ら、重要なステークホルダーである投資家からの意見や要望は
経営陣に適時フィードバックし、持続的成長への施策につなげて
います。2023年は、海外住宅・建築・不動産事業説明会を2022
年に続き2年連続で開催しました。有望な成長マーケットへの新
規参入を積極的に進めてき
た同事業の事業内容や今後
の展開などを説明しました。

住友林業グループのステークホルダー

お客様
社員・家族 国際社会・

地域社会

地球環境

NPO／
NGO

学生
取引先

業界・ 
同業他社

政府・ 
関係省庁

株主・ 
投資家

住友林業グループ

取引先との対話

社員との対話

お客様との対話

株主・投資家との対話
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コーポレートガバナンスについての考え方

　当社は、重要課題である「強靭な事業体制の構築」を実

現するため、経営理念に基づき「経営の透明性確保」「業務

の適正性・適法性の確保」「迅速な意思決定・業務執行」に

努めています。これらの取り組みを通じて、コーポレート

ガバナンスの充実と強化を図り、安定的で継続的な企業価

値増大と、多様なステークホルダーの期待に応える経営を

行っていきます。

　また、当社は社外取締役4名を含む取締役10名から構

成される取締役会、社外監査役3名を含む監査役5名から

構成される監査役会を置く監査役会設置会社です。この

機関設計の中で、執行役員制度を導入し、「意思決定・監督

機能」と「業務執行機能」を分離しています。

コーポレートガバナンス体制の概要

機関設計の形態 監査役会設置会社

独立役員の人数 7名

取締役会の開催回数 
（2023年12月期） 15回

執行役員制度の採用 有り

指名・報酬諮問委員会 有り

会計監査人 EY新日本有限責任監査法人

9  強靭な事業体制の構築

重要課題と関連するSDGs

住友林業コーポレートガバナンス基本方針
h t t p s ://sfc.jp/information/company/pdf/
corporate_governance_guildline.pdf

コーポレートガバナンスの取り組み

6

2

3

3

6

2

3

3

6

2

3

3

8

2
2

3

8

2
2

3

8

2
2

3

8

2
2

3

8

2
1

3

8

2

3

43
38

6

2
2

3

43

33333333
2929

43

6

2

4

3

47

1

（人）

（％）

24/1223/1222/1221/1220/1220/319/318/317/316/315/3
0

5

10

15

0

20

40

60

■ 社内取締役　　■ 社内監査役　　■ 社外取締役　　■ 社外監査役　　     社外役員比率

社外取締役を 
2名に増員

譲渡制限付株式報酬 
制度を業績連動型 
譲渡制限付株式報酬 
制度に変更

ストックオプションを 
譲渡制限付株式報酬 
制度に変更

ESG推進委員会設置

取締役の任期改定（1年に短縮）

社外取締役を3名に増員
取締役会の独立社外取締役 
比率1/3

社外取締役を 
4名に増員

女性取締役を2名に増員

指名・報酬諮問委員会設置
株式報酬型ストックオプション 
制度を導入

女性取締役就任
取締役の総数を12名以内と定める（定款）

社外取締役1名就任

監査役会
監査役5名

コーポレートガバナンス体制図

株
主
総
会

指名・報酬諮問委員会
計算書類・事業報告提供

会
計
監
査
報
告

報
告

選
任
・
解
任

選
任
・
解
任

選任・監督

意思決定・監督機能

業
務
執
行
機
能

監督

監査

答申

報告解任

報告

報告

経営戦略指示

選任・監督

報告

報告･
答申

監査報告・
行為差止め

内部監査

報告･答申

選任・解任

社長（経営会議）

執行役員会

リスク管理委員会

コンプライアンス 
小委員会

BCM 
小委員会

事業部門

グループ会社

取締役会
取締役10名

会計監査人 内部監査室

本社部門

ESG推進
委員会

社内6名

社外4名

社内2名

社外3名

取締役
川村 篤

代表取締役
川田 辰己

（後列） 取締役
髙橋 郁郎

社外取締役
岩本 敏男

代表取締役 会長
市川 晃

代表取締役 社長
光吉 敏郎

（前列）

社外取締役
山下 泉

社外取締役
栗原 美津枝

社外取締役
豊田 祐子

取締役
大谷 信之
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取締役会・経営会議
　取締役会は、社外取締役4名（男性2名、女性2名）を含

む取締役10名（男性8名、女性2名）から構成されます。原

則として月1回開催し、重要事項に関する意思決定と業績

などの確認を行うとともに、各取締役からの報告を基に業

務執行の監督を行っています。取締役会の開催前には、重

要課題について十分な事前協議を行うため、社長の諮問

機関である経営会議を原則として月2回開催しており、執

行役員を兼務する取締役のほか、常勤の監査役も出席して

います。2023年12月期は取締役会を15回、経営会議を

24回開催しました。なお、取締役および監査役は取締役

会への出席率を75%以上確保するように努めることとして

います。

監査体制
　監査役会は、社外監査役3名（男性3名）を含む監査役5

名（男性5名）から構成されています。各監査役は、それぞ

れの経験を背景とした高い見識と多角的な視点に基づき、

取締役の職務執行に対する監査を行っています。

　監査役に対しては、監査役の監査業務を補助する専任の

者および主要部門の上級管理職が兼務する検査役監査役

付を配置し、特に監査実務面での機能強化を図っています。

監査役が取締役会、経営会議などの重要会議に出席し、経

営判断のプロセスに関する正確な情報を適時に入手でき

る体制としています。監査役監査の実効性を向上させるた

め、会計監査人のほか、内部監査部門との連携を図ってい

ます。また、リスク管理・コンプライアンス、会計、労務を

担当する各部門から定期的に報告を受け、内部統制機能

の監視・検証を行っています。

　監査役には、取締役の業務執行に対し、必要に応じて意

見を表明する機会を設けています。また、当社の常勤監査

役および主要な子会社の監査役を出席メンバーとするグ

ループ監査役会を定期的に開催し、グループ経営の執行

状況に対する監視機能の強化に努めています。さらに、月

例の監査役会にあわせて、経営会議の議事内容について

担当執行役員が説明を行う場を設け、重要事項について

全監査役および社外取締役が詳細な把握を行うことがで

きる体制としているほか、監査役と代表取締役との意見交

換も定期的に行っています。

　以上のような取り組みを通じて、監査役が取締役の業務

執行に対する監視機能を、株主の視点に立って十分に果た

せるための体制を整えています。2023年12月期は監査

役会を14回、グループ監査役会を6回開催しました。

指名・報酬諮問委員会
　取締役会は、その諮問機関として、指名・報酬諮問委員

会を設置し、取締役・監査役候補者および執行役員の選任、

取締役・監査役・執行役員の解任、最高経営責任者および

執行役員の評価、取締役および執行役員の報酬などの決

定に関し、意見表明を求め、公正性・透明性を確保してい

ます。同委員会は、会長、社長およびすべての社外役員（社

外取締役4名および社外監査役3名）から構成され、委員

の過半数を社外役員が、委員長を社外取締役が務めるこ

ととしています。

取締役会の実効性評価と結果

　当社は、取締役会の実効性に関する自己分析・評価を定

期的に実施しています。認識された課題の改善に継続的

に取り組むことで、その実効性の向上に努めています。

取締役会・監査体制・監督機関の役割・構成

取締役の人数および構成比 監査役の人数および構成比 女性取締役の人数および構成比

40% 60%

60% 40% 80%

20%
社外取締役
4名

社外監査役
3名

社内取締役
6名

社内監査役
2名

男性取締役
8名

女性取締役
2名

2024年
3月28日現在

2024年
3月28日現在

2024年
3月28日現在

2023年の評価結果と今後の課題

● 経営陣のサクセッションプランに関するモニタリング
● 事業分野拡大に伴う新たな事業リスクへの対応　など

2022年12月期の 
実効性評価における主な課題

●  取締役会のモニタリング機能のさらなる充実化のため、案件説明時間の短縮等を通じて討
議時間を十分確保するなど、取締役会運営の一層の効率化を進める今後の課題

評価の方法
●  外部機関の助言を得ての全取締役および全監査役を対象としたアンケート（回答方法：無

記名方式、外部機関に直接回答することで匿名性を確保）および当該アンケート結果に対
する外部評価を実施

●  取締役会における当社コーポレートガバナンス基本方針で定められている取締役会の役割
などにかかる実施状況の確認

● 取締役および監査役との意見交換

評価の結果
●  当社取締役会は総じて実効的に機能している

2022年12月期評価で課題として認識された案件への取り組み
●  経営陣のサクセッションプランについては、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委

員会において意見交換等を行っており、今後も継続的に議論を行うことにより、取締役会
での議論活性化につなげていく

●  事業分野拡大に伴う新たな事業リスクへの対応については、新たにプロジェクトモニタリン
グ委員会を立ち上げ、経営会議や取締役会で附議された重要案件について、意思決定時
から事業開始時までの状況についてモニタリングを行い、リスクの適切な把握と損失の回
避を図るとしたことなどを確認

2023年12月期の 
実効性評価と結果
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役員報酬制度

　当社の取締役の報酬等は、以下の方針に基づき制度設

計しています。

取締役と執行役員の報酬
　社外取締役を除く取締役および執行役員の報酬は、①責

任と役割に応じた固定報酬、②短期インセンティブとして

の年次業績連動賞与、③中長期インセンティブとしての業

績連動型譲渡制限付株式報酬の3種類の報酬構成として

います。これにより、短期および中長期の視点による経営

への取り組みを促し、その成果に対して適切に報いること

ができる仕組みとしています。

　固定報酬は役位別に責任と役割に応じて額を決定し、例

月報酬として支給します。

　年次業績連動賞与の支給額は、役位別に定める所定の

標準賞与額に、各事業年度の基準利益（対象となる決算期

における連結経常利益から退職給付会計に係る数理計算

上の差異、および非支配株主に帰属する当期純利益を除

いた額）に比例して変動する支給率を乗じて算出した金額

を前提とし、総合的に判断して決定します。

　業績連動型譲渡制限付株式報酬は、中長期的な株主価

値向上を重視した経営を推進するため、各中期経営計画の

期間中（3年間）の業績を支給水準に反映させる仕組みとし

ています。具体的には、役位別に定める所定の標準株式

報酬額が、対象期間中における「TOPIX対比の当社株式

時価総額成長率に連動する部分（役位別標準株式報酬額

の2/3）」と、「SBT（Science Based Targets）に基づく温

室効果ガス排出削減目標の達成率に連動する部分（役位別

標準株式報酬額の1/3）」の2つで構成されます。

　社外取締役の報酬は、固定報酬としての例月報酬のみで

構成し、報酬額はその責任と役割に応じて決定しています。

監査役の報酬
　監査役の報酬は、基本報酬としての例月報酬のみとして

います。また、役員報酬の客観性、適正性を確保するため、

第三者による国内企業を対象とした調査結果を活用し、適

切な報酬水準の設定を行っています。

●  短期業績だけでなく、中長期的な業績・企業価値向上と
連動性の高い制度とします。

●  ESGと一体化した経営を推進する中で、新たに創出・提
供する価値と連動した制度とします。

● 当社の株主価値との連動を意識した制度とします。
●  長期ビジョン達成に必要な人財を確保・維持できる報酬

水準とします。
●  報酬決定プロセスにおける透明性・客観性を担保する制

度とします。

取締役および監査役の報酬等の総額（2023年12月期）

区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員の 
員数 
（人）例月報酬 業績連動報酬

（賞与）

非金銭報酬
（業績連動型譲渡制限付 

株式報酬）
取締役※4  489  276 144 69 6
監査役※4  51  51 ー ー 3
社外取締役  41  41 ー ー 4
社外監査役  34  34 ー ー 3

※4 社外取締役および社外監査役を除きます。
※5 上記には、2023年3月30日開催の第83期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名および社外取締役1名を含んでいます。
※6  非金銭報酬の金額は、3年間の評価期間後に交付する株式の見込数に応じた金銭報酬債権の支給見込額を算定し、当事業年度に費用計上する金額の69百万円を記載しています。

年次業績連動賞与の算定式

削減目標（％）

支給率（％）支給率（％）

120

100

70

70 100 120 21.7

インセンティブカーブ
インセンティブカーブ
（当初対象期間3年間）

0

100

0

株式時価総額
成長率のTOPIX
成長率対比（％）

基準利益（億円）

支給率（％）

180

100

36

200 1,000 2,000

インセンティブカーブ

0

※1 支給率は下限0%～上限180%とします。

賞与支給額＝役位別の標準賞与額×支給率※1

①  役位別標準株式報酬額の2/3に相当する全額×支給率※2（中期経営計画
期間中の当社株式時価総額成長率/同期間中のTOPIX成長率）

②  役位別標準株式報酬額の1/3に相当する金額×支給率※3（SBTに基づく
温室効果ガス排出削減中期経営計画目標の達成率）

①  株式時価総額成長率連動報酬 ②  サステナビリティ指標達成率連動報酬

取締役報酬構成比率（基準利益が1,000億円の場合のイメージ） 業績連動型譲渡制限付株式報酬の算定式

賞与 25% 15%

株式報酬

40%

固定報酬 60%① ②

③

役員ごとの連結報酬等の総額等（1億円以上である者）
　2023年12月期の取締役の報酬等の額は次のとおりです。

氏名 連結報酬等の総額
（百万円） 役員区分 会社区分

連結報酬等の種類別の総額（百万円）

例月報酬 賞与 業績連動型譲渡
制限付株式報酬

市川 晃  116 取締役 提出会社  65  34  16
光吉 敏郎  116 取締役 提出会社  65  34  16

※2 支給率は下限0%～上限120%とします。 ※3 支給率は下限0%～上限100%とします。

政策保有株式

　コーポレートガバナンス基本方針第5条において、以下

のとおり政策保有株式について規定しています。

1    当社は、取引先との長期的・安定的な取引関係の
維持・強化及び関係強化による当社事業の拡大等
の観点から、当社の中長期的な企業価値の向上に
資すると判断した場合、取引先等の株式を取得及
び保有する。

2    当社は、前項に基づき保有する株式（政策保有株
式）に関し、定期的に、取締役会において、保有に
伴う便益・リスクと資本コストとの関連性を分析す
るなど、当社の企業価値向上に繋がるかを検証し、
これを反映した保有のねらい・合理性の確認を行
うこととし、保有の合理性・必要性等を確認できな
いと判断した場合は、当該政策保有株式の縮減を
行う。

3    政策保有株式の議決権行使にあたっては、議決権
行使基準をもとに、当社の企業価値向上の観点か
ら総合的に判断し、適切に議決権を行使する。

　また、政策保有株式については、取締役会において、個

別の株式ごとにリターンと社内で設定しているハードルレー

トとの比較を行うほか、保有先との取引状況などについて

もそれぞれ検証し、保有の合理性や必要性を確認していま

す。検証の結果、保有の合理性や必要性が認められない

と判断した株式については、削減を進めています。

　政策保有株式にかかる議決権行使にあたっては、政策保

有先の業績が長期間低迷している場合や重大な法令違反・

不祥事が生じている場合などは、保有先と対話するなどの

情報収集を行うことにより、賛否などを判断することを基

準としています。

政策保有株式＊7の保有状況

※7 上場株式および非上場株式の合計

97 96 93 96 91

50,924 89,281 79,097 78,928 78,853

2020/3 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12

（銘柄数）

貸借対照表計上額の合計額（百万円）

2023/122022/122021/122020/122020/3
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経営の透明性の確保

情報開示の基本方針
　経営の透明性を高めるために、各種法令・規制などによ

り開示が必要とされる情報のみならず、株主・投資家に対

して社会的に開示することが有用と判断される事項につい

て積極的に迅速かつ公平な形で開示しています。

議決権行使の促進に向けた取り組み
　当社は、株主により理解を深めてもらうために、毎年招

集通知の早期開示に努めています。2024年3月28日に

開催しました第84期定時株主総会については、招集通知

の発送日（同年3月6日）の5日前である3月1日より当社ウェ

ブサイトおよびTDnetに電子提供措置として招集通知を

公表しました。さらに、電磁的方法（インターネットなど）に

より議決権を行使することができるほか、（株）ICJが運営

する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利

用した議決権行使を可能としています。

各種情報の開示
　株主総会では、分かりやすい報告・説明に努め、ウェブサ

イトでは決算短信・ファクトブック・決算概要説明資料といっ

た決算関連情報や住宅事業に関する月次受注情報など、豊

富なIR情報を和文版・英文版にて開示しています。また、

サステナビリティに関する詳細な取り組みについては、和

文版・英文版をウェブサイトにて開示しています。

　2017年3月期より、当社グループの中長期的な価値創

造に関する取り組みについて財務情報とESGに関連する

非財務の両面から情報発信を強化すべく、「統合報告書」を

発行しています。「統合報告書」以外にも、「定時株主総会

招集通知」も和文版・英文版を冊子やウェブサイトで開示

するなど、積極的な情報発信に努めています。

　今後のIR活動、実施済イベントについては、当社ウェブ

サイトをご覧ください。

税務ガバナンス

基本的な考え方
　住友林業グループの全ての役員および社員は、法令、社

会的規範および社内規則を遵守し、高い倫理観を持って行

動します。事業を進めていく際の基本的な考え方として定

めた「住友林業グループ倫理規範」において、正確な記録に

基づく公正な会計処理および税務処理を行うことを明記し、

国内外グループ会社の社員一人ひとりに配布しています。

税務実務においても指針を整備し、社員に対する啓発など

を通じ、税務コンプライアンスの維持・向上に努めています。

また、住友林業グループの9つの重要課題の一つに「強靭

な事業体制の構築」を掲げ、税務を含む事業戦略とサステ

ナビリティ戦略の連動を図っています。

税務ガバナンス体制
　税務はグループ財務機能の一部であり、財務責任者で

ある担当役員が責任を担っています。住友林業の経営企

画部が税務に関する業務を管理し、専門の知識を有する税

務担当社員を配置しています。国内外の税金の支払い状

況や税務調査の状況を適時に把握し、適切な対応を図ると

ともに、それらの情報およびグループの税務課題等につい

て速やかに担当役員に報告を行っています。また、グルー

プ全体を統括するリスク管理委員会において、税務を含む

コンプライアンス・企業倫理に関連するリスクを「重点管理

リスク」として、管理・モニタリングを実施しています。

サクセッションプラン

　当社グループは、最高経営責任者の選解任および後継

者の育成を経営の重要課題の一つと位置付けています。

2023年8月31日開催の指名・報酬諮問委員会では、経営

陣のサクセッションプランに関する意見交換を行いました。

役員トレーニング

　取締役、監査役および執行役員に対しては、その役割や

責務を適切に果たすために必要な研鑽体制を整備するとと

もに、就任時および就任以降も継続的に情報提供を行い、

研修の機会を提供しています。また、取締役会は適時、こ

れらの情報提供および研修の機会の提供が適切になされ

ているかを確認しています。

コーポレートガバナンス・コードへの対応状況

　当社は、（株）東京証券取引所の「コーポレートガバナン

ス・コード」に記載された各原則をすべて実施しており、コー

ポレートガバナンス報告書においてその旨を記載してい 

ます。

　コーポレートガバナンス報告書については、当社ウェブ

サイトをご覧ください。

IRカレンダー
h t t p s ://sfc.jp/information/ir/calendar/

コーポレートガバナンス報告書
h t t p s ://sfc.jp/information/company/pdf/
corporate_governance_report.pdf
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9   強靭な事業体制の構築

重要課題と関連するSDGs
以下表組における達成度評価について 
目標達成：●　目標未達前期比改善：▲　目標未達前期比悪化：××結果

評価指標（数値目標） 管理部署 2023年度
計画

2023年度
実績

2023年度
評価

2024年度
計画

業務プロセス統制 
（内部統制）の新規導入 建築・不動産事業本部 継続 実施 ● 継続

海外関係会社情報 
セキュリティレベル強化※ ITソリューション部 50% 45% ▲ 100%

取締役会の実効性の 
外部評価実施 総務部 検討 継続 ● 完了

TCFDシナリオ分析の 
実施および開示 サステナビリティ推進部

木材建材事業本部および
住宅事業本部の2部門で
再度実施を通じ、グループ
全体の影響を検討

木材建材事業本部および
住宅事業本部の2部門で
再度実施を通じ、グループ
全体の影響を検討

●
グループにおける対応策
を次期中計の事業部門別
戦略へ反映することを検討

※ 住友林業グループ独自のセキュリティベースレベル達成率

リスクマネジメント

リスク管理体制
　当社は、グループ全体のリスクマネジメント体制を強化

するため、「リスク管理規程」を制定し、執行役員社長を当

社グループのリスク管理最高責任者、本社管理部門および

本部の担当執行役員をリスク管理責任者、主管者をリスク

管理推進者に選任しています。同規程においては、環境・

社会・ガバナンス面のリスクを包括的に対象としています。

リスク管理委員会は、執行役員社長を委員長とし、委員は、

経営企画部・人事部・法務部・ITソリューション部・サステ

ナビリティ推進部の担当執行役員および各主管者、ならび

に各本部の本部長および管理担当部長とし、四半期に1回

開催しています。当委員会では、各部門から抽出されたリ

スク内容の分析、評価を行った上で重点管理リスクを選定

し、特に重要度の高い重点管理リスクの対応進捗について

優先的にモニタリングを行っています。

　この委員会の配下には、コンプライアンス小委員会およ

び事業継続マネジメント（BCM）小委員会を設置し、グルー

プ横断的なリスクと位置付けるコンプライアンスリスクお

よび事業中断リスクについて、対応の実効性を高めるため

の活動を展開しています。これらの活動内容は取締役会

に報告・答申し、経営層によるマネジメントレビューを実施

するなど、業務執行に反映させる仕組みを整備しています。

2023年12月期は、リスク管理委員会を4回、コンプライ

アンス小委員会を2回、BCM小委員会を2回開催し、取締

役会への報告を4回実施しました。

　「住友林業グループ倫理規範」に記載される環境・社会・

ガバナンス面におけるリスク、新興リスクへの対応につい

ては、実効性を高めるための具体的な活動を展開していま

す。例えば気候変動については、国際的動向や各部の事

業状況に鑑み、企業および部門レベルで重大な財務影響

を与えると考えられるリスクと機会を評価しています。

リスク管理教育
　住友林業グループ役職員のリスク感度を高め、文化とし

て定着させるため、入社時にはリスク管理とコンプライア

ンスに関する研修を実施しているほか、グループの全役職

員を対象に、毎年eラーニングを実施しています。コンプ

ライアンスおよびリスク管理は全社員の人事評価項目に含

めており、リスク管理教育の成果を確認しています。また、

住友林業の社外取締役・社外監査役を含む役員を対象に、

会社法やコーポレートガバナンス等に関する研修を定期的

に実施しています。

リスクの迅速な把握と対応
　当社グループでは、会社の経営に重大な影響を及ぼす

恐れのある緊急事態が発生した際、通常の報告ラインに加

え、本社リスク管理部門を通じて経営層に情報を迅速かつ

的確に伝達する「2時間ルール」報告を運用しています。こ

れにより、迅速かつ最善の経営判断、初動対応を講じ、損

失の回避や抑制を図っているほか、報告事例を集約・蓄積

し、再発防止や業務改善に役立てています。また、必要に

応じ広報部門より、重大な事実をステークホルダーに適時

適切に開示する体制を整備しています。

事業継続マネジメント

事業継続マネジメント体制
　住友林業グループでは、自然災害や感染症の拡大など、

企業の努力では発生の防止が極めて困難かつ本社機能へ

重大な影響を及ぼしかねない事業中断リスクに対応するた

め、事業継続マネジメント（BCM）小委員会を設置し、事業

継続マネジメント（BCM）体制の周知や強化および事業継

続計画（BCP）の策定、見直し・改善、計画に基づく訓練な

どを実施しています。2023年12月期は、同委員会を2回

開催し、グループ各社の事業継続体制の整備状況の点検

や、点検結果を踏まえた今後の体制整備および方向性の

解説を行いました。

重要業務の継続に向けた取り組み
　住友林業グループでは、2019年10月に「BCM規程」を

制定し、「本社機能が停止する可能性がある危機事象」と

「多数の住宅等において居住安全性を損なうような被害が

同時に発生する可能性がある危機事象」を想定し、事業継

続計画（BCP）を策定しています。当該BCPの中では、社

リスクマネジメントの詳細については、 
当社ウェブサイトをご覧ください。
h t t p s ://sfc.jp/information/sustainability/
governance/risk.html

住友林業グループのリスク管理体制図

「2時間ルール」とリスク情報の活用

事態発生

情報共有

伝達完了
・迅速かつ最善の経営判断
・適切な初動対応による損失の最小化
・再発防止と業務改善への活用

発生部署

住友林業
本社関係部門

リスク管理部門 
住友林業総務部

主管本部

経営層

リスク管理責任者

リスク管理推進者

リスク管理最高責任者

リスク管理最高責任者補佐 リスクの管理単位
リスク管理責任者の各担当分野
（主管する関係会社を含む）事務局長

リスク管理担当者

本部リスク管理責任者

リスク管理推進者

本部リスク管理責任者補佐

リスク管理担当者

社長

担当執行役員

本社

本部長

事業本部

ほかの本部執行役員（副本部長など）

主管者 ※ 子会社含む 主管者 ※ 子会社含む

主管者の指名者 主管者の指名者

総務担当執行役員（本社のリスク管理責任者と兼務）

総務部長

2
時
間
以
内
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員とその家族の安否確認、各種支払いなど具体的な重要

業務を定め、東京・大阪の2拠点において重要業務を継続

できる体制の構築、緊急用のIT機器の準備を行うなど影

響の最小化に取り組んでいるほか、緊急時の業務遂行にも

必要となる各種システムやデータの遠隔バックアップを行

うなどの対策も講じています。

　各被災現場においては、本社本部からの指揮命令系統

が断絶している状況においても、責任者による臨機応変な

判断・迅速な初動対応がなされる必要があるため、その対

応力を高めるための「初動対応模擬訓練」を実施していま

す。2022年12月期は計53名の拠点責任者・実務責任者

を対象にオンライン形式にて訓練を実施しました。また、

2023年10月には、「災害対策本部訓練」を実施し、危機事

象発生時に設置する災害対策本部のコントロールタワーと

しての機能の有効性や、疑似訓練を通じた各組織の役割の

確認を行いました。

サプライチェーンにおける事業継続強化の取り組み
　住宅事業においては、大災害によるサプライチェーンの

寸断に備え、部材メーカーや工務店などの取引業者と施工

物件の仕様や工程、現場の進捗状況などの情報を共有し、

先行的な原材料の調達や製造を可能にすることで、事業中

断リスクの低減に取り組んでいます。

コンプライアンス

コンプライアンス推進
　当社グループでは、グループ横断的なコンプライアンス

リスクに対応するため、リスク管理委員会の下部組織とし

て、総務部長が委員長を務め、グループ会社の主管部門

も含むリスク管理担当者で構成されるコンプライアンス小

委員会を設置しています。同委員会では、建設業法をはじ

め当社グループにとって重要な法令遵守のための管理体

制やツールなどのグループ標準を定め、コンプライアンス

リスクに効率的に対応しています。

　2023年12月期は同委員会を2回開催し、コンプライアンス

体制の継続的改善に取り組みました。こうした取り組みにより、

グループ全体のコンプライアンス担当者のボトムアップ、目線

あわせを図り、併せて危機意識を共有する機会としています。

　これらの活動は、四半期に1回、取締役会に報告・答申

し、 業務執行に反映させる仕組みを整備しています。また、

監査役や内部監査部門にも毎月活動報告をしているほか、

特に重要なグループ共通の取り組みやリスク情報について

は、グループ監査役会を通じて各社監査役と共有しており、

業務執行ラインの内外からのアプローチによるコンプライ

アンス推進体制を整備しています。

事業継続マネジメントの詳細については、 
当社ウェブサイトをご覧ください。
h t t p s ://sfc.jp/information/sustainability/
governance/bcp.html

内部通報制度（コンプライアンス・カウンター）
　住友林業グループでは、日常の業務に潜んでいる不正

の芽を早期に摘み取るための自浄機能を備えた職場環境

づくりに取り組んでいます。コンプライアンス違反を報告

する機能として2002年からコンプライアンス・カウンター

（相談窓口）を設置しています。さらに、住友林業グループ

がグローバルに事業展開している現状に鑑み、2019年10

月から海外の主要グループ会社に対しても共通の内部通

報窓口を設置しました。受付窓口には多言語対応が可能

な外部業者を利用しており、英語・中国語・インドネシア語・

ベトナム語・タイ語での通報が可能となっています。

海外子会社における内部統制の仕組み

　当社の建築・不動産事業では、現地に派遣した駐在員が

取締役として事業運営に参加しています。米豪主要各社

で職務権限規程を作成し、意思決定プロセスを明確化して

おり、事業運営契約書および職務権限規程に基づいて事

業運営がなされていることをモニタリングしています。内

部統制報告制度に係る業務プロセス統制については、業

務記述書の作成を行い、日常業務の「見える化」を通して、

問題点を洗い出す取り組みを推進しています。今後も、内

部統制報告制度の業務プロセス統制導入会社を順次増や

し、管理体制の整備・強化を進めていきます。また、米国

および豪州の各事業会社と中国の大連住林信息技術服務

有限公司（大連ITS）において内部通報制度を導入してい

ます。

不動産投資リスクの管理
　不動産投資リスク管理規程に基づく管理に加え、機動的

な対応が可能となるよう、各事業に応じた保有不動産のモ

ニタリングを実施しています。

住友林業グループの価値観を共有し、地域社会への責任を果たします
　2024年、Bloomfield Homes社は創立20周年を迎え、住宅の累計引渡しも15,000戸を
超える見通しです。2013年に住友林業グループの一員になった後も、常にお客様や地域社会、
環境への責任を重視してきました。遊歩道や公園、緑地スペースを建設することで、青空や
木々、新鮮な空気を提供し、住民・コミュニティに恩恵をもたらしています。皆さんが自然に接
し、運動したり、新鮮な空気で元気になる姿を見るのは喜ばしいことです。
　当社の有能で献身的なメンバーは、将来の成長を支える基盤を整え、進むべき道に胸を躍ら
せています。土地の開発や高品質住宅の建設、お客様をはじめとするステークホルダーの皆さ
んが暮らすコミュニティをサポートしていくことに、やりがいを感じています。住友林業グルー
プが持つ価値観を共有し、常に向上し続けるために協力していきます。

Bloomfield Homes社 
Chairman
Don Dykstra

海外グループ会社会長の声海外グループ会社会長の声

コンプライアンスの詳細については、 
当社ウェブサイトをご覧ください。
h t t p s ://sfc.jp/information/sustainability/
governance/compliance.html

米国でのガバナンス･リスク管理

職務権限規程による 
意思決定プロセスの明確化

内部監査室所属員の 
米国駐在による内部監査の強化

常勤取締役1名を含む 
現地人員体制の強化

贈収賄防止の 
徹底

内部統制(J-SOX)の 
導入による業務プロセス統制

内部通報制度の 
導入

不動産投資リスク 
管理規程に基づく管理と 

モニタリングの実施

業績管理指標等の
データベース化および

見える化の加速

コンプライアンス違反事例について
　2024年3月、当社は森林法に基づく森林経営計画の変更手続きの不履行による農林水産大臣認定取消しの行政処分を受けまし
た。2023年12月、資源環境事業部門の元社員が同計画の変更に関わる大臣認定書を自ら作成したことで、実際は変更認定を受け
ていない施業が一部で行われていることが判明しました。認定取り消しは、認定請求に定められた事項の不履行と同計画の内容と異
なる施業を行っていたことによるものです。事態が判明した後、認定範囲にない施業は中断していましたが、原因分析および再発防
止策を策定して新たに認定請求を行い、2024年5月末に新たな森林経営計画に対する認定をいただきました。
　今後、業務プロセスの改善はもとより、森林法をはじめとする関係法令および関連制度の定期的な研修実施によるコンプライアン
ス意識醸成およびマニュアル・インフラ類の整備など、再発防止に取り組んでまいります。
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　当社は2022年、長期ビジョン「Mission TREEING 2030」のもと中期経営計画（Phase1）を

スタートさせ、2024年が最終年となります。この間、ウッドショックの影響やアフターコロナへの

移行、海外金利の上昇・高止まり、国内経済の潮目の変化など、内外のさまざまな環境変化に対

応しながら、業績は総じて堅調に推移していると見ています。収益の牽引役である北米事業は金

利高の影響を受けつつも、現地パートナーとの良好な関係のもと住宅事業から川上事業への拡大

を図っています。また、国内住宅も持ち直してきているほか、財務面でも、健全性を維持しつつ

M&Aなどの投資を拡大しています。

　こうした計画の進展の中で、当社は、企業価値の源泉である「ウッドサイクル」という独自のビジ

ネスモデルにより、森林価値を創出し社会に還元、社会全体の「カーボンネガティブ」に貢献してい

ます。現在、衛星や「One Click LCA」を利用した炭素固定量計測技術の開発、脱炭素設計の標

準化などに加え、国内外の森林経営の高度化や米国で組成した森林ファンドの取り組みが進捗して

います。こうした脱炭素の達成度は役員報酬に連動させているほか、ESG推進委員会でのサステ

ナビリティ予算のモニタリングを取締役会に報告するなど、ESGと事業の一体化も進めています。

　今後の長期的な成長に向けては、事業面では脱炭素の新規事業を成長軌道に乗せつつ、住宅

事業と木材建材事業の構造改革を進め、市場が縮小する中でも付加価値のある事業にすることが

重要です。経営基盤面では、グループ全体での人財戦略および情報基盤整備とデータ利活用が

重要課題であることももちろんですが、成長投資の拡大と資本効率のバランスも検討していくべ

きでしょう。

　私は社外取締役として、長期的な成長に向けた課題を次期中計に反映させるとともに、さまざ

まなステークホルダーとの対話等を通して多様な視点を経営に取り入れながら、社会価値の実現

を通じた企業価値向上に貢献してまいります。

社外取締役　栗原 美津枝

社会価値の実現と
長期的な成長視点で企業価値向上に貢献

栗原社外取締役からのメッセージ

　当社の取締役会は、多様なバックグラウンドを有するメンバーで構成されていることに加え、取

締役会議長である市川会長のオープンかつ巧みな議事運営により、自由闊達で建設的な議論が

活発に行われていると思います。また、林業を祖業とし、「自利利他公私一如」の「住友の事業精

神」に基づく経営理念を持ち、「木と生きる幸福。」を創る会社らしい、時間軸の長い、持続可能性

を大事にする議論が多い点が特徴だと感じています。

　現中期経営計画については、米国FRBによる急激な金融引き締め政策の実施に伴う米国住宅・

不動産市場の落ち込みというマイナス要因があったものの、売上高、経常利益とも堅調に推移し、

全体としておおむね計画を達成できる見通しです。これまでの2年間では、長期ビジョンの目標達

成に向けてさまざまな取り組みが行われてきましたが、その要とも言うべき森林アセットファンド

や、木材コンビナートの第1弾と位置付けられるプロジェクトが多くの企業の協力も得て立ち上が

るなど、着実に成果が出てきている点も評価できると思います。

　ただ、これらの多くのプロジェクトの中には、「住友林業版プロジェクトＸ※」とでも言うべき難度

の高いイノベーティブな新規事業が少なくないこともあり、当初計画に比べて進捗が遅れている

ものが散見される点は注意が必要です。「Phase1」の最終年度となるこの1年で、遅れの原因を

明確にした上で的確な挽回策を講じることにより、長期ビジョン達成に向けての基盤固めを進める

ことが求められます。そのためには、脱炭素関連事業、非住宅中大規模木造建築事業などの新し

い事業分野の拡大を支える多様な人財の確保・育成や、DX推進・AI活用に一段と積極的に取り

組んでいくとともに、こうしたチャレンジングな課題に「自分ごと」として挑戦し続ける、活気あふ

れる職場づくりがますます重要になってきていると考えています。
※  「プロジェクトＸ～挑戦者たち～」：日本の産業史・現代史に残るプロジェクトに関わった人々の姿を描くＮＨＫのドキュメンタリー番組。

社外取締役　山下 泉

現中計の着実な成果を一層推進する
人財確保・育成がカギに

山下社外取締役からのメッセージ
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● 成長戦略を支えるガバナンス

社外取締役メッセージ



　多岐にわたる当社グループの事業は、「Mission TREEING 2030」に示されている「ウッドサイ

クル」の中に位置づけられます。脱炭素化に貢献できる当社の強みを発揮していくことが、さらな

る企業価値の向上につながると考えます。森林経営により森林のCO2吸収量を増やし、木材内部

での炭素固定を促し、その木材を建築物や家具に使用することで炭素固定を長期化し、バイオマ

ス発電でエネルギーを供給するという、事業全体の社会的意義を根本に据えつつ、取締役会にお

いては各事業部における個々の取り組みに目を配り、シナジー発揮のための適切な経営資源の配

分を考え、リスク管理の方法を検討するなど、将来に向けての舵取りが求められます。

　2023年度に行った森林ファンドの立ち上げは、当社のみならずほかの参画会社の資金も活用

し、森林経営による地球規模の価値の実現とクレジットの創出による持続可能な新たなビジネスモ

デルを確立するという意義があり、取締役会では仕組みの精緻化や想定されるリスクへの対応な

どが議論されました。また、インドネシアでの泥炭地管理ノウハウの活用や、中大規模木造建築

事業の拡大に向けての戦略も、重要なテーマとなっています。

　さらに、これらを支える人財の育成、活性化についても真剣に考えていきます。国内の少子高

齢化への対応や海外事業の拡大のための国際人財の強化、女性の活躍推進、キャリア採用の拡大

やコミュニケーションの円滑化などの課題に、経営陣が率先して取り組む必要があります。また、

社員一人ひとりが日々の業務を生き生きとかつ適切に遂行することが、当社グループへの信頼の

基礎であり、企業価値を支えていることを改めて認識し、環境を整えていかなければなりません。

社外取締役として、どのように貢献できるかを考え、実行していく所存です。

　2022年11月末に生成AIの代表格であるChatGPTが世に登場してから、わずか2か月で世界

中のアクティブ・ユーザーが1億人を超えました。最新のデジタル技術は影の部分もありますが、

短期間で世の中を大きく変化させていく力があります。テクノロジー以外にも最近ではコロナウ

イルスによるパンデミックや、ロシアのウクライナ侵攻、中東での戦争など社会の構造や価値観な

どを一変させる、いわゆるパラダイムシフトを強いる出来事が立て続けに起こっています。

　私は2024年に当社社外取締役に就任しましたが、4月に当社発祥の地である旧別子銅山跡地

を訪問し、今日に至るまでの歴史を学びました。長期間に及ぶ過度な伐採と煙害によって荒廃し

た周辺の山林に住友の先人が強い意志で植林を重ね、100年以上かけてついに元の緑豊かな山々

を取り戻したことに強い感動を覚えました。

　化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換するGX（グリーン

トランスフォーメーション)はバズワードになりましたが、森林の持つ力は再評価されています。デ

ジタル技術で二酸化炭素の排出量を可視化することができ、それによって具体的な対策が実現で

きます。日本のみならず、世界中でAIやIoTなどのデジタル技術を駆使することによってGXへ

の取り組みも加速できるでしょう。

　企業は植物や動物などの生き物と同じように成長の遺伝子を持っています。社会に貢献するこ

とによって、社会に受け入れられ、尊敬され、企業は大きく成長できるのです。デジタル技術とグ

ローバルで実践してきた会社経営のノウハウを生かし、330年の歴史を持つ当社に今日的に課せ

られた役割をどのように果たせば社会的な価値を創造できるのか、皆さまとともに考えていきたい

と思っています。

社外取締役　豊田 祐子 社外取締役　岩本 敏男

「ウッドサイクル」の強みを礎とする
事業の社会的意義を意識して
舵取りを進める

デジタル技術を活用した成長戦略を
ご一緒に考えましょう

豊田社外取締役からのメッセージ 岩本社外取締役からのメッセージ
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社外取締役メッセージ



代表取締役 取締役会長
市川 晃
1954年11月12日生

出席回数：15回／15回 
所有株式数：77千株

1978年 4月  当社入社
2007年 6月  執行役員
2008年 6月  取締役、常務執行役員
2010年 4月  代表取締役（現任）、 

取締役社長、 
執行役員社長

2020年 4月  取締役会長（現任）

重要な兼職の状況 
コニカミノルタ株式会社 社外取締役 
住友化学株式会社 社外取締役

社外取締役
豊田 祐子※

1970年8月21日生

出席回数：12回／12回※2 
所有株式数：0株

2000年 10月  弁護士登録  
西村総合法律事務所 

（現 西村あさひ法律 
事務所・外国法共同事業）

2002年 6月  法務省民事局付
2006年 4月  西村ときわ法律事務所 

（現 西村あさひ法律 
事務所・外国法共同事業）

2011年 4月  野村ホールディングス株式
会社 グループ法務部次長

2014年 12月  バークレイズ証券株式 
会社 コンプライアンス部
コントロールルーム室長

2015年 9月  シティユーワ法律事務所 
スペシャル・カウンセル

2023年 1月  同事務所 パートナー 
（現任）

2023年 3月  当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況 
弁護士

※2  2023年3月30日に取締役に就任して以
降の状況。

社外取締役
岩本 敏男※

1953年1月5日生

出席回数：ー回※3 
所有株式数：0株

1976年 4月  日本電信電話公社入社
2004年 6月  株式会社エヌ・ティ・ティ・

データ（現 株式会社NTT
データグループ）取締役 
決済ソリューション事業 
本部長

2007年 6月  同社 取締役常務執行 
役員 金融ビジネス事業 
本部長

2008年 6月  同社 取締役常務執行 
役員 金融分野担当

2009年 6月  同社 代表取締役副社長 
執行役員

2012年 6月 同社 代表取締役社長
2018年 6月 同社 相談役（現任）
2024年 3月 当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況 
株式会社NTTデータグループ 相談役 
株式会社大和証券グループ本社 
社外取締役 
東日本旅客鉄道株式会社 社外取締役 
株式会社三越伊勢丹ホールディングス 
社外取締役

※3  2024年3月28日に就任。

代表取締役
川田 辰己
1962年10月4日生

出席回数：15回／15回 
所有株式数：13千株

1986年 4月  当社入社
2016年 6月  執行役員
2017年 4月  常務執行役員
2018年 6月  取締役
2022年 1月  専務執行役員
2024年 1月  代表取締役（現任）、 

執行役員副社長（現任）

代表取締役 取締役社長
光吉 敏郎
1962年5月23日生

出席回数：15回／15回 
所有株式数：21千株

1985年 4月  当社入社
2010年 6月  執行役員
2011年 4月  常務執行役員
2014年 6月  取締役
2018年 4月  専務執行役員
2020年 4月  代表取締役（現任）、 

取締役社長（現任）、 
執行役員社長（現任）

社外取締役
山下 泉※

1948年2月1日生

出席回数：15回／15回 
所有株式数：0株

1971年 7月  日本銀行入行
1998年 4月  同行 金融市場局長
2002年 3月  アクセンチュア株式会社 

金融営業本部長
2003年 4月  日本郵政公社 常務理事
2005年 4月  同公社 総裁代理
2007年 10月  株式会社かんぽ生命保険 

取締役兼代表執行役社長
2012年 6月  同社 取締役兼 

代表執行役会長
2013年 6月  同社 取締役兼 

代表執行役会長 退任
2016年 6月  当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況 
株式会社イオン銀行 社外取締役

取締役
川村 篤
1965年2月24日生

出席回数：15回／15回 
所有株式数：18千株

1987年 4月  当社入社
2016年 6月  執行役員
2017年 4月  常務執行役員
2018年 4月  海外住宅・不動産事業 

本部副本部長
2020年 4月  海外住宅・不動産事業 

本部長
2020年 6月  取締役（現任）
2023年 1月  専務執行役員（現任）、 

海外住宅・建築・不動産 
事業本部長

2024年 1月  建築・不動産事業 
本部長（現任）

社外取締役
栗原 美津枝※

1964年4月7日生

出席回数：15回／15回 
所有株式数：0株

1987年 4月  日本開発銀行（現 株式 
会社日本政策投資銀行）
入行

2008年 6月  米国スタンフォード大学  
国際政策研究所 客員 
フェロー

2010年 6月  株式会社日本政策 
投資銀行 財務部次長

2011年 5月  同行 企業金融第4部  
医療・生活室長

2013年 4月  同行 企業金融第6部長
2015年 2月  同行 常勤監査役
2020年 6月  株式会社価値総合研究所 

代表取締役会長（現任）
2021年 3月  当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況 
株式会社価値総合研究所 
代表取締役会長 
中部電力株式会社 社外取締役 
株式会社日本政策金融公庫 
社外取締役

取締役
髙橋 郁郎
1959年10月4日生

出席回数：15回／15回 
所有株式数：13千株

1984年 4月  当社入社
2017年 10月  住宅事業本部副本部長
2018年 6月  執行役員、住宅・建築事業

本部副本部長
2020年 4月  常務執行役員（現任）、 

住宅・建築事業本部長
2022年 3月  取締役（現任）
2023年 1月  住宅事業本部長（現任）

取締役
大谷 信之
1971年5月30日生

出席回数：ー回※1 
所有株式数：0株

1995年 4月 当社入社
2015年 4月  海外事業本部海外管理 

部長
2018年 4月  海外住宅・不動産事業 

本部海外管理部長
2021年 4月 経営企画部長
2022年 1月  経営企画部長兼経営 

企画部業務革新室長
2022年 3月  執行役員、 

経営企画部長兼経営 
企画部業務革新室長 

（現任）
2024年 1月 常務執行役員（現任）
2024年 3月 取締役（現任）

※1  2024年3月28日に就任。

監査役（常勤）
角元 俊雄
1964年4月7日生

出席回数： 12回／12回※4　 
10回／10回※4

1988年 4月  当社入社
2017年 4月  総務部長
2020年 6月  理事、総務部長
2023年 1月  内部監査担当役員付
2023年 3月 監査役（現任）

※4  2023年3月30日に監査役に就任して以
降の状況。

監査役（常勤）
羽田 一成
1959年12月4日生

出席回数： ー回※5　 
ー回※5

1991年 12月 当社入社
2016年 4月 人事部長
2019年 6月  理事、人事部長
2024年 1月  内部監査担当役員付
2024年 3月 監査役（現任）

※5   2024年3月28日に就任。

社外監査役
鐵 義正※

1948年12月23日生

出席回数： 15回／15回　 
14回／14回

1976年 11月  監査法人第一監査事務所 
（現EY新日本有限責任 

監査法人）入所
1981年 8月  公認会計士登録
1987年 5月  センチュリー監査法人 

（現EY新日本有限責任 
監査法人）社員

1997年 8月  センチュリー監査法人 
（現EY新日本有限責任 

監査法人）代表社員
2011年 6月  新日本有限責任監査法人 

（現EY新日本有限責任 
監査法人）退職

2018年 6月  当社社外監査役（現任）

重要な兼職の状況 
公認会計士
大和自動車交通株式会社 社外監査役

社外監査役
松尾 眞※

1949年5月28日生

出席回数： 15回／15回　 
14回／14回

1975年 4月  弁護士登録
1979年 3月  米国ニューヨーク州弁護士

登録
1980年 9月  尾崎・桃尾法律事務所 

パートナー
1989年 4月  桃尾・松尾・難波法律事 

務所設立 
同事務所 パートナー 

（現任）
2018年 6月  当社社外監査役（現任）

重要な兼職の状況
弁護士
株式会社カプコン 社外取締役 

（監査等委員）
大正製薬ホールディングス株式会社  
社外監査役
Rapidus株式会社 取締役

社外監査役
河内 隆※

1957年9月24日生

出席回数： ー回※6　 
ー回※6

1982年 4月 自治省（現総務省）入省
1992年 4月 徳島県総務部財政課長
2000年 12月 京都市副市長
2004年 4月  総務省 自治財政局公営 

企業課公営企業経営企画
室長

2005年 4月  同省 総合通信基盤局 
電波部衛星移動通信課長

2006年 7月  内閣官房 内閣参事官 
（内閣官房副長官補付）

2010年 8月  同官房 内閣総務官室 
内閣審議官

2012年 9月  同官房 内閣総務官室 
内閣総務官

2015年 9月 内閣府 大臣官房長
2017年 7月 同府 事務次官
2019年 1月 同府 退官
2021年 3月  独立行政法人鉄道建設・

運輸施設整備支援機構  
理事長

2023年 6月  一般財団法人地域創造  
理事長（現任）

2024年 3月 当社社外監査役（現任）

重要な兼職の状況 
一般財団法人地域創造 理事長 
株式会社読売新聞東京本社 社外監査役

※6   2024年3月28日に就任。

取締役 監査役※は独立役員。出席回数は2023年12月期における取締役会への出席回数、所有株式数は2023年12月31日現在。 ※は独立役員。出席回数は2023年12月期における取締役会（上）・監査役会（下）への出席回数。
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役員紹介 （2024年3月28日時点）



執行役員

※は取締役兼務者。

地位 氏名 担当

執行役員社長 光吉 敏郎※

執行役員
副社長

川田 辰己※ 生活サービス本部 管掌 兼 総務・
法務・秘書・渉外・コーポレート･
コミュニケーション・人財開発・
D&I・ITソリューション・内部監査 
担当

専務執行役員 川村 篤※ 木材建材事業本部 管掌 兼 筑波
研究所 担当 兼 建築・不動産事
業本部長

常務執行役員 髙橋 郁郎※ 住宅事業本部長

大谷 信之※ 資源環境事業本部 管掌 兼  
財務・サステナビリティ推進 担当  
経営企画部長 兼 経営企画部業
務革新室長

桧垣 隆久 コーナン建設株式会社 取締役副
社長 兼 大阪本社（BCM） 担当

田中 耕治 生活サービス本部長

岩崎 淳 建築・不動産事業本部副本部長
（北米事業 担当） 兼 アメリカ住友
林業 取締役社長 兼 同社戸建事
業部長

細谷 洋一 木材建材事業本部長

堀田 一隆 資源環境事業本部長

執行役員 西川 政伸 資源環境事業本部（ジャカルタ 
駐在） 兼 シンガポール住友林業 
取締役社長 兼 株式会社NeXT 
FOREST 代表取締役社長

西周 純子 法務部長

神谷 豊 住友林業緑化株式会社 代表取締
役社長

島原 卓視 住宅事業本部関西支社長 兼  
大阪本社（BCM） 担当

戸崎 富雄 ITソリューション部長

飯塚 優子 サステナビリティ推進部長

乾 憲司 住宅事業本部副本部長（グループ
オーナー推進・イノベーション推
進・資材開発 統括） 兼 同本部住
宅企画部長

間庭 和夫 人事部長

櫻井 清史 住友林業ホームサービス株式 
会社 代表取締役社長

スキル項目の選定理由スキル・マトリックス

企業経営

国内外における森林経営、木材・建材の流通および
製造、住宅建築等、人々の生活に関わる幅広い分
野で展開する既存事業のさらなる成長に加えて、世
界的な脱炭素化への動きの中で長期ビジョンを達
成するためには、企業経営の経験を持つ取締役会
メンバーが必要である。

資源・環境

長期ビジョンにおいて森林経営による「森」と「木」
の価値向上を掲げており、森林のCO2吸収源とし
ての価値を訴求した新たな事業を展開し、また、
TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）の
提言に基づくシナリオ分析および情報開示の継続
的な実施ならびにSBT（Science Based Targets）
に基づいた温室効果ガス排出削減目標の達成に向
けた取り組み等を着実に進めるためには、資源・環
境の専門性・経験を持つ取締役会メンバーが必要
である。

建築・
不動産開発

長期ビジョンおよび中期経営計画において掲げる
中大規模木造建築事業の拡大と、不動産開発事業
を新たな収益の柱として育成・強化するために、建
築・不動産開発の専門性・経験を持つ取締役会メン
バーが必要である。

グローバル
長期ビジョンにおける事業方針として「グローバル
展開の進化」を掲げており、海外におけるグループ
事業領域と規模の拡大を進めるためには、海外で
の経験を持つ取締役会メンバーが必要である。

財務・会計
資本効率の向上および自己資本の充実を図りなが
ら、企業価値向上に向けた持続的な成長投資等を
実現するためには、財務・会計の専門性・経験を持
つ取締役会メンバーが必要である。

人財開発・
D&I

長期ビジョンにおいて「人と社会への価値」を高め
ることを掲げており、事業の多様化に対応した人財
の継続的確保と育成の強化、および社員のエンゲー
ジメントの向上、働きかた改革の推進、D&I（ダイ
バーシティ&インクルージョン）への取り組み等を
進めるためには、人財開発・D&Iの専門性・経験を
持つ取締役会メンバーが必要である。

法務・
リスク管理

持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現
するコーポレートガバナンス体制の整備やグローバ
ルな事業展開等を可能とするリスク管理体制構築
のためには、法務・リスク管理の専門性・経験を持
つ取締役会メンバーが必要である。

IT・DX

長期ビジョンにおいて「市場経済への価値」を高め
ることを掲げており、全社的にデジタル・トランス
フォーメーション（DX）を推進し、また、ITインフラ
の整備等を通じて生産性を向上するために、IT・DX
の専門性・経験を持つ取締役会メンバーが必要で
ある。

産業政策

長期ビジョンにおいて「市場経済への価値」を高め
ることを掲げており、森林のCO2吸収源のカーボ
ンクレジット化を通じた事業等を展開するためには、
社会との関わりの中で、政策面での枠組み作り等
が求められるため、産業政策の知見を持つ取締役
会メンバーが必要である。

役職 企業経営 資源・環境 建築・
不動産開発 グローバル 財務・会計 人財開発・

D&I
法務・

リスク管理 IT・DX 産業政策

取
締
役

市川 晃 代表取締役
取締役会長 ● ● ● ● ● ● ●

光吉 敏郎
代表取締役
取締役社長
執行役員社長

● ● ● ●

川田 辰己 代表取締役
執行役員副社長 ● ● ● ● ● ● ●

川村 篤 取締役
専務執行役員 ● ● ● ●

髙橋 郁郎 取締役
常務執行役員 ● ●

大谷 信之 取締役
常務執行役員 ● ●

山下 泉 社外取締役 ● ● ● ● ●

栗原 美津枝 社外取締役 ● ● ● ● ●

豊田 祐子 社外取締役 ● ●

岩本 敏男 社外取締役 ● ● ●

監
査
役

角元 俊雄 監査役 ● ●

羽田 一成 監査役 ● ●

鐵 義正 社外監査役 ●

松尾 眞 社外監査役 ● ●

河内 隆 社外監査役 ● ● ●
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● 成長戦略を支えるガバナンス

役員紹介



製品・サービス

木材・建材の取扱高国内No.1の企業として良質な資材の安定供給に努め
お客様とともに課題のソリューションに取り組む

常務執行役員
木材建材事業本部長

細谷 洋一

　木材建材事業では、日々変化していく市場環境に対応し、良質な資材の安定供給・確保に努める
のはもちろんのこと、業界を取り巻く状況や生産性向上など、お客様が直面する課題に対し、とも
にソリューションに取り組むことが使命です。またパラダイムチェンジである脱炭素社会の到来を
事業機会と捉え、さまざまなステークホルダーの皆様と取り組んでいます。
　2023年度は、流通事業では、取引先との連携強化に継続的に取り組んだほか、バイオマス発電
用の木質燃料の取り扱い拡大、国産材の活用、持続可能な植林木を使用した合板や建材の拡販に
引き続き注力しました。しかし新設住宅着工戸数の減少を背景に業績は伸び悩みました。製造事業
では、国内においてビルダー向けの建材の販売が増加したものの、インドネシアでの合板事業やパー
ティクルボード事業の市況低迷等もあり、業績は伸び悩みました。その結果、木材建材事業の売上
高は2,361億１百万円（前期比13.7％減）、経常利益は111億85百万円（同24.8％減）となりました。

中期経営計画の進捗 中期経営計画　　　P.40

　木材建材事業では、長期ビジョン「Mission TREEING 

2030」のもと、「ウッドサイクル」実現のための木材コンビ

ナート事業の推進、バイオマス発電向け燃料の長期安定供

給体制の構築に取り組んでいます。さらに、脱炭素設計の

普及・標準化を図る「One Click LCA」を軸とした日本市

場での取り組みや、労働力不足への対応として、ＤＸによる

業務合理化・生産性向上を図っています。また、現場での

省施工・プレワーク化ならびに構造計算サービスなどのソ

リューション営業の強化、国内外での製造事業拡大、海外

市場展開を進めています。

事業環境と強み

「ウッドサイクル」におけるセグメントの位置づけ 成長に向けた取り組み
●  木材コンビナート設立による木材生産性向上と

木質製品の安定供給、価格競争力の強化

●  バイオマス発電燃料の長期安定供給体制の確立
など、新たな商品・サービスの開発

●  脱炭素設計の普及・標準化に貢献する「One 
Click LCA」の展開加速

●  取引先が抱える課題解決に向けたソリューション
機能の強化

●  国内外における製造事業強化、海外事業のさらな
る展開

●  輸入木材の高騰などを背景とした国産材需要の高まり
●  木材の活用による、カーボンニュートラルに資する事業機

会の拡大

●  グローバルネットワークによる木質資源の調達力
●  自社の海外製造拠点を有し、製販一体による高付加価値

商品の開発、販売体制
●  グループ全体の川上分野（森林）から川下分野（建築）ま

での幅広い経営資源

従業員数
（2023年12月末時点）

売上高 経常利益

※  国内製造事業と海外製造事業の連結子会社の合計。      
※  2020年12月期より決算期を3月31日から12月31日に変更しています。決算期変更の経過期間となる2020年12月期は、2020年4月1日から2020年12月31日までの9か月決算と

なります。
※  計画数値は2024年2月14日時点の期初計画。
※  2024年12月期の業績については当社ウェブサイトをご覧ください。h t t p s ://sfc.jp/information/ir/library/statements/2024.html
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7,280名

海外
5,666名
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1,614名

国産材の利用促進

　当社は長期ビジョンの中で、木材の付加価値最大化と国

産材の利用促進につながる木材コンビナートの設立を掲

げています。その取り組みの第一弾として、2023年11月

に他社と共同し※1、（株）木
こ

環
わ

の杜
もり

を設立しました。福島県

いわき市に国産スギを中心に製材や木材加工品を製造す

る工場を新設し、2026年3月の稼働を目指しています。「木

環の杜」は、輸入材使用比率の高い住宅部材において国産

材活用を積極的に進め、その比率を高めていくことを狙い

としています。国内の新設住宅着工戸数が減少傾向にあ

る中で、国産材使用比率を高め、ウッドショックのような外

的要因に左右されず安定的に資材を供給できる体制を構

築し、再造林も含めた「ウッドサイクル」実現に向けた取り

組みを進めていきます。2030年の国産材利用100万m3

を目指し、さまざまな事業検討を進めています。
※ 1  恒栄資材株式会社（本社：東京都渋谷区）、和田木材有限会社（本社：福島県いわき

市）、住友林業株式会社、3社の共同。

お客様が抱える課題の解決に貢献するさまざまなソリューションビジネス
　建材流通事業者向けの見積業務合理化サービス「JUCORE見積」を2023年9月より開始しました。これにより、建材流通事
業者の見積作成業務における「省人化」「脱・属人化」「データの可視化」を実現し、お客様の働き方改革を支援しています。ま
た、建築現場配送の効率化を実現する「JUCORE物流」を、2024年1月より首都圏にて事業開始しました。今後、中部圏、近
畿圏への展開を予定しており、商物分離の徹底、小半径、高積載、高回転をコンセプトとしたラストワンマイルの共同現場配送
により、持続可能な建築現場配送を実現します。
　構造設計支援サービス「構造エクスプレス」では、ビルダーやプ
レカット工場の業務効率の改善や、ビルダーが耐震等級3を取得し
やすい仕組みを提供することで、良質な住宅の普及に貢献します。
また、建物の環境負荷を見える化するソフトウェア「One Click LCA」
の普及により、脱炭素設計スタンダード化を実現するとともに、木
材・建材メーカーに対するEPD取得サポートやLCA算定サービスな
ど幅広い脱炭素事業を展開します。

事業環境 強み

クラウドシステム活用でスムーズなデータアクセスを実現

脱炭素設計の
スタンダード化

ウッドチェンジの
推進

JUCORE見積イメージ
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● 事業ポートフォリオ

木材建材事業
木材建材セグメント

https://sfc.jp/information/ir/library/statements/2024.html


製品・サービス

木ならではの風合いと機能を活かした住宅を提供
エネルギー消費量が正味ゼロとなるZEH仕様住宅の受注拡大

取締役　常務執行役員
住宅事業本部長

髙橋 郁郎

　住宅事業では、木ならではの風合いと機能を活かした「より長く住みたい、快適な住宅」を提供
するため、戸建注文住宅事業をはじめ幅広い事業を展開しています。
　戸建注文住宅事業では、WEBを用いた受注活動やSNSを活用した販売促進に注力するととも
に、エネルギー消費量が正味ゼロとなるZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）仕様住宅の受注
拡大に努めました。賃貸住宅事業ではデザインと性能を両立した賃貸用木造マンションを軸に、
受注活動を推進しました。リフォーム事業では、独自の耐震技術や省エネリフォームのメリットを
お客様に訴求しました。その結果、売上高は5,340億28百万円（前期比5.0％増）、経常利益は
327億84百万円（同112.3％増）となりました。

中期経営計画の進捗 中期経営計画　　　P.40

　戸建注文住宅事業では2023年10月、各世代のニーズ

に幅広く対応できる平屋商品「GRAND LIFE（グランド ラ

イフ）」をリニューアルし、住宅と庭の一体設計や効率的な

家事動線を取り入れる等の改良を行いました。ZEH仕様

住宅の受注拡大とともに、工期短縮等を通じて施工効率化

を図ることにより、収益力の改善に一層注力していきます。

賃貸住宅事業では、賃貸用木造マンション「Forest Maison 

GRANDE（フォレストメゾン グランデ）」の受注拡大に引き

続き注力します。分譲住宅事業では優良な事業用地の取

得を強化、リフォーム事業では、戸建リフォーム商品

「Reforest」を提案し、独自の耐震技術を活かしたリフォー

ムの受注拡大に努めます。また、2023年7月には笹沢建

設の事業を譲り受け、軽井沢地域を中心とした別荘事業等

の拡大に取り組んでいます。

事業環境と強み

「ウッドサイクル」におけるセグメントの位置づけ 成長に向けた取り組み
●  事業構造改革と収益基盤の再構築

●  ZEH、LCCM住宅の販売拡大

●  デジタルマーケティングのさらなる推進

●  重点事業拡大に向けた人財確保および育成強化

●  オーナーとのつながりを維持していくためのイ
ンフラ整備や仕組みづくりの加速

●  高齢化やデジタル化に伴う消費者ニーズ・ライフスタイル
の変化

●  国内の人口減少による新設住宅着工戸数の減少
●  各種建築資材のコストアップ

●  当社独自のBF構法、多様なニーズに対応できる商品構成
と技術力、外構と一体の建物提案力と施工力

●  グループの総合力、木材および木質部材調達の国内外ネッ
トワーク、取引工務店、工事店との協力体制

●  長年培ってきた木造建築におけるブランド力
●  国内の住宅引渡し棟数（累計）約35万棟のオーナーとの

リレーション

従業員数
（2023年12月末時点）

売上高 経常利益
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住宅事業（販売）総利益率推移（単体）
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事業の主な数字（2023年度実績）
●  国内販売引渡棟数　　 

戸建注文住宅・賃貸住宅・ 
戸建分譲住宅 合計　9,295棟

●   新築戸建注文住宅におけるZEH受注比率 79.7%

●  炭素固定量※1 197,247t-CO2

※1  戸建注文住宅・賃貸住宅・戸建分譲住宅・建築事業で使用した実際の木材使
用量を樹種別に分け、各々の比重を基に炭素含有量を算出し、CO2固定量を
計算。

平屋商品「GRAND LIFE」リニューアル 年間3,000棟の受注を目指す
　近年、上下移動のないスムーズな家事動線などが多忙な子育て世代やファミリー層から好評を得て、平屋の受注が堅調に推
移しており、2018年以降5年連続で増加しています。なお、2023年1月～2024年5月の平屋のご契約者のうち、30～40歳
未満が36%を占めています。
　各世代のニーズに幅広く対応できる平屋を目指して、2023年10月、注
文住宅の平屋商品「GRAND LIFE（グランド ライフ）」をリニューアルしま
した。住宅と庭の一体設計や効率的な家事動線など、従来人気がある項
目の改良に加え、ファミリー層へは屋根裏空間の有効活用なども新たに提
案し、年間3,000棟の受注を目指します。

平屋受注率（%）
年 2018 2019 2020 2021 2022 2023

受注率 27 28 31 35 39 43 深い軒の水平ラインを活かした外観

ZEH比率（受注ベース）（%）

20/3 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12（計画）

ZEH比率（受注ベース） 51.0 51.5 67.4 77.2 79.7 80.0

※  Nearly ZEHなどを含む。2019年3月期より狭小地のZEH Oriented、2020年3月期より多雪地域のZEH Orientedを含む。
※  2020年12月期より北海道を含む。
※  算出期間：会計期間（2020年12月期のみ2020年1月～12月）。

事業環境 強み

脱炭素設計の
スタンダード化

※ 計画数値は2024年2月14日時点の期初計画。

※  2020年12月期より決算期を3月31日から12月31日に変更しています。決算期変更の経過期間となる2020年12月期は、2020年4月1日から2020年12月31日までの9か月決算
となります。

※  計画数値は2024年2月14日時点の期初計画。
※  2024年12月期の業績については当社ウェブサイトをご覧ください。h t t p s ://sfc.jp/information/ir/library/statements/2024.html
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● 事業ポートフォリオ

住宅事業
住宅セグメント
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従業員数
（2023年12月末時点）

売上高 経常利益
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（9M） （計画）

（億円）

8,735 9,481

6,446

3,5243,994

12,740

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

24/1223/1222/1221/1220/1220/3

2,000

1,500

1,000

500

0

（9M） （計画）

（億円）

1,618

1,1251,043

440345

1,325

4,797名

海外
4,387名

国内
410名

※  2020年12月期より決算期を3月31日から12月31日に変更しています。決算期変更の経過期間となる2020年12月期は、2020年4月1日から2020年12月31日までの9か月決算
となります。

※  計画数値は2024年2月14日時点の期初計画。
※  2024年12月期の業績については当社ウェブサイトをご覧ください。h t t p s ://sfc.jp/information/ir/library/statements/2024.html

※ 計画数値は2024年2月14日時点の期初計画。

海外不動産・宅地開発への投資は3年計画をほぼ達成
2024年度は次期中計を見据え脱炭素に貢献する投資を推進

取締役　専務執行役員
建築・不動産事業本部長

川村 篤

　当事業は2024年、海外住宅・建築・不動産事業セグメントから建築・不動産事業にセグメント
名を変更しました。2023年度は金利上昇の影響による利益率低下や米国不動産開発事業の売
却物件減少により、売上高は9,481億円（前期比8.5％増）、経常利益は1,125億円（同30.4％減）
となりました。中期経営計画3か年の投融資計画約3,000億円のうち、建築・不動産事業では脱
炭素関連の木造非住宅に300億円、不動産・宅地開発等に1,300億円の投資を予定しています。
海外不動産・宅地開発等については、2023年実績で860億円を投資し、2022年度からの累計で
1,289億円、進捗率は99%に達しました。2024年度は、欧州での木造非住宅事業への投資な
ど、次期中期経営計画の基盤となる脱炭素に貢献する投資を推進していきます。

中期経営計画の進捗 中期経営計画　　　P.40

　建築・不動産事業は、底堅い米国戸建住宅市場の成長

性を追い風として、進出エリアごとのニーズにあわせた施

策が奏功し、2023年12月期のセグメント別経常利益は期

初計画を大幅に上回りました。米国の戸建住宅事業は

2023年12月以降受注戸数が増加基調で、2024年度は

前年を上回る受注を予想しています。米国不動産開発事

業では2023年11月にJPIグループを子会社化し、当社グ

ループの集合住宅着工戸数が大幅に伸長、事業エリアも

拡大しました。引き続き足元の金利や市況を注視しつつ、

中長期的視点で優良な案件を厳選し事業化を進めます。豪

州事業は、既存の戸建住宅事業に加えて宅地開発や中大

規模木造建築事業等で一層の成長を目指します。アジア

事業では既存プロジェクトの推進と、新規事業機会の創出

に注力します。

　当社はグループのビルダー5社を通じ、西海岸から東海

岸に及ぶ16州で住宅事業を展開しています。2003年の

米国市場進出以降、現地グループ企業の経営陣や従業員

と、常に経営理念などの価値観を共有し、地域独自の住文

化や風土、建築工法も大切にしながら、ノウハウを蓄積し

ています。2023年度の当社グループの引渡戸数は全米

8位相当規模に成長しており、地域に根差した事業運営を

行うローカルビルダーとしての経験・実績と、資金力や資

材調達力、統一されたガバナンスといったナショナルビル

ダーとしての優位性がバランスされた、ユニークなポジショ

ンを築いています。施工品質や環境性能、デザイン性の

向上に努め、マーケットのニーズに合致した住環境や洗練

されたコミュニティを提供することで、さらなる事業の拡

大・発展を進めていきます。

米国戸建分譲住宅事業エリア

DRB社
PA：ペンシルベニア州
MD：メリーランド州
WV：ウエストヴァージニア州
VA：ヴァージニア州
NC：ノースカロライナ州

SC：サウスカロライナ州
DE：デラウェア州
GA：ジョージア州
AL：アラバマ州
FL：フロリダ州

WA

UT CO

AZ
TX

SC
GA

FL

AL

TN NC

VA MD
DE

PA

WV

MainVue Homes社
WA：ワシントン州

Bloomfield Homes社
TX：テキサス州

Edge Homes社
UT：ユタ州

Brightland Homes社
TX：テキサス州　　GA：ジョージア州
AZ：アリゾナ州　　FL：フロリダ州
CO：コロラド州
TN：テネシー州

「ウッドサイクル」におけるセグメントの位置づけ 成長に向けた取り組み

戸建分譲住宅事業米国 特集① グローバル展開の進化　　　P.26

MainVue Homes社 Edge Homes社 Brightland Homes社 Bloomfield Homes社 DRB社

戸建分譲住宅事業会社
の施工例

21/12 22/12 23/12 24/12
（計画）

11,230 10,244 10,221 11,785

米国戸建住宅の販売推移 （単位：戸）

●  2030年の引渡戸数23,000戸達成
に向けた事業インフラの整備

●  FITP事業を当社グループ事業エリ
アで順次拡大

米国戸建
分譲住宅事業

●  事業拡大と安定した収益ポートフォ
リオの構築

●  集合住宅、戸建賃貸住宅、物流施
設等の案件組成

●  オフィス案件では脱炭素に貢献する
マスティンバー案件を組成

米国不動産
開発事業

●  2030年に戸建販売5,500戸の達
成を目指す

●  ランドスケープ、宅地開発、中大規
模木造建築事業等の安定した収益化

豪州

●  EDGE認証取得等の環境配慮型住
宅の取り組み促進アジア

事業環境と強み
●  経済成長や人口増加による住宅需要の拡大
●  資材コストおよび労務費の上昇による建設コストの上昇
●  住宅価格や金利上昇によるアフォーダビリティの低下、住

宅需要の浮き沈み
●  国や地域によってESGに関する考え方に違いがあること

●  多様な住宅・不動産開発の関連事業により構築されたポー
トフォリオ

●  木材建材事業や資源環境事業を通じて世界に広がるネッ
トワーク

●  地域に根差した事業運営を行う経験豊富な事業パートナー

事業環境 強み

脱炭素設計の
スタンダード化

ウッドチェンジの
推進
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脱炭素社会への貢献

　アジア事業では現在、ベトナム、インドネシア、タイにお

いて分譲マンション開発事業や戸建分譲事業に現地企業と

の協業で取り組んでいます。アジアは人口増加を背景に

経済発展と旺盛な住宅需要が見込まれるとともに、環境へ

の意識の高まりから環境配慮型住宅も注目されつつありま

す。当社グループのネットワークを活かしシナジー効果の

発揮が期待できるエリアを中心に住宅・不動産開発事業を

拡大するとともに、EDGE認証※2など環境認証の取得や環

境負荷の低い住宅の供給を通じて脱炭素社会の実現に貢

献していきます。
※2  EDGE（Excellence in Design for Greater Efficiencies）：世界銀行グループの

IFC（国際金融公社）が2014年に導入したグリーンビルディング認証。現在170か
国以上で利用されている。

　豪州住宅・不動産開発事業では、グループ会社3社がメ

ルボルン、ブリスベン、シドニー、アデレード、パースの主要

5都市で事業を展開しています。豪州は移民政策により安

定的な人口増加が見込まれます。また、同国経済はインフ

レ対策として利上げが進められる中でも底堅さを維持し、資

材価格上昇や職人不足などの課題も解消されつつあります。

一方で、旺盛な住宅需要を背景に住宅価格は高騰しており、

アフォーダブルな住宅の供給が急務です。当社は2024年

3月、クイーンズランド州政府が支援するアフォーダブル住

宅促進プロジェクトの一つである、賃貸用集合住宅（BTR）

開発事業へ参画しました。アフォーダブル住宅の供給不足

という社会課題の解決に取り組むと同時に、ESGにも配慮

した開発を推進していきます。

　当社の100%子会社、Crescent Communities社（以

下、Crescent社）は、雇用成長率および人口成長率の高

いサンベルトエリア※1を中心に、集合住宅、商業複合施設、

物流施設などの開発を行っています。2022年にはSFCア

セットマネジメント社とともにESG配慮型の不動産開発私

募ファンドを組成し、本格的にアセットマネジメント事業に

も進出しました。2023年11月には、主にテキサス州とカ

リフォルニア州で集合住宅の開発事業を行うJPI社を当社

グループに迎え、事業エリアをさらに拡大しました。また、

SFA MF Holdings社は、Trammell Crow Residential

社、Fairfield社などの現地有力デベロッパーとの協業によ

る不動産開発も展開しています。
※1  サンベルトエリア：米国南部のカリフォルニア州からノースカロライナ州に至る、北

緯37度線以南の温暖な地域。

　2021年、Crescent社が中心となって、米国戸建賃貸

事業に本格参入しました。DRB社やBrightland Homes

社が土地調達と建築請負を行い、当社グループが有する

戸建分譲住宅事業と不動産開発事業それぞれのノウハウ

を集約した事業体制を確立しています。2023年1月には

Brightland Homes社を通じて、フロリダ州で戸建賃貸住

宅の開発および賃貸管理を行うSouthern Impression 

Homes社をグループ化し、同州で賃貸管理事業にも参入

しました。今後、他州でも戸建賃貸住宅の建築、販売、管

理事業を展開し、事業の多角化を進めていきます。

　2022年に英国Bywater社との協業によりロンドン市内

で6階建て木造オフィスビル開発に着手し、欧州での不動

産開発事業を開始しました。2023年2月には不動産開発

事業会社をBywater社と共同で設立し、英国不動産市場

に本格参入しました。欧州でも、日本企業トップクラスの

欧州産木材取扱高を誇る当社のネットワークを活用し、欧

州林産企業とも協力することで、環境に配慮した木造、木

質化不動産開発を推進していきます。

マンション開発事業

タイ

戸建分譲開発事業

タイ

マンション開発事業

ベトナム

低層住宅開発事業

ベトナム

戸建分譲開発事業

インドネシア   

戸建分譲開発事業

インドネシア   

Henley Properties社 Wisdom Properties社 Scott Park社

戸建住宅事業会社の施工例豪州戸建住宅事業エリア

WA

QLD

SA
NSW

VIC

Henley Properties社
VIC：ヴィクトリア州
QLD：クイーンズランド州
NSW：ニューサウスウェールズ州
SA：南オーストラリア州

Wisdom Properties社
NSW： ニューサウスウェールズ州

Scott Park社
WA：西オーストラリア州

Adelaide

Perth Sydney

Melbourne

Brisbane

住宅・不動産開発事業豪州

不動産開発事業米国

戸建賃貸分譲事業米国

合弁会社を設立し不動産開発事業に参入英国

住宅・不動産開発事業アジア

特集① グローバル展開の進化　　　P.26

21/12 22/12 23/12 24/12（計画）

3,169 2,787 3,402 3,385

豪州戸建住宅の販売推移 （単位：戸）

21/12 22/12 23/12

プロジェクト数 総戸数 プロジェクト数 総戸数 プロジェクト数 総戸数

集合住宅 27 8,631 33 10,533 62 20,629

戸建賃貸住宅 4 398 5 440 5 447

商業複合施設 11 ― 16 ― 19 ―

開発案件数の推移（建設着工済（期末時点））

米国不動産開発事業エリア

Crescent社の施工例

Salt Lake City
Denver

Washington, D.C.

Charlotte

Nashville

Atlanta
Phoenix

Dallas Houston

Raleigh

Charleston
Orlando
Tampa

中大規模木造建築事業を国内外で展開
　木造建築は木材が吸収した炭素を長期間固定し、脱炭素化に貢献できることから、国内外で中大規模木造建築（マスティン
バー建築※3）の需要が高まっています。当社では、ネットゼロカーボンビル※4の実現を目指し、大規模木造オフィスビルの共同
開発事業を進めています。2023年10月には豪州・メルボルンに15階建木造オフィスビルが竣工しました。2030年までに戸
建住宅を含めて海外で年間40,000戸の住宅供給を目指すとともに、脱炭素社会の実現に向けて、中大規模木造建築事業をグ
ローバルに展開していきます。
※3 CLT、LVL等、複数の木材を組み合わせて成形した、比較的質量や体積の大きいエンジニアードウッドである「マスティンバー」を用いた建築のこと。
※4 使用時に排出されるCO2（オペレーショナルカーボン）を実質ゼロにする建築物。

LA
San Diego 

※ 計画数値は2024年2月14日時点の期初計画。
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脱炭素社会への貢献

森林資源を最大限に活かし、社会全体の脱炭素化に貢献していきます

常務執行役員
資源環境事業本部長

堀田 一隆

　資源環境事業は、森林資源を最大限に活かすビジネスを展開しています。国内外の森林ビジネス
では「保続林業」の考え方に基づき、FSC®など第三者による森林認証を取得した森林を含む約28.6
万haの森林を保有・管理し、生物多様性の保全や地域社会の発展に貢献しています。国内では主に
木質資源を有効活用する再生可能エネルギービジネスも運営しています。さらに、森林アセットマネ
ジメント事業会社Eastwood Forests社を通じて森林ファンドを組成し、保有･管理する森林面積を
増やすことで、社会全体のカーボンオフセットに貢献していきます。（FSC®ライセンス番号：FSCC113957）

　2023年度は、再生可能エネルギー事業では、合同会社「杜の都バイオマスエナジー」（2023年11
月営業運転開始）のほか、全国5か所で木質バイオマス発電事業所が安定的に稼働したものの、燃料調
達コストの上昇により、業績は伸び悩みました。森林資源事業では、ニュージーランドでの中国向け原
木の販売価格低迷や、物価上昇による伐採・搬出コスト増で、業績は低迷しました。資源環境事業全体
の売上高は248億42百万円（前期比13.6％増）、経常利益は5億64百万円（同59.4％減）となりました。

中期経営計画の進捗 中期経営計画　　　P.40

　2023年3月にNTTコミュニケーションズ（株）と、Jクレ

ジット制度の森林由来カーボン・クレジット創出・流通を活

性化するプラットフォームサービス提供に向けた協業を開

始しました。

　また、同年6月には日本企業10社、出資総額規模約600

億円で森林ファンド「Eastwood Climate Smart Forestry 

Fund I」を組成しました。北米、中米を中心に対象となる

森林アセットの取得を進めています。プラットフォームサー

ビスの提供や森林ファンドの組成・運営を通じて森林価値

の最大化と脱炭素社会の実現を目指します。

　また、再生可能エネルギー事業では、安定的な燃料調

達等を通じて各発電事業所の安定稼働に引き続き努めて

いきます。森林資源事業では、販売先の拡大等に取り組

んでいきます。

事業環境と強み
●  気候変動対策としての温室効果ガス排出量削減へ向けた

機運の高まり
●  持続可能な社会の実現に向けて環境に配慮した消費行動

の定着

●  森林経営に関するさまざまな技術やナレッジの蓄積
●  世界で初めて成功した持続可能な熱帯泥炭地管理技術
●  再生可能エネルギー発電のノウハウ、グループネットワー

クによる燃料調達力

従業員数
（2023年12月末時点）

売上高 経常利益

24/1223/1222/1221/1220/1220/3

300

0

200

100

（億円）

193

（計画）（9M）

219
248

270

223

151

（億円）

（計画）（9M）
24/1223/1222/1221/1220/1220/3

14

6

15

39

17

36

0

10

20

30

40

1,396名

海外
1,261名

国内
135名

※  2020年12月期より決算期を3月31日から12月31日に変更しています。決算期変更の経過期間となる2020年12月期は、2020年4月1日から2020年12月31日までの9か月決算と
なります。

※  計画数値は2024年2月14日時点の期初計画。
※  2024年12月期の業績については当社ウェブサイトをご覧ください。h t t p s ://sfc.jp/information/ir/library/statements/2024.html

当社の木質バイオマス発電所（2023年12月末時点）

川崎 紋別 苫小牧 八戸 苅田 杜の都
事業地 神奈川県川崎市 北海道紋別市 北海道苫小牧市 青森県八戸市 福岡県京都郡 宮城県仙台市
営業運転開始 2011年2月 2016年12月 2017年4月 2018年4月 2021年6月 2023年11月
当社出資比率 34% 51% 20% 52% 41.5% 15.0%
発電規模 33MW 50MW 6.2MW 12.4MW 75MW 75MW
燃料 建築廃材 ほか 林地未利用木材 ほか 林地未利用木材 ほか 林地未利用木材 ほか 輸入木質ペレット ほか 輸入木質ペレット ほか

■ 人工林
■ 天然林
■ その他

北海道
1.8万ha

19.5%
6.7%

73.8%

本州
0.6万ha

61.2%

5.1%

33.7%

四国
1.5万ha

61.8%

14.9%

23.4%

九州
0.9万ha

68.6%

9.2%

22.2%

森林の保有・管理面積（2023年12月末時点）

約4.8万ha 約23.8万ha

パプアニューギニアインドネシア ニュージーランド

国内 海外

約3.6万ha約3.1万ha約17.1万ha

AIを活用した熱帯泥炭地の地下水位予測
　（株）IHIとの合弁会社である（株）NeXT FOREST※1は、AIスタートアップの（株）Recursiveと協業し、熱帯泥炭地※2の管理
に不可欠な地下水位予測を行うことができる初期AIモデル（AI水理モデル）を構築しました。本技術の導入により、これまでは
住友林業の経験豊富な技術者にしかできなかった地下水位予測がAIでできるようになりました。NeXT FOREST社は今後、当
AIモデルを活用し、インドネシアなど世界の熱帯泥炭地において、CO2排出削減や
森林火災の抑制に貢献していきます。
※1 2023年2月、熱帯泥炭地を適切に管理するコンサルティングサービスの提供を目的に設立。
※2  植物の遺骸が水中で分解されずにできる泥炭が堆積した土地のこと。地下水位が下がり乾燥すると、炭素

を多く含む泥炭が分解・消失するだけでなく非常に燃えやすくなるため、地下水位管理が極めて重要。

事業環境 強み

循環型森林
ビジネスの加速

「ウッドサイクル」におけるセグメントの位置づけ 成長に向けたKPIと取り組み
●  森林経営面積の拡大、グループ他事業との連携

強化による森林の価値向上

●  森林管理技術の高度化、人財育成の強化を通じ
たオペレーションの生産性・安全性の向上

●  FIT（固定価格買取制度）を背景とした電源の安
定稼働、卒FITを見越した新たなバイオマス燃
料の開発

●  吸収源ビジネスを核とした新たな森林価値の創
造による事業拡大

AIによる地下水位予測を反映した3D地形図マップ

ウッドチェンジの
推進
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資源環境事業
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サービス

介護事業や宿泊事業など社会課題の解決や
多様なライフスタイル・価値観に寄り添う事業を展開

常務執行役員
生活サービス本部長

田中 耕治

　生活サービス事業では、有料老人ホームや在宅介護などの介護事業を中心に人々の暮らしをサ
ポートする幅広いサービスを展開しています。また、産官学の協働プロジェクトとしてオープンし
た商業複合施設の開発に参画するなど、地域経済の活性化にも取り組んでおり、社会課題を解決
し、あらゆる人生のステージに安心で豊かな暮らしを提供しています。地方創生、地域活性化に
つながる事業として開始した三重県・多気町の商業複合施
設「VISON」での宿泊事業は、引き続き商業施設との連
携により、収益力の拡大と安定運営を目指していきます。
生活サービス事業を含むその他セグメントの2023年度の
売上高は260億38百万円（前期比6.0％増）、経常利益は
21億93百万円（同13.2％増）となりました。

中期経営計画の進捗 中期経営計画　　　P.40

　住友林業グループの質の高いサービスをより多くのお客

様へ届けるため、重要課題5「事業を営む地域の人々の暮

らしの向上」において提供室数を拡大することを目標に掲

げています。2020年には総戸数309戸と国内最大級の総

合的なサービスが受けられる高齢者向け住宅「エレガーノ

西宮」を開設。2022年度は、スミリンフィルケアとスミリ

ンケアライフ2社合計での提供居室数は1,764室でしたが、

スミリンフィルケアにて新規施設を田園調布に開設したこ

とにより2023年度の提供居室数は1,842室になりました。

木のぬくもりあふれる空間の提供や、ICTを活用した先進

システムの導入とそれに基づく専門家の指導などにより、

施設利用者の生活環境と健康状態の維持・改善を図ります。

事業環境と強み

「ウッドサイクル」におけるセグメントの位置づけ 成長に向けた取り組み
●  介護事業や宿泊事業を中心としたサービス面の

充実とDXの推進

●  事業拡大に向けた外国人採用も含む人財確保お
よび育成の強化

●  介護事業や宿泊事業、ゴルフ場運営事業などに
おける環境負荷の低減（電力、水、エネルギー
等）の取り組み推進

●  「スミリンでんき」の活用によるRE100の取り組
みの推進

●  高齢化等の社会の変化に伴って多様化する住まいや暮ら
しのニーズ

●  エネルギー価格の高騰や人手不足による人件費高騰

●  住友林業グループの高いブランド力・外部評価と全国的
な知名度、顧客基盤

●  高齢化や地域活性化等の社会課題解決に資する介護事業
や、宿泊事業を中心としたサービスを展開できるリソー
ス・ノウハウ

●  介護事業や宿泊事業を中心に、木や緑の効果やさま 
ざまな技術、研究成果を活かすフィールドを保有

※  2020年12月期より決算期を3月31日から12月31日に変更しています。決算期変更の経過期間となる2020年12月期は、2020年4月1日から2020年12月31日までの9か月決算
となります。

※  その他セグメントには、介護事業のほか、住まいに関する保険代理店などの各種サービス事業なども計上しています。また経常利益には、（株）熊谷組に係る持分法投資損益などが
含まれています。

※  計画数値は2024年2月14日時点の期初計画。
※  2024年12月期の業績については当社ウェブサイトをご覧ください。h t t p s ://sfc.jp/information/ir/library/statements/2024.html
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国内
1,469名

従業員数
（2023年12月末時点）

売上高 経常利益

ICTを活用した見守りサービス

　生活サービス事業では、2024年度までに介護事業のセ

ンサー機器導入済施設数を19施設とする計画を掲げてい

ます。センサー機器導入でご入居者の睡眠や活動が可視

化され、体調変化への速やかな対応、健康状態の維持・改

善につながっています。また、夜間の巡回を見守りシステ

ムに切り替えることで、より必要性の高い方のケアに集中

でき、職員の負担も軽減。ICTシステムの活用が双方にメ

リットを生み出しています。2023年12月末時点で、スミリ

ンフィルケアでは全17ホームで導入済、スミリンケアライ

フでは2024年5月に全4ホームで導入が完了しました。今

後もICTを活用した

健康サポートに取り

組んでいきます。

センサー機器導入で 
遠隔での見守りを実現

事業環境 強み

脱炭素設計の
スタンダード化

グループの技術を結集した新たな介護付有料老人ホーム
　住友林業グループのスミリンフィルケアが運営する介護付有料老人ホームの17施
設目となる「グランフォレスト田園調布」が、2023年10月に開設しました。建物本体
の施工をはじめ、内装や外構にもグループの技術を結集し、生物多様性や環境にも配
慮※1した快適な空間を提供します。
　また、2024年5月に介護付有料老人ホーム「グランフォレスト登戸」が着工されまし
た。ICT見守りシステムに加え、これまでスミリンフィルケアが培ってきた安全・快適
な介護空間・動線の提供、質の高い介護サービス・レクリエーションなどの運営ノウハ
ウや経験を活かした施設です。開設は2025年秋を予定しています。
※1  ABINC認証を取得。一般社団法人いきもの共生事業推進協議会（ABINC）が、自然と人の共生を企業に促すた

め、生物多様性保全の取り組み成果を認証する制度。

グランフォレスト登戸外観イメージ

グランフォレスト田園調布外観

VISON

ウッドチェンジの
推進

スミリンフィルケア（2023年12月末時点）

介護付有料老人ホーム運営施設数 17施設
デイサービス運営施設数 3施設

スミリンケアライフ（2023年12月末時点）

介護付有料老人ホーム運営施設数 3施設
住宅型有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅）運営施設数 1施設
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生活サービス事業
その他セグメント
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研究開発方針

　「木」は、地球環境の持続可能性と私たちが営む社会・経

済の発展の両立にとって大きな可能性を秘めた資源です。

長期ビジョン「Mission TREEING 2030」では「森と木の価

値を最大限に活かした脱炭素化とサーキュラーバイオエコ

ノミーの確立」を事業方針の一つに挙げています。研究開

発分野においても、木の価値を高めることを基本方針とし

て、地球環境から住環境まで、私たちの暮らしを取り巻く環

境をより豊かに創造することを目指して取り組んでいます。

研究開発費
　2023年度のグループ全体における研究開発費は2,878

百万円でした。資源・材料から住宅・建築に至る、木に関

する川上から川下までを網羅する研究技術開発を進めて

います。

バイオリファイナリー事業推進で提携 木質バイオマス化学品の研究開発に着手
　2023年11月、住友林業はGreen Earth Institute（株）（以下GEI）と木
質バイオマスを原料としたバイオリファイナリー※4事業の推進で業務・資本
提携契約を締結しました。住友林業は筑波研究所で蓄積してきた木材に関
する研究成果を提供し、GEIは同社が研究・開発を行うバイオリファイナリー
技術を提供します。木質バイオマス化学品の商用生産が確立できれば、国
内森林資源の活用が進み、CO2を含む温室効果ガスの削減につながります。
まずは木質バイオマス化学品の研究開発に着手し、将来的には、当社の木材
コンビナートなどでGEIが開発した生産性の高い菌体・生産プロセス※5を利
用し、木質バイオマスを原料とした化学品の商用生産実現を目指します。
※4  植物や農作物などのバイオマスを原料に化学品や燃料を作り出す技術。石油化学に代わる技術

として期待されている。
※5 バイオマスを原料に微生物の力を使って化学品を生産する技術。

カスケード利用のフロー

木質バイオマス
発電所

バイオリファイナリー

チップ用材

小丸太

中丸太等

コピー用紙・新聞紙

木材カスケード
利用の多様化

パルプ
チップ

ファイバー

パーティクル

単板

ひき板（ラミナ）

ファイバーボード

パーティクルボード

LVL（単板積層材）

合板

集成材

柱・梁材・板材（むく材）

自動車の
内装

家具

家具

天井などの
内装

建物の柱や
長い梁

木造家屋

燃料チップ

D材：枝・端材・燃料

C材：小径材

B材：曲り材

A材：通直材

将来的には、バイオリファイナリーによる
木材の“科学的カスケード利用”も目指す。
（木材コンビナートとの連携）

大規模木造建築のレジリエンスを高める技術

米国で振動台実験 ポストテンション耐震技術
　ポストテンション耐震技術は、耐力部材に通した高強度の

鋼棒やワイヤーロープに引張力を与えることで部材間の固

定度を高める技術です。柱脚の金物などで地震エネルギー

を吸収し、想定以上の力が加わり損傷した場合は、金物を

交換することで元の耐震性能に復元できます。米国カリフォ

ルニア州での10階建て木造ビルの実大振動台実験に参画

し、2023年7～8月には試験体を当社オリジナルのポスト

テンション仕様に改修し、日本の耐震基準で検証を行いま

した。その結果、阪神・淡路大震災級の複数回の揺れに耐

えるなど、高い耐震性が証明されました。今後、国内外の

中大規模木造建築で導入を進めていきます。なお同技術

は、「ジャパン・レジリエンス・アワード（強靭化大賞）2023」※2

において、企業・産業部門で優秀賞を受賞しました。
※2  産学官民のオールジャパンでレジリエンス立国を構築していくことを目的として設

立された一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会が主催。

タブレット状薬剤を充填した耐火合板を共同開発
　2023年9月、信越化学工業（株）と共同開発した、タブ

レット状の薬剤を充填して耐火性を持たせた合板「耐火‐ガ

イナー」を発売しました。合板の形状を住友林業が、シロ

キサン化合物※3と難燃剤からなるタブレット状の薬剤開発

を信越化学工業が担当しました。同製品は、柱・梁等への

被覆材として用いた場合、集成材工場等で被覆してから現

場へ納品することが可能で、建て方後の現場作業が不要と

なるため、工期の短縮が見込めます。また、薬剤の加圧注

入などによる難燃薬剤処理時に不可欠の、薬剤充填後の

乾燥工程が不要で、製造時の環境負荷を低減でき、納期

の短縮、コスト削減にもつ

ながります。石膏ボードな

どの無機系耐火被覆材を

木質部材の「耐火‐ガイナー」

で代替することで、中大規

模建築物への木材使用量

の拡大を図り、環境負荷低

減を目指します。
※3  ケイ素‐酸素‐ケイ素のシロキサン

結合を有する化合物で、電気・電子、
自動車、建築、化粧品、ヘルスケア、
化学などさまざまな産業分野に利
用される。

事例 1 事例 2

企画グループ
研究企画

住宅・建築3グループ
住宅工法開発、品質検査

部材から工法や、省人化など幅広
い領域の研究開発を行うほか、品
質検査も行っています。

業務グループ
研究基盤整備

研究所の基盤整備、各種調査、新たな研究テーマの創出、社内外との連携・折衝など、研究開発を多面的に支えます。

実験で用いた試験体

木材建材事業 680百万円

住宅事業 824百万円

建築・不動産事業
29百万円資源環境事業 24百万円

その他事業
－

全社（共通）※1 
1,321百万円

2,878
百万円

研究開発体制

　当社グループの研究・技術開発を牽引する筑波研究所

は1991年に設立し、木に関する先進的な研究と技術開発

力で、住友林業グループを支えてきました。事業戦略に基

づく「事業部研究開発」および新たな事業機会創出と価値

創造のための「コーポレート研究開発」の2つを軸に、7グ

ループ体制で研究開発を行っています。2023年1月に、

国内外の住宅事業、建築事業、不動産事業に柔軟に対応

できるよう、従来の建築グループ、木のイノベーショング

ループ、住宅技術商品開発センターを、住宅・建築1、2、

3グループに再編しました。各グループで森林資源・木質

材料から住宅・建築に至る、木に関する川上から川下まで

を網羅する研究・技術開発に取り組むとともに、「木」と「緑」

の価値を高める新たな価値創造型研究を行っています。ま

た、自社での研究・技術開発のみにこだわらず、大学や公

的な研究開発機関などとも密接に連携するなど、外部とも

協働しながら研究開発を推進しています。

3,000

2,000

1,000

0

（百万円）

2,5762,488
1,883

2,271

22/12

2,878

23/1221/1220/1220/3
（9M）

研究開発費

2023年度セグメント別研究開発費

※ 各セグメントに配分していない、筑波研究所の研究開発費を含む。
※  2020年12月期より決算期を3月31日から12月31日に変更しています。決算期変

更の経過期間となる2020年12月期は、2020年4月1日から2020年12月31日まで
の9か月決算となります。

※1  全社(共通)は特定の
セグメントに関連付け
られない費用です。

耐火ガイナー：タブレット状の薬剤を国
産材合板の表裏両面から充填

バイオリファイナリーによる木材の化学的カスケード利用の 
イメージ

住宅・建築1グループ
建築構造、防耐火技術開発
木造建築物に関する構造技術、
防耐火技術、音・振動対策技術な
どの開発を行っています。

資源グループ
育種、植林、環境緑化研究
国内外の植林ならびに新たな育
種技術などの研究開発を行って
います。

住宅・建築2グループ
居住環境研究

木や緑が持つ機能や特性、環境
がヒトの快適性や健康に与える影
響などの研究を行っています。

筑波研究所

材料グループ
高機能材料、構造材料開発
新しい木質材料の開発や木材利
活用技術の開発などを行ってい
ます。
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2023/12 2022/12 2021/12 2020/12（9M）※5　　　 2020/3 2019/3 2018/3 2017/3 2016/3 2015/3 2014/3

当期業績 （百万円）
売上高 ¥1,733,169 ¥1,669,707 ¥1,385,930 ¥  839,881 ¥1,104,094 ¥1,308,893 ¥1,221,998 ¥1,113,364 ¥1,040,524 ¥997,256 ¥972,968
売上総利益 408,830 392,970 321,994 191,323 242,689 232,146 219,315 204,138 183,134 169,492 160,162
販売費及び一般管理費 262,076 234,717 208,344 143,862 191,312 182,899 166,294 150,149 153,041 135,498 126,747
営業利益 146,755 158,253 113,651 47,462 51,377 49,247 53,021 53,989 30,093 33,994 33,415
経常利益 159,418 194,994 137,751 51,293 58,824 51,436 57,865 57,841 30,507 36,424 33,567
親会社株主に帰属する当期純利益／当期純利益 102,479 108,672 87,175 30,398 27,853 29,160 　　30,135 34,532 9,727 18,572 22,531
経常利益（数理差異除く） 154,416 187,027 134,491 46,470 61,396 54,846 55,574 52,860 42,038 36,681 34,586

財務状況
総資産 ¥1,812,722 ¥1,537,598 ¥1,314,226 ¥1,091,152 ¥1,004,768 ¥  970,976 ¥  899,120 ¥  794,360 ¥  710,318 ¥665,538 ¥645,197
運転資本※1 648,039 578,653 470,909 297,669 273,167 236,047 209,506 190,386 178,215 158,110 120,725
有利子負債 423,872 348,323 302,763 302,933 268,491 248,885 200,630 163,817 119,069 103,369 92,975
純資産 823,296 682,554 540,089 399,456 357,064 353,489 345,639 295,857 265,257 260,782 226,078

キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー ¥  125,300 ¥   55,276 ¥   91,576 ¥   46,840 ¥   45,724 ¥   40,689 ¥   13,732 ¥   40,337 ¥   45,705 ¥ 14,709 ¥ 54,057
投資活動によるキャッシュ・フロー (112,497) (52,385) (40,254) (44,635) (38,874) (71,659) (46,250) (62,350) (9,972) (23,575) (10,476)
財務活動によるキャッシュ・フロー 10,236 (32,998) (7,029) (6,782) 1,142 11,523 25,156 14,267 1,813 (17,286) 8,511
現金及び現金同等物の期末残高 174,771 147,373 170,035 122,220 112,565 105,102 125,555 132,707 141,265 103,296 128,343

資本的支出
有形固定資産 ¥   23,367 ¥   31,657 ¥   21,844 ¥   18,124 ¥   32,414 ¥   17,071 ¥   17,685 ¥   48,204 ¥   18,042 ¥ 12,617 ¥ 14,735
無形固定資産 4,913 5,334 3,892 2,989 3,470 3,173 2,470 2,839 2,006 2,488 2,417
その他 10,154 7,026 2,488 2,834 2,267 2,088 3,792 3,085 400 282 252
合計 38,433 44,017 28,224 23,946 38,151 22,331 23,947 54,128 20,448 15,388 17,404
減価償却費 19,918 17,911 16,491 11,503 14,388 13,696 13,727 12,887 11,753 11,453 9,810

1株当たり情報 （円）
当期純利益 ¥  505.53 ¥  543.80 ¥  457.69 ¥  167.54 ¥  153.54 ¥  160.80 ¥  168.49 ¥  194.95 ¥   54.92 ¥  104.85 ¥  127.20
純資産 3,686.51 3,140.26 2,479.76 2,025.13 1,777.57 1,755.06 1,719.05 1,552.04 1,374.47 1,387.39 1,234.53
配当金 125.0 125.0 80.0 35.0 40.0 40.0 40.0 35.0 24.0 21.5 19.0

レシオ （%）
売上総利益率 23.6 23.5 23.2 22.8 22.0 17.7 17.9 18.3 17.6 17.0 16.5
売上高営業利益率 8.5 9.5 8.2 5.7 4.7 3.8 4.3 4.8 2.9 3.4 3.4
売上高経常利益率 9.2 11.7 9.9 6.1 5.3 3.9 4.7 5.2 2.9 3.7 3.4
総資産経常利益率（ROA）※2 9.5 13.7 11.5 4.9 6.0 5.5 6.8 7.7 4.4 5.6 5.6
自己資本当期純利益率（ROE）※2 14.8 19.4 20.2 8.8 8.8 9.3 10.3 13.3 4.0 8.0 11.0
自己資本比率 41.6 40.8 37.7 33.7 32.1 32.8 34.7 34.6 34.3 36.9 33.9
有利子負債比率※3 36.0 35.7 37.9 45.2 45.4 43.9 39.2 37.3 32.8 29.6 29.8
流動比率 210.2 217.1 211.9 178.3 175.3 163.2 158.8 158.8 156.9 154.1 137.0
インタレスト・カバレッジ（倍）※4 29.3 18.4 39.7 24.9 16.9 20.1 9.6 27.1 43.1 12.6 44.2

※1  運転資本＝流動資産－流動負債。
※2  ROAおよびROEの貸借対照表科目は、期初期末平均を用いて算出しています。
※3  有利子負債比率＝有利子負債÷（有利子負債＋自己資本）。
※4  インタレスト・カバレッジ（倍）=営業キャッシュ・フロー÷利払い。
※5  決算期変更に伴い、2020年12月期は4～12月の9か月間を連結対象期間とした変則的な決算となっています。
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2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2020/3

環境（E）
エネルギー消費量（MWh） 2,862,493 2,880,398 2,878,334 2,848,460 2,903,124
水使用量（千m3） 2,916 2,937 2,858 2,851 2,897
温室効果ガス排出量（tCO2e） スコープ1 221,516 239,635 252,833 262,105 265,192
温室効果ガス排出量（tCO2e） スコープ2 114,156 116,292 117,939 108,421 115,449
温室効果ガス排出量（万tCO2e） スコープ3 944.6 940.0 983.5 911.9 1,025.5
再生可能エネルギー導入率（%） 78.1 75.7 74.5 74.1 72.2
グループ全体の使用電力における 
再生可能エネルギー導入率（%）

19.6 17.5 17.2 17.4 15.8

輸入木材仕入先における 
サステナビリティ調達調査実施率（%）

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

主要構造材における持続可能木材使用率（%） 100.0 100.0 100.0 95.8 80.6
国内製造工場でのリサイクル率（%） 99.6 99.4 99.1 99.1 99.0
新築戸建注文住宅におけるZEH比率（%） 

（受注ベース）
79.7 77.2 67.4 51.5 51.0

新築戸建注文住宅における 
長期優良住宅認定取得率（%）

95.9 96.3 94.9 94.7 94.4

森林保有・管理面積（万ha） 国内 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
海外 23.8 24.0 22.9 22.9 21.9

森林保有・管理面積における炭素固定量 
（二酸化炭素換算量）（万tCO2）

国内 1,384 1,373 1,361 1,348 1,330
海外※1 5,191 5,264 5,240 5,212 933

社会（S）
従業員数（人） 単体 5,235 5,139 5,091 5,073 4,914

連結 24,815 21,948 21,254 20,562 19,332
女性従業員比率（%） 単体 23.8 23.1 22.6 22.0 21.6

国内子会社 36.1 33.4 34.4 32.4 32.7
海外子会社 28.4 28.2 30.0 30.8 30.2

女性管理職比率（%） 単体 6.8 6.3 5.6 4.8 4.2
国内子会社 9.4 8.9 8.4 7.1 6.1
海外子会社 25.4 23.2 20.9 19.5 17.1

女性新卒採用比率（%） 単体 34.1 33.1 26.9 30.2 26.9
国内子会社 41.8 34.6 35.1 43.4 45.7
海外子会社 35.7 39.5 32.8 38.7 

障害者雇用率（%） 単体 2.46 2.40 2.38 2.25 2.40
国内子会社 2.25 2.23 2.04 1.85 1.77

男性育児休業取得率（%）※2 単体 70.0 49.0 50.4 46.8 31.3
国内子会社 28.0 32.8 28.0 13.2 6.2

女性育児休業取得率（%）※2 単体 81.4 110.3 108.8 84.4 100.0
国内子会社 96.8 114.3 118.8 122.0 115.3

有給休暇取得率（%） 単体 69.0 68.4 64.1 60.7 60.2
国内子会社 68.1 66.6 59.6 58.1 63.0

社員一人当たりの研修時間（時間） 単体 19.6 15.5 13.0 10.5 18.0
社員一人当たりの研修費用（千円） 単体 117 106 77 59 102
離職率（%） 単体 3.1 3.2 2.7 1.8 2.5
新卒社員定着率（入社3年目）（%） 単体 83.7 82.9 83.3 82.3 84.4
社員満足度（%） 単体 76.3 77.0 78.2 80.1 78.8

ガバナンス（G）
取締役会開催回数（回） 15 15 16 10 15
取締役人数（人） 9 9 9 9 8
社外取締役比率（%） 33 33 33 33 25
社外取締役の取締役会出席率（%） 100 100 100 100 100

※1  2020年12月期より、集計対象に海外の保護林を追加。
※2  育児休業取得率=当該年度に育児休業を開始した人数／当該年度に子どもが生まれた人数。

主な評価・表彰実績

主なイニシアチブ等への参加・賛同

GPIFが選定した6つのESG指数構成銘柄に採用

社外からの評価

近年、運用の投資基準として財務面だけでなく、環境（Environment）・社会（Social）・ガバナンス（Governance）

要素も考慮したESG投資への関心が高まっています。住友林業グループは、下記のESGに関連した評価・表彰

をいただきました。（2024年3月末時点）

※  MSCI指数への住友林業株式会社の組み入れ、およびウェブサイトにおけるMSCIのロゴ、商標、サービスマーク、指数名称の使用は、MSCIおよび関係会
社による住友林業株式会社の後援、推奨あるいは広告宣伝ではありません。MSCI指数はMSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称とロゴ
は、MSCIおよび関係会社の商標もしくはサービスマークです。
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代表取締役 執行役員副社長　川田 辰己

「統合報告書2024」発行にあたって

　住友林業グループは、2022年度に長期ビジョン「Mission TREEING 2030」を

定めるとともに、経営のマテリアリティである「9つの重要課題」を特定し、3年間の

中期経営計画をスタートさせました。本報告書では、最終年度を迎えた中期経営計

画の進捗と、次期計画を見据えた今後の展望にも触れながら、米国の住宅・不動産

開発事業および人財戦略については特に紙面を割き、成長可能性をより深くご理解

いただけるよう解説することを試みました。

　本報告書は、国際会計基準（IFRS）財団の「国際統合報告フレームワーク」および

経済産業省発行の「価値協創ガイダンス」を参照して作成しています。また、当社グ

ループの戦略や課題への認識、対応状況などを正確にお伝えするため、多くの関連

部署が協力・連携して作成にあたり、重要な非財務情報は第三者保証機関による限

定的保証を受けるなど、報告内容の信頼性向上に努めています。私は、統合報告書

の作成主管部門の担当役員として、本報告書の作成プロセスが正当であり、記載内

容が正確であることを、ここに表明いたします。

　本報告書が、ステークホルダーの皆様に当社グループの中長期的な成長や企業価

値向上に対するご理解をより一層深めていただくための一助となりますことを期待す

るとともに、今後も情報開示のさらなる充実に努め、ステークホルダーの皆様との対

話に役立てていきたいと考えます。

　引き続きご支援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

米国戸建住宅市場に関して、今後の見通しを教えてください。

　米国はいわゆるリーマンショック以降、住宅着工戸数が低水準で推移した期間が長かったのに対し、人口は2023
年には約3億3,000万人超とリーマンショック当時から約3,000万人増加するなど継続的に増加しており、住宅が不
足しています。特に住宅購入層の中心となるミレニアル世代やZ世代の人口増加割合が高く、今後も当面安定した
住宅ニーズが継続すると見ています。S＆Pケース・シラー住宅価格指数によると、住宅価格は上昇していますが世
帯収入も上がってきており、住宅価格は全米平均で世帯年収の6倍前後と健全なレベルで推移しています。またデ
リンクエンシー（住宅ローンの滞納率）も低い水準で推移しているなど、住宅市場はリスクの低い状況が続いている
といえ、引き続き安定的な成長が継続すると見ています。

Question 1
Answer

森林ファンドについて、森林アセット取得の進捗状況を教えてください。

　現時点では米国ニューヨーク州の森林アセットの取得が完了しています。交渉中の案件も含めると、当初計画で
予定していた森林面積の4分の1程度は取得が見込める状況で、順調に資産の購入が進んでいます。

Question 5
Answer

中期経営計画における投融資計画の進捗について教えてください。

　現中期経営計画では2024年12月期までに累計約3,000億円の投融資を計画しています。2022年12月期およ
び2023年12月期の2年間の投融資総額は1,787億円で、3,000億円までには残り約1,200億円となっています。
現中計最終年度となる2024年12月期は、当社グループの成長を牽引してきた海外戸建住宅・集合住宅事業のほ
か、海外木造非住宅分野への投資や木材コンビナートの立ち上げ、森林ファンドのアセット取得など、次期中期経営
計画の基盤となる脱炭素関連投資を推進する計画としています。

Question 6
Answer

目標に掲げている2030年の米国戸建住宅事業の年間販売戸数23,000戸の実現に向けたロードマッ
プはどのようなものでしょうか。

　現在、米国の戸建住宅会社5社を通じ、ワシントン州から東海岸にかけて、経済成長が著しいサンベルトと呼ばれる
エリアを中心に住宅事業を展開しています。2023年には、これまで未進出であったフロリダ州にM&Aによって新た
に進出し、2024年3月には米国戸建住宅事業を行うグループ会社であるDRB社を通じて、同州タンパで戸建分譲住
宅事業を展開するBiscayne Homes社の事業を譲受し、さらなる事業拡大の体制を整えました。フロリダ州は今後
も人口増加と雇用拡大に基づく安定的な住宅需要増が期待できるエリアであり、2030年に米国で年間販売戸数
23,000戸体制を構築するには、同州での成長が一つのカギとなります。今後もオーガニックグロースに加えて、新
規M＆Aも視野に入れながら供給戸数を拡大していき、2030年にはフロリダ州で年間5,000戸の販売を目指します。

Question 2

Answer

FITP事業について、工場の稼働状況およびグループ会社とのシナジー効果を教えてください。

　2024年5月に稼働開始したノースカロライナ州の新工場を含め、屋根トラス、壁パネルなどの製造拠点として、
現在6つの工場が稼働しています。グループ会社向けには、ベトナムの家具製造関係会社であるAn Cuong社が
キャビネットの組み立て・施工を行い、米国戸建住宅会社であるDRB社の分譲住宅や米国不動産開発会社である
Crescent社の集合住宅向けに供給しており、グループ間の協業が進んでいます。
　FITP事業により施工合理化の推進と新たな価値の創造を実現し、米国の年間住宅供給戸数23,000戸の販売目
標の達成に向け、当社グループ各社との連携でグループシナジーを構築していきます。

Question 3
Answer

国内の戸建注文住宅事業に関して、収益基盤の強化に向けた取り組みの内容を教えてください。

　2023年12月期の国内住宅事業は、持家の新設住宅着工戸数が25か月連続で前年同月を下回るなど厳しい環境が
続きましたが、コストダウンや業務効率化策の実施、加えて価格改定効果により利益率は改善しました。脱炭素への貢
献とエネルギーコスト削減につながるZEHの普及を推進し、平屋商品の「GRAND LIFE」に住宅と庭の一体設計や効
率的な家事動線を取り入れリニューアルするなど、お客様により高い満足度を感じていただけるよう努めました。
　今後は業務効率化等による収益力の改善に加え、設計コストを抑えて価格面でも幅広い顧客層に訴求できる商品
展開、住宅建築用土地施策の強化に取り組みます。また木造3階建共同住宅の受注促進、およびリフォーム事業を
はじめとするグループ各社の事業強化を進め、国内住宅事業全体の収益基盤の強化を図ります。

Question 4
Answer
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会社概要
企業名 住友林業株式会社

創業 1691年

設立 1948年

資本金 55,088百万円

本社 〒1008270　東京都千代田区 
大手町一丁目3番2号 経団連会館

子会社 376社（うち海外337社）

関連会社 176社（うち海外164社）

従業員数（連結） 24,815名

ホームページURL h t t p s ://sfc.jp/

会計監査人 EY新日本有限責任監査法人

お問い合わせ先 住友林業株式会社
コーポレート・コミュニケーション部 
IRグループ
Tel : 0332142270
Fax: 0332142272

IRに関するお問い合わせ先
h t t p s ://inquire.sfc.jp/sfc/m/contact/

株主・株式情報
上場証券取引所 東京

発行可能株式総数 400,000,000株

発行済株式総数 206,058,468株

定時株主総会 3月

株主総数 60,197名

大株主の状況
株主名 持株数（千株） 持株比率（%）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 29,873 14.5

住友金属鉱山株式会社 10,110 4.9

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 10,027 4.8

株式会社伊予銀行 5,849 2.8

株式会社熊谷組 5,197 2.5

住友商事株式会社 4,383 2.1

住友生命保険相互会社 4,227 2.0

株式会社百十四銀行 4,197 2.0

STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST,   
BOSTON SSBTC A / C UK LONDON BRANCH CLIENTS-UNITED KINGDOM 3,411 1.6

住友林業グループ社員持株会 3,156 1.5

※ 持株数および持株比率については、表示単位未満を切り捨てて表示しています。持株比率は発行済株式の総数から自己株式を除いて算出しています。

※ 株式分布状況については、表示単位未満を切り捨てて表示しています。

金融機関 38.39%

外国法人等 23.59%

その他国内法人

19.04%

個人その他 

16.59%

証券会社 2.21%

自己名義株式 0.14%

株式分布状況

森林・緑化研究センター
筑波研究所

資源環境管理部
森林資源部
環境・エネルギー部
脱炭素事業部
業務監理室

業務企画部
事業開発部
ソリューション営業部

住宅・建設資材営業部
産業資材営業部

事業管理部
北米住宅事業部
アジア・オセアニア事業部
海外建築技術部
不動産開発事業部

住宅企画部
人財開発部
グループオーナー推進室
営業推進部

アセットソリューション部
まちづくり推進部

技術商品開発部
設計統括部
建築デザイン部
生産統括部

イノベーション推進部

資材開発部
品質保証部
建築技術審査室

建築事業部

生活サービス推進部

新事業開発部
お客様相談室
品質・安全マネジメント室
経営企画部
秘書室
渉外室
総務部
法務部
人事部
財務部
ITソリューション部
コーポレート・コミュニケーション部
サステナビリティ推進部
内部監査室

業務革新室

新居浜事業所
知的財産室
スミリンビジネスカレッジ
働きかた支援室

社史編纂室

サポートセンター

3営業部

他8営業所
5支店

3支社
62支店
他18営業所
270展示場
インテリア室
大阪建築デザイン室
防災対策室

生産イノベーション推進室

安全・環境・検査室

営業企画部
建築部

資源環境 
事業本部

木材建材 
事業本部

建築・不動産 
事業本部

住宅 
事業本部

生活サービス 
本部

バイオリファイナリー推進室

取締役会

経営会議

社 長

執行役員会
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